
令和５年（２０２３年）３月６日

子ども文教委員会資料

子ども教育部子ども・教育政策課

中野区子ども総合計画の策定について

中野区子ども総合計画（案）に対するパブリック・コメント手続の実施結果を

踏まえ、中野区子ども総合計画を策定したので以下のとおり報告する。

１ パブリック・コメント手続の実施結果について

（１）意見募集期間

令和５年２月１日（水）から２月２１日（火）まで

（２）意見提出者数

５人（内訳：電子メール５人）

（３）提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方

別添１のとおり

２ 中野区子ども総合計画（案）からの主な変更点

なし

３ 中野区子ども総合計画

別添２のとおり



NO 意見の概要 区の考え方

　第３章　計画の展開

1

　子どもの声を聴く・感じ取るには、経験の積み重ねによ
る専門性が必要である。また、声に気持ちを寄せそれを代
弁して伝えられる「ゆとり」も必要であり、保護者にも労働
時間と経済的なゆとりが必要であると考える。子どもの権
利に関する条例にも記されたように、今後の取組には、子
どもに関わる大人への支援や働く条件の向上などを検討
することを記載してほしい。

　子どもの言葉にならない（できない）考えや思いも含め
た子どもの意見を受け止めるために、幅広い方法を活用
して子どもの声を聴く機会を確保していく。
　また、保護者をはじめ、子どもと関わる周囲の大人の負
担や悩みを軽減するための様々な支援や取組について、
計画に記載している。

2

　支援が必要な子どもや家庭への施策が多く、トップ層を
伸ばしていく施策がない。ギフテッドの子どもへの支援や
区立小中学校での算数・英語の習熟度別授業の推進を検
討してはどうか。また、ほとんどの子どもは生活で英語を
使っておらず、学校の授業にとどまっている現状を踏ま
え、一層の英語教育の充実を図るため、学校以外で英語を
使う場所を提供してはどうか。

　中野区子ども総合計画は、５９ページに記載のとおり基
本理念を実現するための５つの目標を掲げ、その目標に資
する取組を推進していくための計画である。
　学校教育の内容については、現在策定を進めている中野
区教育ビジョンの中で充実を図っていきたい。

3

　「小・中学生文化芸術振興事業」について、ぜひ促進して
ほしい。
　各小中学校の体育館を使って、演劇団体による学校公演
を年１回行ってほしい。

　実施にあたっては、事業の主旨を踏まえ、児童・生徒の意
見を参考に各学校ごとに希望する実施内容や方法を決定
し、学校ごとに特色ある事業となるよう工夫して行う予定
である。

4

　ファミリー・サポート事業がやや使いづらい。例えば、子
どもの送迎は出発場所または到着場所のどちらかに保護
者がいる必要があるが、学童から習い事に送ってもらい
たいといったニーズに対応できず、民間サービスを利用し
なければならない。もう少し使いやすいように改善できな
いか。

　ファミリー・サポート事業は、地域の中で助け合いながら
子育てをする相互援助活動である。利用会員と協力会員
が安心して活動をするために、送迎時は出発場所または
到着場所において、保護者による引き継ぎを必要として
いる。
　利用会員だけでなく協力会員にとっても安心安全な活
動ができるようにするための制度であることをご理解い
ただきたい。

5

　中野東図書館は子育て支援、ビジネス支援を謳って新設
され、子育て支援アドバイザーにより専門の相談先情報が
得られることもあるため、子育てに関する相談を実施する
場所として、中野東図書館を記載するべきではないか。

　中野東図書館の子ども・子育て支援をテーマとしたフロ
アでは、子育て支援アドバイザーが子育て支援に関わる情
報提供や相談機関の紹介など、本の紹介にとどまらない
サービスを提供している。
　このサービスは、図書館サービスの一環として行ってい
るものであり、子育てに関する相談事業として行っている
ものではないため、計画には記載しない。

6

　「実質的なひとり親家庭への支援」（金銭給付）事業は、親
権争いを激化させ、正当な理由のない親権獲得を助長す
るため、反対する。また、離婚は夫婦関係を解消する手続
きに過ぎず、ひとり親とは他方親の不存在（死別、失踪、勾
留、接近禁止命令）のみとすべきだと考える。

　この事業は、事実上離婚状態であるにも関わらず、法的
に離婚が成立していないため、児童扶養手当等のひとり
親に関する手当の要件に該当しない方を経済的に支援す
るために実施するものである。

7

　保育園の待機児童ゼロを維持するためには、地域ごとの
人口動態、出生率を把握・予測する必要がある。
　また、子どもが毎日安心して遊ぶ権利や学ぶ権利が保障
されるために、待機児童対策を優先した結果、保育環境が
置き去りになっていないか、保育の質の向上に大切なこと
は何かなど検証を行い、より子どもに寄り添った環境整備
を行ってほしい。
　区立保育園の数は、少なくても１０園を継続し、区の責任
において行う保育のスタンダードとして存在してほしい。

　 今後長期的には子どもの数が減っていく中で、教育・保
育施設をどのように整備していくのか検討を進めている
ところであるが、待機児童ゼロを維持していくため、必要
な地域に必要数を整備していく予定である。
　また、保育の質の向上に資する施策についても引き続き
推進していく。
　区では、保育の質の維持・向上、障害児保育など今後の
区立保育園が担うべき役割及び民間保育所の定員充足の
状況を踏まえ、当面の間は、現行の10園を存続する予定
である。

提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方

　目標Ⅰ　子どもの権利を保障し、子どものすこやかな成長を支援する

　目標Ⅱ　子どもが安心して育つための家庭への支援を推進する

　目標Ⅲ　子どもと子育て家庭を支える教育・保育環境を整備する

別添１
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NO 意見の概要 区の考え方

8

　「保育園等の指導検査の充実」については、単に法令を
遵守しているかどうかにとどまらず、保護者が安心して子
どもを預けることができるよう、保育園と保護者が良好な
関係を築いているかといった観点でも指導検査を行い、
結果を公表してほしい。

　指導検査においては、児童福祉法等をはじめ関係法令に
照らし、設備及び運営に関する基準等の適合状況及び区
が別に定める指導検査に係る基準・方針等に対する実施
状況等について個別的に明らかにし、必要な助言及び指
導又は是正の措置を講じている。
　結果についてもホームページで公表している。

9

　園庭がない保育園に保育士を増員してほしい。子どもを
公園へ連れて行った際の置き去りや交通事故、遊んでいる
ときの見守り、怪我などの対応が必要である。
　また、現在の保育士の基準では十分な保育はできない。
基準よりも１名多く保育士を配置してほしい。

　園外での保育については、安全に十分留意して行ってい
ただいているものと認識している。児童の安全を確保し、
質の高い保育を行うには、保育士を適切に配置すること
が重要であり、区では国の基準を上回る保育士の配置基
準を定めている。保育士の適切な配置については引き続
き研究していくとともに、必要に応じ、国や都に対して基
準の見直しを要望していく。

10

　学童クラブが待機となり、高額な民間学童を使わざるを
得ない家庭が一定数存在する。学童クラブの需要が偏っ
ている現状を踏まえ、応募が募集定員に達していない学
童クラブを中心に、昨今家庭のニーズが高いSTEAM教育
や英語教育などの専門的な能力を持った人員を配置し
て、希望者を分散させてはどうか。区として特色のある学
童クラブの展開にも資すると考える。

　区が補助をしている民間学童クラブでは、特色ある運営
を行っている施設もあり、今後もニーズを踏まえて、学童
クラブの配置と運営について検討していく。
　また、児童館、キッズ・プラザも含めて、魅力ある放課後
の居場所となるよう、引き続き検討していく考えである。

※ 意見の概要は、区分整理の関係から、提出された意見の分割や同趣旨の意見の統合を行っている場合がある。
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第１章 計画の基本的な考え方
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１ 計画策定の背景・目的

○少子化、核家族化、保護者の就労状況の多様化に加え、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大など、子どもと子育て家庭を取り巻く環境は大きく変化しています。

区では、保育所の待機児童の解消や子育てサービスの計画的な整備を進めるとともに、

子どもと子育て家庭に関する様々な課題に対応するため、平成２７年３月に「中野区子

ども・子育て支援事業計画」を策定し、子どもと子育て家庭を地域全体で支援していく

ための取組を進めてきました。

令和４年４月には保育所の待機児童ゼロを達成しましたが、増加する児童虐待への対

応や発達に課題や障害がある子どもへの支援、保育の質の向上など、引き続き課題に取

り組んでいく必要があります。

○区は、子どもの権利を保障し、子どもにやさしいまちづくりの推進を図るため、令

和４年３月に「中野区子どもの権利に関する条例」を制定し、同年４月から施行しま

した。条例では、区に関わる全ての人が子どもの権利を尊重する理念を持ち、それぞ

れの生活や活動に生かすことが求められています。

また、区は、条例に基づき子どもに関する取組を推進していくとともに、子どもの

権利の視点から、子どもに関する取組を検証していく必要があります。

○子どもの貧困が社会問題となり、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的と

して、平成２６年に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行されました。区が

令和元年度に実施した「中野区子どもと子育て家庭の実態調査」においても、経済的に

困窮している世帯の子どもが、学習、体験、食など様々な場面で困難な状況を抱えてい

ることが窺えます。今後より一層、子どもの貧困対策を推進していく必要があります。

○全ての子ども・若者が健やかに成長し、円滑に社会生活を営むことができる社会の形

成を目指し、平成２２年に「子ども・若者育成支援推進法」が施行されました。ところ

が近年、ＳＮＳに起因するトラブル、いじめ、不登校、ひきこもりなど、子ども・若者

をめぐる問題は深刻さを増しています。これまで以上に一人ひとりの状況に応じたきめ

細かい支援が求められています。

○このような背景を踏まえるとともに、令和３年９月に策定した「中野区基本計画」に

基づき子ども政策を計画的かつ総合的に推進するため、中野区子ども総合計画を策定し

ました。
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（１）計画の位置付け

中野区基本構想及び中野区基本計画に基づく子どもに関する個別計画であるとと

もに、子どもに関する以下の法定計画を包含する総合的な計画とします。

①子ども・子育て支援法に基づく「子ども・子育て支援事業計画」 

②次世代育成支援対策推進法に基づく「次世代育成支援行動計画」 

③子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく「子どもの貧困対策計画」

④子ども・若者育成支援推進法に基づく「子ども・若者計画」 

⑤中野区子どもの権利に関する条例に基づく「推進計画」

（２）他の計画との関連

２ 計画の位置付け・他の計画との関連
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（１）計画期間

計画期間は、令和５年度（２０２３年度）から令和９年度（２０２７年度）まで

の５年間としますが、第４章「子ども・子育て支援事業計画（第２期）中間の見直

し」については、子ども・子育て支援法に基づく基本指針に定める計画期間である

令和５年度（２０２３年度）から令和６年度（２０２４年度）までの２年間としま

す。

（２）計画の対象

本計画の対象は、子ども（０歳から概ね１８歳まで）及び若者（概ね１３歳から

３０歳まで、施策によっては概ね３９歳まで）とその家族とします。

０～５歳 ６～１２歳 １３～１８歳 １９～２９歳 ３０～３９歳

乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期

３ 計画期間・計画の対象

子ども

若者



第２章 子どもと子育て家庭、若者を取り巻く状況

５
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１ 子ども・子育てをめぐる動き

① 子ども・子育て支援新制度

少子化の急速な進行や子育て家庭及び地域を取り巻く環境の変化に対応するため、平成

２４年８月に子ども・子育て支援法をはじめとする「子ども・子育て関連３法」が成立し、平

成２７年４月から「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」「保育の量的拡大・確

保、教育・保育の質的改善」「地域の子ども・子育て支援の充実」を目的とした子ども・子育

て支援新制度が始まりました。

令和元年１０月には、総合的な少子化対策を推進する一環として子育て家庭の経済的負

担の軽減を図るため、幼児教育・保育の無償化が開始されました。

③ 子ども・若者支援

子ども・若者育成支援施策を総合的に推進することを目的として、平成２２年４月に

「子ども・若者育成支援推進法」が施行され、同年７月に「子ども・若者ビジョン」が策定

されました。平成２８年２月には「子ども・若者ビジョン」の見直しが行われ、「子供・若者

育成支援推進大綱」が策定されました。その後も子ども・若者を取り巻く状況は大きく

変化し、孤独・孤立の問題が顕在化するなど、状況がさらに深刻さを増す中で、令和３年

４月に第３次となる大綱が策定されました。

改定後の大綱では、「全ての子供・若者の健やかな育成」「困難を有する子供・若者や

その家族の支援」「創造的な未来を切り拓く子供・若者の応援」「子供・若者の成長のため

の社会環境の整備」「子供・若者の成長を支える担い手の養成・支援」の５つの基本方針

が掲げられ、社会総掛かりで取組を促進することが求められています。

② 子どもの貧困対策

子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的として、平成２６年１月に「子どもの

貧困対策の推進に関する法律」が施行、同年８月に「子供の貧困対策に関する大綱」が策

定されました。さらに、令和元年６月に同法が改正され、子どもの貧困対策は、子どもの

「将来」だけではなく「現在」の生活等に向けた支援であること、基本理念として、子ども

の最善の利益が優先して考慮されること等が明記され、区市町村における計画策定が

努力義務となりました。

令和元年１１月には法改正を踏まえた新たな大綱が策定され、分野横断的な基本方針

として、親の妊娠・出産期から子どもの社会的自立までの切れ目のない支援体制の構築

や、支援が届いていないまたは届きにくい子ども・家庭に配慮して対策を推進すること

等が明記されました。

（１）国の動向
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④ 児童福祉法の改正

児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に

顕在化してきている状況等を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制

強化等を行うため、令和４年６月に児童福祉法が改正されました。一部を除き、令和６年

４月から施行されます。

この改正では、区市町村において、子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援セ

ンターを見直し、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行う機能を

有する機関の設置に努めることや、一時保護所及び児童相談所による児童への処遇や

支援、困難を抱える妊産婦等への支援の質の向上、社会的養育経験者・障害児入所施設

の入所児童等に対する自立支援の強化などの内容が盛り込まれました。

⑤ こども基本法の成立

これまで日本には、子どもを権利の主体として位置付け、その権利を包括的に保障す

る基本法が存在しませんでしたが、令和４年６月にこども基本法が成立し、令和５年４月

から施行されます。同法は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約に則り、子ども施

策を総合的に推進することを目的としています。

全ての子どもが個人として尊重され、基本的人権が保障されること、差別的扱いを受

けることがないようにすること、教育を受ける機会が等しく与えられること、意見を表

明する機会・多様な社会的活動に参画する機会が確保されることなどが基本理念とし

て掲げられています。

⑥ こども家庭庁の創設

令和４年６月に、こども家庭庁設置法がこども基本法と同時に成立しました。令和５年

４月に法が施行されるとともに、内閣総理大臣の直属の機関として、内閣府の外局にこ

ども家庭庁が設置されます。こども家庭庁は、子ども政策に関し他省に属しない事務を

担い、各省庁の間で抜け落ちることがないよう必要な取組を行うとともに、新規の政策

課題に取り組むこととされています。また、これまで別々に担われてきた司令塔機能が

こども家庭庁に一本化されます。

⑦ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）

平成２７年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための２０３０アジェ

ンダ」において、国際社会全体の開発目標として、２０３０年を期限とする「持続可能な

開発目標（ＳＤＧｓ）」が採択されました。

持続可能な世界を実現するための１７の目標（ゴール）と１６９のターゲットが掲げら

れ、「誰一人取り残さない」社会を目指し、経済・社会・環境の広範囲な課題に対する総

合的な取組が示されています。
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SDGｓ１７の目標
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② 中野区児童相談所の設置

平成２８年５月に児童福祉法が改正され、児童が適切な養育を受け、すこやかな成長・

発達や自立等を保障される等の権利を有することが明確化されるとともに、児童虐待

発生時の迅速・的確な対応を図るため、特別区が児童相談所を設置することが可能と

なりました。これを受け、区は令和４年４月に中野区児童相談所を設置しました。これま

で児童虐待への対応は、区の子ども家庭支援センターと東京都児童相談所が連携して

行っていましたが、中野区児童相談所設置後は、区において一貫して対応ができるよう

になりました。

また、児童相談所の設置に伴い、児童福祉審議会の設置に関する事務や里親の認定に

関する事務等が東京都から移管されました。

③ 中野区子ども・若者支援センターの開設

区は、令和３年１１月に中野区子ども・若者支援センターを開設しました。子ども・若者

支援センターの中に児童相談所を開設し、同建物内に移転した教育センターと連携しな

がら、家庭環境や児童虐待に関する相談、教育上の悩みや不登校に関する相談を受け

付けているほか、３９歳までの若者とその家族の相談、発達に課題や障害のある子ども

に関する就学相談を行っています。

また、若者相談事業として、義務教育終了後から３９歳までの若者が、進学や就職など

の進路について気軽に話したり、ゆっくり過ごせる居場所として「若者フリースペース」

を設けています。

① 中野区子どもの権利に関する条例の制定

区は、子どもの権利を保障し、子どもにやさしいまちづくりの推進を図るため、令和４

年３月に「中野区子どもの権利に関する条例」を制定しました。条例には、子どもの権利

の保障の基本理念、区、区民、事業者等の役割、場面ごとに特に保障されるべき権利や

子どもにやさしいまちづくりを推進するための取組、子どもの権利の相談及び侵害か

らの救済の仕組み等を定めています。

また、条例に基づいた子どもの権利侵害からの速やかな救済と子どもの権利の保障

を図るための機関として、令和４年９月に子ども相談室を開設しました。

（２）区の動向
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（１） 中野区の人口等の推移

① 区の人口と世帯数の推移

区の人口は、平成７年に３０６，５８１人まで減少しましたが、以降増加傾向となり、令

和２年には３４４，８８０人となっています。

世帯数については、平成７年までほぼ横ばいで推移していましたが、以降増加傾向に

転じ、令和２年には２０８，０９３世帯となっています。

２ 中野区の状況

区の人口と世帯数の推移

335,936 
319,687 

306,581 309,526 310,627 314,750 
328,215 

344,880 

153,924 153,966 154,518 
165,900 

172,786 
184,267 

196,132 
208,093 

0 

100,000 

200,000 

300,000 

400,000 

昭和60年 平成2年 7年 12年 17年 22年 27年 令和2年

0 

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

人口 世帯数

（世帯数）（人）

【出典：国勢調査】
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② 区の世帯類型の推移

区の単独世帯の数は、昭和６０年に７３，５９９世帯でしたが、令和２年には１２９，６４９

世帯まで増加し、一般世帯に占める割合は６２．４％となっています。核家族世帯の数は、

昭和６０年以降ほぼ横ばいで推移していましたが、一般世帯に占める割合は昭和６０年

の４３．２％から令和２年の３３．７％と減少傾向にあります。また、６歳未満の親族がい

る世帯は、平成２２年まで減少傾向でしたが、平成２７年以降増加に転じています。

【注】

○世帯の種類には、「一般世帯」と「施設等の世帯」があります。一般世帯とは、①住居と生計を共にしている

人々の集まり又は一戸を構えている単身者、②前述の①の世帯と住居を共にし、別に生計を維持している間

借りの単身者又は下宿屋などに下宿している単身者、③会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎、独身寮など

に居住している単身者をいいます。また、施設等の世帯とは、寮・寄宿舎の学生・生徒、病院・療養所の入院

者、社会施設の入所者、自衛隊の営舎内居住者、矯正施設の入所者などをいいます。

○世帯の家族類型については、一般世帯をその世帯員の世帯主との続き柄により、「親族世帯」「非親族世帯」

「単独世帯」に区分してあります。親族世帯とは、2人以上の世帯員から成る世帯のうち、世帯主と親族関係

にある世帯員のいる世帯です。非親族世帯とは、2人以上の世帯員から成る世帯のうち、世帯主と親族関係

にある世帯員がいない世帯です。単独世帯とは、世帯人員が一人の世帯です。なお、核家族世帯とは、親族

世帯のうち、①夫婦のみの世帯②夫婦と子どもからなる世帯③男親と子どもからなる世帯④女親と子ども

からなる世帯をいいます。

区の世帯類型の推移
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【出典：国勢調査】
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③ 区の年齢３区分別の人口の推移

区における令和４年の年齢３区分別の人口をみると、年少人口（０歳から１４歳）及び生

産年齢人口（１５歳から６５歳）が区全体の人口の８割を占めています。また、年少人口、

生産年齢人口、老年人口（６５歳以上）のいずれも平成２５年以降増加傾向にあります。

区の年齢３区分別の人口の推移

【出典：中野区統計書】
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④ 区の外国人人口

区における外国人住民の割合を５歳ごとにみると、２０歳から２４歳が１３．７％と最も

高く、次いで２５歳から２９歳が１０．６％、３０歳から３４歳が８．３％となり、その後年代

が高くなるにつれ、減少傾向となっています。

区の外国人住民の割合（令和４年１月１日現在）

【出典：総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」】
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⑤ 区の転入者・転出者の状況

区における令和３年の転入者・転出者の状況をみると、１５歳から１９歳、２０歳から２４

歳は転入超過となっている一方、０歳から４歳及び子育て世帯を多く含むと考えられる

３０歳代から４０歳代は転出超過の傾向となっています。また、２０歳代と３０歳代の転入

者・転出者が多い傾向にあります。

区の転入者・転出者の状況（令和３年）
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（２） 出生・出産の現状

① 区の出生数と合計特殊出生率

区における出生数と合計特殊出生率は、平成２８年まで増加傾向でしたが、その後減

少に転じています。令和２年に出生数、合計出生率ともに若干増加しましたが、令和３年

は再び減少しています。

※合計特殊出生率…１５歳から４９歳の女性の年齢別出生率の合計。１人の女性が、仮にその年齢別

出生率で一生の間に子どもを産むとした場合の子どもの数を表す。

区の出生数と合計特殊出生率の推移

【出典：健康福祉部統計】
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② 区の人口及び女性人口（１５歳から４９歳）の割合の推移

平成２７年に３１６，６２５人だった区の人口は、令和２年に３３５，２３４人まで増加し、こ

の間の１５歳から４９歳の女性人口の割合は２５．３％前後で推移していました。しかしな

がら、令和３年以降区の人口は微減となり、１５歳から４９歳の女性人口の割合は、令和

４年には２４．６％に減少しています。

区の人口と女性人口（１５歳から４９歳）の割合の推移

316,625 
321,734 

325,460 
328,683 

331,658 335,234 334,632 332,017 

25.3 25.3 25.4 25.3 25.3 25.3 25.0 24.6 

270,000 

280,000 
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300,000 

310,000 

320,000 

330,000 

340,000 

平成27年 28年 29年 30年 31年 令和2年 3年 4年

20.0 

22.5 

25.0 

27.5 

30.0 

32.5 

35.0 

住民基本台帳人口 15歳～49歳女性人口の比率

（人）

    

（％）

基準日：各年1月1日

【出典：住民基本台帳】



17

平成28年 29年 30年 31年 令和2年 3年 4年

中野区 0.138 0.138 0.138 0.138 0.136 0.136 0.135

杉並区 0.148 0.147 0.148 0.149 0.149 0.150 0.147

豊島区 0.131 0.130 0.131 0.130 0.131 0.131 0.129

板橋区 0.167 0.167 0.165 0.162 0.156 0.152 0.145

練馬区 0.170 0.171 0.172 0.170 0.167 0.164 0.160

区部 0.168 0.169 0.169 0.168 0.165 0.162 0.158

都内 0.173 0.173 0.173 0.172 0.169 0.166 0.162

0.138 0.138 0.138 0.138 0.136 0.136 0.135

0.120

0.130

0.140

0.150

0.160

0.170

0.180

基準日：各年1月1日

③ 子ども女性比の推移

子ども女性比は、東京都全域でみると平成３１年までほぼ横ばいで推移していました

が、それ以降は減少傾向となっています。区においても平成３１年まで横ばいでしたが、

それ以降は微減となっています。

※子ども女性比…１５歳から４９歳の女性人口に占める０歳から４歳の人口の割合

東京都及び各区の子ども女性比の推移

【出典：東京都及び各区ホームページ】
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④ 未婚女性の割合と配偶関係の割合

区における５歳ごとの年代別女性人口に占める未婚女性の割合をみると、令和２年度

は、２５歳から２９歳で６５．２％、３０歳から３４歳で３９．５％であるのに対し、特別区全

体では、２５歳から２９歳で５６．３％、３０歳から３４歳で３５．１％となっており、中野区は

若い未婚の女性が多い傾向にあります。

５歳階級別女性人口における配偶関係（令和２年度）

【出典：国勢調査】

５歳階級別の女性人口に占める未婚女性の割合（令和２年度）

【出典：国勢調査】
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⑤ 有配偶比率及び有配偶女性の出生率

区の１５歳から４９歳までの女性のうち、配偶者のいる女性の割合は３８．５％で、２３区

中２１番目となっています。有配偶女性の出生率をみると７．６％で、２３区中１０番目と

なっています。

⑥ 平均初婚年齢の推移

平均初婚年齢は、平成１７年から平成２７年までの１０年間で、全国、東京都ともに１歳

以上高くなりましたが、その後はほぼ横ばいで推移しています。

東京都は全国に比べ、初婚年齢が高い傾向にあります。

全国及び東京都の平均初婚年齢の推移

【出典：国勢調査及び東京都ホームページ】

有配偶比率及び有配偶女性の出生率の比較（令和２年）

【出典：人口動態調査】
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⑦ 区における母親の年齢別出産状況の推移

区における母親の年齢別出産状況をみると、３０歳から３４歳で子どもを産む女性が

最も多く、３５歳から３９歳が２番目に多くなっています。

⑧ 区における母親の出生順位別の状況

区における出生順位（同じ母親がこれまでに生んだ出生子の総数について数えた順

序）別の状況をみると、平成２５年以降、第一子が６０％前後、第二子が３０％前後で推移

しています。

区の母親の年齢別出産状況の推移

区における母親の出生順位別の状況

【出典：健康福祉部統計】

【出典：健康福祉部統計】
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（３） 保育所、学童クラブの状況

① 区の未就学児の人口の推移

区における０歳児から５歳児までの人口は、平成２５年から平成３０年までの間に、

約１，８００人増加していますが、その後横ばいとなり、令和４年は減少に転じました。

区の未就学児人口の推移
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基準日：各年1月1日

【出典：住民基本台帳】
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② 区の幼稚園、保育施設の利用状況の推移

区の３歳児から５歳児人口は令和３年まで増加傾向にありましたが、令和４年は減少し

ました。幼稚園利用者は平成３０年以降減少しています。

区の０歳児人口と保育施設利用者は令和３年まで減少傾向にありましたが、令和４年

は増加しました。令和３年には待機児童数がゼロとなりました。

※保育施設には、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、認証保育所、企業主導型保育事業が

含まれます。

区内在住の幼稚園利用者の推移（区外利用も含む）
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基準日：人口は各年4月1日、利用者は各年5月1日

【出典：住民基本台帳及び子ども教育部統計】
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区における０歳児の保育施設の利用者の推移

【出典：住民基本台帳及び子ども教育部統計】
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基準日：各年 4 月 1 日
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区の１、２歳児人口は令和４年まで減少傾向にありますが、保育施設利用者は増加傾

向となっています。令和４年には待機児童数がゼロとなりました。

区の３歳児から５歳児人口は令和３年まで増加傾向にありましたが、令和４年は減少

しました。保育施設利用者は平成３０年以降増加しています。令和３年には待機児童数が

ゼロとなりました。
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【出典：住民基本台帳及び子ども教育部統計】

【出典：住民基本台帳及び子ども教育部統計】
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③ 区の７歳から１５歳までの人口と児童数・生徒数の推移

区の７歳から１２歳までの人口は、平成２５年以降増加を続けていますが、１３歳から

１５歳までの人口は、ほぼ横ばいとなっています。

区立小学校の児童数は、平成２５年以降増加し続け、令和２年には１０，０００人を超え

ました。区立中学校の生徒数は、平成２５年以降ほぼ横ばいでしたが、令和２年以降微増

しています。

区の７歳から１５歳までの人口と区立小・中学校の児童数・生徒数の推移

【出典：住民基本台帳及び教育委員会事務局統計】
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④ 区の学童クラブの利用児童数と待機児童数の状況

区の７歳から９歳までの人口は増加傾向となっており、学童クラブの利用児童数も

年々増加しています。令和３年の待機児童数は１９０人でしたが、令和４年は７０人となり

ました。

区の学童クラブの利用児童数と待機児童数の推移

【出典：住民基本台帳及び子ども教育部統計】
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※令和４年度から、東京都の待機児童の算出方法に基づき、校区内に利用できる学童クラブがある

が第一希望でない等の理由で利用しない人数は、待機児童数に含めていない。

基準日：各年4月1日
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⑤ 区における女性の就業状況

区における２５歳から３９歳までの女性の就業状況を５歳ごとの年代別にみると、主に

仕事をしている女性の数が、令和２年は平成２７年と比べていずれの年代も増加してい

ます。

⑥ 区における共働き世帯の割合

令和元年度に実施した「中野区子どもと子育て家庭の実態調査」によると、区の共働き

世帯の割合は、未就学児の保護者、就学児の保護者ともに７割を超えています。

区における女性の就業状況
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区における共働き世帯の割合

【出典：中野区子どもと子育て家庭の実態調査（令和元年度）】

【出典：国勢調査】
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【出典：企業における男女雇用管理に関する調査】

⑦ 東京都における育児休業取得者の有無

東京都内全域の従業員規模３０人以上の事業所及び当該事業所の従業員を対象に実

施した、東京都の「企業における男女雇用管理に関する調査」によると、令和２年度に育

児休業を取得した男性は６５７人（２３．８％）、女性は１，７５７人（９６．０％）でした。女性

の育児休業取得率は高い水準である一方、男性は低い水準となっています。

⑧ 男性の育児参加に対する考え

上記⑦と同様の調査によると、男性の育児参加に対する考えについて、「積極的に

参加した方がよい」と考えている割合は、男性が５８．２％、女性が６０．７％とな

っています。

東京都における育児休業取得者の有無（令和２年度）

男性の育児参加に対する考え（令和２年度）
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無回答

【出典：企業における男女雇用管理に関する調査】



28

（４） 区における児童虐待の状況

① 子ども家庭支援センター相談件数の推移

区では、１８歳未満の子どもとその家庭に関するあらゆる相談に対応し、必要な助言・

指導など子育ての総合的な支援を実施する子ども家庭支援センターを平成１２年６月に

開設しました。令和３年１１月２９日からは、中野区子ども・若者支援センターがその機能

の一部を担うとともに、令和４年４月１日から中野区児童相談所が児童虐待に対する対

応を行っています。

子ども家庭支援センターで受け付けた相談件数は、年々増加しています。相談件数の

うち大きな割合を占めるのが児童虐待相談で、令和３年度は約６１％となっています。

子ども家庭支援センター相談件数の推移
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【出典：子ども教育部統計】
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② 子ども家庭支援センター虐待対応件数の推移

子ども家庭支援センターにおける虐待対応件数（新規継続指導の件数）の推移をみる

と、児童虐待ケースとして支援を行った件数は、平成２９年度が８４件と多かったものの、

平成３０年度以降は５０件から６０件台で推移しています。

③ 虐待を受けた子どもの年齢

令和３年度の虐待を受けた子どもの年齢をみると、小学生が６５８件と最も多く、次い

で３歳未満が４９２件、３歳から就学前が４２８件となっています。
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【出典：子ども教育部統計】

【出典：子ども教育部統計】
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④ 虐待種別の推移

虐待の種類別の推移について、平成２９年度と令和３年度を比較すると、身体的虐待

が約３．７倍、心理的虐待が約２．７倍増加しています。

⑤ 子どもから見た虐待者の関係

子どもから見た虐待者の関係について、平成２９年度と令和３年度を比較すると、実父、

実母ともに件数が増加しています。特に実父については、約３．２倍も増加しており、令

和３年度は実母の件数を上回りました。
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平成29年度 令和3年度

(件)

主たる虐待者

【出典：子ども教育部統計】

【出典：子ども教育部統計】
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（５） 特別な支援を必要とする子どもの状況

① 区の未就学児発達支援対象者数

未就学児のうち、発達に課題や障害があり、児童発達支援事業の対象となった子ども

の数は年々増加しています。令和３年度は、区立施設において児童福祉法に基づく「保

育所等訪問支援」を開始したこともあり、大幅に増加しました。

② 区内学童クラブにおける特別な支援を必要とする子どもの在籍数

区内学童クラブにおける特別な支援を必要とする子どもは、令和３年度は減少したも

のの、年々増加傾向となっています。

【出典：子ども教育部統計】

区の未就学児発達支援対象者数の推移
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区内学童クラブにおける特別な支援が必要な児童受入数の推移

【出典：子ども教育部統計】
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③ 区の就学相談等件数

区における就学相談（就学・転学・通級・巡回指導）件数をみると、小学校については、

平成２８年度の１８７件から、令和３年度は２８９件と大幅に増加しています。中学校につ

いては、令和元年度まで増加傾向でしたが、令和２年度に減少しています。

区の就学相談（就学・転学・通級・巡回指導）件数の推移

【出典：教育委員会事務局統計】
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（６） 困難を抱えやすい家庭の現状

① 生活困難層の割合

困窮層と周辺層を合わせた生活困難層の割合は、子どもの年代が上がるにつれ高くな

る傾向があり、区内の未就学児の生活困難層の割合は１０．７％であるのに対し、中学生

では１４．９％となっています。東京都全体と比較すると、中野区はいずれの年代も低く

なっています。

■生活困難層の定義

生活困難層の割合

低所得

子どもの体験や

所有物の欠如
家計の逼迫

困窮層＋周辺層

困窮層 右図の２つ以上の要素に該当

周辺層 右図のいずれか１つの要素に該当

右図のいずれの要素にも該当しない

生活困難層

一般層

【出典：中野区子どもと子育て家庭の実態調査（令和元年度）】
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困窮層 周辺層 一般層

（％）

※小学生①は小学１～３年生、小学生②は小学４～６年生
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② 母子世帯数と父子世帯数の推移

東京都全体の母子世帯の数は、６０，０００世帯前後、中野区は１，０００世帯前後で推移

しています。一方、父子世帯については、平成１７年以降減少傾向となっており、令和２

年は東京都全体で約６，０００世帯、中野区は約１００世帯となっています。
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③ 区の児童扶養手当受給者数の推移

区の児童扶養手当受給者数は、全部支給、一部支給ともに減少傾向となっていますが、

全部支給の割合は令和元年度以降増加傾向となっています。

④ 区内小中学生の就学援助認定者数の推移

経済的な理由によって義務教育を受けることが困難と認められる児童・生徒の保護者

に対して、給食費や学用品費など学校教育に必要な経費の援助を行っています。就学援

助の認定率は、令和２年度まで小学生、中学生ともに微減傾向でしたが、令和３年度は

就学援助対象者の認定基準の見直し（拡充）を行ったこともあり、増加に転じています。
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【出典：教育委員会事務局統計】

【出典：子ども教育部統計】
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⑤ 区内小中学生の授業の理解度

授業の理解度をみると、小学生では「いつもわかる」「だいたいわかる」と回答した一般

層の割合が８８．２％だったのに対し、困窮層では７９．３％となっています。また、中学生

では、「いつもわかる」「だいたいわかる」と回答した一般層の割合が８２．３％だったの

に対し、困窮層では３６．３％となっており、年代が上がるに従い一般層と困窮層で理解

度に大きく差が出ています。

授業の理解度（中学生）

授業の理解度（小学生）

【出典：中野区子どもと子育て家庭の実態調査（令和元年度）】

【出典：中野区子どもと子育て家庭の実態調査（令和元年度）】

10.3 

20.8 

32.1 

69.0 

56.6 

56.1 

10.3 

7.5 

5.9 

6.9 

5.7 

2.3 

3.4 

5.7 

1.2 

0.0 

3.8 

2.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

困窮層

周辺層

一般層

いつもわかる だいたいわかる あまりわからない

わからないことが多い ほとんどわからない 無回答

3.0 

8.6 

17.2 

33.3 

58.6 

65.1 

39.4 

19.0 

9.8 

9.1 

8.6 

5.0 

6.1 

3.4 

1.3 

9.1 

1.7 

1.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

困窮層

周辺層

一般層

いつもわかる だいたいわかる あまりわからない

わからないことが多い ほとんどわからない 無回答



37

⑥ 区の中学生までの子どもがいる世帯における食料を買えなかった経験

区の未就学児から中学生までの子どもがいる保護者に対し、「過去１年間に、お金が足

りなくて家族が必要とする食料を買えないことがありましたか」と聞いたところ、食料を

買えなかった経験が「よくあった」「ときどきあった」「まれにあった」と回答した保護者の

割合は、子どもがいる全世帯と比較してひとり親世帯の方が高くなっています。また、子

どもの年齢が上がるに従って高くなる傾向があります。

食料を買えなかった経験

【出典：中野区子どもと子育て家庭の実態調査（令和元年度）】
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（７） 子どもと若者の状況

① 区内小中学生が平日の放課後に過ごす場所

小学生が平日の放課後に毎日過ごす場所は、自分の家が最も多く３７．７％となってお

り、週に３日から４日過ごす場所は、塾や習い事が最も多く３６．７％となっています。

中学生についても、毎日過ごす場所は自分の家が最も多く３８．２％で、週に３日から４

日過ごす場所は、学校（クラブ活動など）で３６．１％となっています。

平日の放課後に過ごす場所（小学生）

【出典：中野区子どもと子育て家庭の実態調査（令和元年度）】

37.7 

0.2 

4.7 

0.7 

3.1 

0.9 

2.3 

0.3 

0.3 

0.0 

1.2 

27.6 

3.6 

36.7 

3.6 

3.2 

5.2 

10.0 

0.9 

1.3 

0.4 

1.8 

26.1 

32.4 

36.1 

12.7 

17.9 

16.8 

33.1 

14.4 

13.6 

3.1 

2.1 

3.5 

50.7 

12.7 

68.4 

62.9 

64.4 

42.9 

71.0 

71.6 

83.3 

55.4 

5.0 

13.1 

10.0 

14.6 

13.0 

12.7 

11.6 

13.4 

13.2 

13.2 

39.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分の家

友達の家

塾や習い事

児童館（学童クラブ含む）など

学校（クラブ活動など）

スポーツクラブ（野球場など）

公園

図書館

商店街やショッピングモール

ゲームセンター

その他

毎日 週に３～４日 週に１～２日 そこでは全く過ごさない 無回答



39

38.2

0.3

2.3

0

19.3

1.6

0.2

0.2

0

0.1

0.7

17.4

0.3

10.8

0.3

36.1

3.9

1.1

0.4

0.7

0.4

0.6

26

8.3

30.7

1.5

17.4

8.6

9.6

7.3

10.6

2.9

1.6

4.0 

66.0 

33.9 

72.8 

15.6 

62.8 

64.3 

67.4 

63.8 

72.1 

51.5 

14.3

25.1

22.3

25.4

11.6

23

24.8

24.6

24.8

24.5

45.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分の家

友達の家

塾や習い事

児童館（学童クラブ含む）など

学校（クラブ活動など）

スポーツクラブ（野球場など）

公園

図書館

商店街やショッピングモール

ゲームセンター

その他

毎日 週に３～４日 週に１～２日 そこでは全く過ごさない 無回答

【出典：中野区子どもと子育て家庭の実態調査（令和元年度）】

平日の放課後に過ごす場所（中学生）
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② 区内小中学生の自己肯定感

自分は価値のある人間だと思うかという質問に対し、「とても思う」または「思う」と回

答した割合は、小学生が６８．０％で、中学生では６３．６％となっています。また、「自分

のことが好きか」という質問に対し、「とても思う」または「思う」と回答した割合は、小学

生が６９．９％、中学生は６０．７％となっています。自己肯定感を測る多くの質問項目で、

小学生よりも中学生の方が「とても思う」または「思う」と回答した割合が低い傾向にあ

ります。

自己肯定感（小学生）

【出典：中野区子どもと子育て家庭の実態調査（令和元年度）】
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自分のことが好きだ

とても思う 思う あまり思わない 思わない 無回答
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自己肯定感（中学生）

【出典：中野区子どもと子育て家庭の実態調査（令和元年度）】
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③ 若者の自己肯定感

都内の１５歳から２３歳までの若者に対し、自分は価値のある人間だと思うかと質問し

たところ、「とても思う」または「そう思う」と回答した割合は６０．４％となっています。一

方、「不安に感じることはない」という質問に対しては「とても思う」または「そう思う」と

回答した割合が３３．６％で、他の質問項目よりも低い結果となっています。

【出典：東京都子供の生活実態調査報告書【若者（青少年）調査】（平成２９年３月）】
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④ 区立小中学校におけるいじめの認知（発生）件数の推移

区立小学校におけるいじめの認知（発生）件数は、国によるいじめの定義が広範囲なも

のに修正されてきたこともあり、平成２９年度の２９３件から令和３年度は 1,180 件と

大幅に増加しています。区立中学校についても平成２９年度の５０件から令和３年度は

１０８件と増加傾向にあります。

⑤ 区立小中学校における不登校児童・生徒の件数の推移

区立小学校における不登校児童の件数は、平成２９年度の４１件から令和３年度は

１６８件に増加しています。区立中学校における不登校生徒についても、平成２９年度の

１１１件から令和３年度は１９１件に増加しています。

区立小中学校におけるいじめの認知（発生）件数の推移

区立小中学校における不登校児童・生徒の件数の推移

【出典：教育委員会事務局統計】

【出典：教育委員会事務局統計】
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⑥ 若年無業者数の推移

過去１０年間における全国の若年無業者数の推移をみると、１５歳から４４歳で１００万

人前後の無業者がおり、年代が高くなるにつれて無業者数が増えるとともに、人口に対

する割合も高い傾向となっています。令和２年については、１５歳から３４歳の無業者の

割合が急激に増加しました。

全国の若年無業者数及び人口に対する割合（１５歳から４４歳）

【出典：総務省「労働力調査」】
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⑦ 子ども・若者の生きづらさ

全国の１３歳から２９歳までの子ども・若者に対し、「今までに、社会生活や日常生活を

円滑に送ることができなかった経験があったと思いますか」と質問したところ、「どちら

かといえばあった」と回答した人が最も多く、全体では２９．１％となっています。次いで

「あった」が２０．３％で、合わせて４９．４％に上ります。

年代別にみると、２５歳から２９歳までの若者のうち５２．３％が「あった」または「どち

らかといえばあった」と回答しており、ほかの年代よりも高い傾向にあります。
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社会生活や日常生活を円滑に送ることができなかった経験（１３歳から２９歳）

【出典：内閣府「子供・若者の意識に関する調査（令和元年度）】
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⑧ 実態調査から出た子どもの意見

令和元年度の「中野区子どもと子育て家庭の実態調査」では、小学４年生から６年生

３，７５０人と中学１年生から３年生３，７５０人を住民基本台帳から無作為抽出してアン

ケート調査を実施し、小学生 1,075人、中学生942人から回答がありました。

調査の中で、区に要望したいことに関する自由記述では、学校・図書館・体育館・道路・

公園等の公共施設に関するものから、学校生活や生活環境全般に関するものまで、多様

な意見が寄せられました。

KH Ｃｏｄｅｒを用いた「共起ネットワーク」分析

①円が大きいほど、出現回数が多い単語。

②線で結ばれている単語同士は共通して出現しており、線の色が濃いほど、その件数が多い。

【出典：中野区子どもと子育て家庭の実態調査（令和元年度）】

小学生の区への要望
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中学生の区への要望

【出典：中野区子どもと子育て家庭の実態調査（令和元年度）】
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３ 子どもへの意見聴取

１ 目的

区は、令和元年度の「中野区子どもと子育て家庭の実態調査」により、子どもの生活実

態を把握・分析してきたところですが、アンケート調査では把握しきれない子どもの思

いや意識を把握するため、関係機関や団体の協力を得て、子どもへの意見聴取を実施し

ました。

２ 実施時期

令和３年３月～令和４年１２月

３ 実施場所

（１）子どもに関連する施設・子どもの居場所等

① 中学校

② 高等学校

③ 児童館

④ 図書館

⑤ ハイティーン会議

（２）個別の支援を必要とする子ども

① 不登校の子ども

② 外国籍の子ども、外国にルーツを持つ子ども

③ 発達に課題や障害のある子ども

④ 里親家庭で暮らす子ども（協力：一般社団法人グローハッピー）

⑤ 児童養護施設に入所している子ども

⑥ 乳幼児期の子ども

４ 実施方法

子どもの希望などに合わせながら、ワークショップ形式、ヒアリング形式、アンケート

形式のいずれかの形式により実施しました。

５ 意見聴取内容

○ 子どもの興味・関心、楽しみについて

○ 子どもの居場所について

○ 子どもの困りごと・悩みごと、相談について

○ 子どもの意見表明・参加について

○ 中野区子どもの権利に関する条例について

（１）意見聴取の概要
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子どもの興味・関心、楽しみについて

○「何をしているときが一番楽しいか」を聴いたところ、「友達と遊んでいるとき、話し

ているとき」「習い事や部活をしているとき」「ゲームをしているとき」「自分の趣味

の時間」という回答が多くありました。

○外国籍の子どもや外国にルーツを持つ子どもからは、「学校の授業を受ける時間」

という回答も多くありました。

○乳幼児期の子どもからは、「自分の好きな遊びをしているとき」「友達や家族と出か

けるとき」という回答が多くありました。

子どもの居場所について

○公園について、「数を増やしてほしい」「広い公園やボールを使用できる公園がほし

い」「自然が豊かな公園がほしい」という声が多数ありました。

○「ゆっくり休むことができる場所がほしい」という声も多数ありました。

○中高生年代の子どもからは、静かに勉強できる場所（自習スペース）を求める声が

多くありました。

○遊園地やゲームセンターなど、遊べる場所を求める声もありました。

○乳幼児期の子どもからは、自分の好きなことができる場所（広いプール、遊園地、

大きな球場など）や自分の好きなもの（花、洋服、本、お菓子屋など）がたくさん揃っ

ている場所を求める声が多くありました。

子どもの困りごと・悩みごと、相談について

○「困っているときや悩んでいるときはどうしているか」を聴いたところ、「友達や家

族に相談する」や「インターネットで解決方法を調べる」という回答が多くありまし

た。

○困っているときや悩んでいるとき、「家族や先生、近くの大人に相談する」という回

答があった一方で、「他の人に話して大事にはしたくない」「他の人に相談しても変

わらないのではないか」という思いを抱えている子どももおり、相談することに対

してためらいを感じている子どもがいることが分かりました。

○少数ながら、いじめの現場に遭遇した経験のある子どもや、他者との関わりの中

で、嫌な思いや辛い思いを抱えた経験のある子どもがいました。このことからも、

子どもの権利が侵害された場合に、これを適切に解決する相談・救済の仕組みが必

要不可欠であることが分かります。

（２）実施結果
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実施結果については、第３章の目標Ⅰ「子どもの権利を保障し、子どものすこやかな成

長を支援する」を中心に、本計画の内容に反映させます。

子どもの意見表明・参加について

○自分の意見や思いについて、「自由に言えている」と感じている子どもがいる一方

で、「自由に意見を言えないときもある」と感じている子どももいることが分かりま

した。

○家庭の中で制限されていることや家庭の状況について「変わってほしい」という思

いを抱えている子どもがおり、自分の気持ちや思いを保護者にうまく伝えることが

できていない子どもがいることが窺えました。

○学校の校則について疑問や不満を感じている子どもがいました。また、意見を言う

機会があったとしても、「言っても変わらない」という思いを抱えている子どももお

り、聴取した意見をどう受け止め、何が変わったのかを子どもにきちんとフィード

バックする仕組みが必要であることが分かります。

中野区子どもの権利に関する条例について

○「中野区の子どもたちに条例を知らせるにはどうしたらいいと思うか」を聴いたと

ころ、「学校の授業で取り扱う」という回答が多くありました。また、中高生年代の子

どもからは、「SNS や動画を利用した情報発信が効果的だと思う」という声が多数

ありました。

○「条例があったとしても、条例の内容を守らない人がいるのではないか」という意

見がありました。こうした意見からも、条例の認知度を高め、子どもの権利を尊重

する意識を区内に浸透させる必要があることが分かります。
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子どもに関連する施設・子どもの居場所等（４８ページ３(１)）における子どもへ

の意見聴取の結果を分析しました。

（３）分析結果

KH Ｃｏｄｅｒを用いた「共起ネットワーク」分析

①円が大きいほど、出現回数が多い単語。

②線で結ばれている単語同士は共通して出現しており、線の色が濃いほど、その件数が多い。

子どもの興味・関心、楽しみについて
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子どもの居場所について
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子どもの困りごと・悩みごと、相談について
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第３章 計画の展開

５５
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１ 計画の基本理念

○令和３年３月に改定された中野区基本構想では、１０年後に目指すまちの姿の１つと

して、「未来ある子どもの育ちを地域全体で支えるまち」を掲げています。また、それを

実現するため、中野区基本計画において「子どもの命と権利を守る」「社会の変化に対

応した質の高い教育を実現する」「まち全体の子育ての力を高める」「子育て世帯が住み

続けたくなるまちをつくる」「若者のチャレンジを支援する」を政策として位置付けてい

ます。

○令和４年３月に制定し、同年４月に施行した「中野区子どもの権利に関する条例」（以

下、「条例」といいます。）は、区に関わる全ての人が子どもの権利の尊重の理念を持ち、

それぞれの生活や活動に生かすことにより、子どもの権利を保障し、もって子どもにや

さしいまちづくりを推進することを目的としています。

区は、条例に基づき、だれ一人取り残すことなく、全ての子どもが幸せに生きていけ

るよう子どもの権利を保障するとともに、子どもをパートナーとして、まち全体で子ど

もの成長を支え、子どもにやさしいまちをつくっていきます。

基本理念

未来ある子どもの育ちを地域全体で支え、

子どもの権利を保障するまち
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本計画では、基本理念を実現するために、第２章で明らかになった子どもと子育て家

庭、若者を取り巻く状況を踏まえ、以下の５つの目標を掲げ、目標ごとに各事業を位置

付け、総合的に子ども政策を推進していきます。

２ 基本理念を実現するための目標

目標Ⅰ 子どもの権利を保障し、子どものすこやかな成長を支援する

目標Ⅱ 子どもが安心して育つための家庭への支援を推進する

目標Ⅲ 子どもと子育て家庭を支える教育・保育環境を整備する

目標Ⅳ あらゆる若者の社会参画を支援する

目標Ⅴ 子ども・若者の成長を地域全体で支える環境づくりを推進する
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計画を推進するにあたって基本となる考え方を以下の５つの視点として示していま

す。区は、この５つの視点に基づき計画を推進していきます。

３ 計画を推進するための視点

（１）子ども一人ひとりを権利の主体として尊重し、その意見、考え、思いを受け止め、子ど

もの最善の利益を考慮する

（２）子どもの現在及び将来が生まれ育った環境に左右されることなく、すこやかに成

長できるよう支援する

（３）子ども・若者をパートナーとして、ともに支えあい、育ちあう地域づくりを推進する

（４）家庭、地域、行政、関係機関等が連携・協働し、地域全体で子ども・若者の成長を支

える

（５）子ども期から若者期にかかる多様な取組を総合的かつ切れ目なく推進することによ

り、基本理念を実現する



４　計画の体系

基本理念 目標 取組の方向性 主な取組

（１）子どもの権利に関する理解促進
①子どもの権利の普及啓発

②子どもの権利に関する学習機会の充実

（２）子どもの意見の表明･参加の促進
①子どもの意見表明・参加の仕組みづくり

②子どもの意見表明・参加の機会の確保

（３）子どもの居場所づくり、学び･遊び･体験の支援

①安心して過ごせる居場所づくり

②学習機会の充実

③遊び・体験の機会の充実

①虐待の未然防止、養育支援体制の整備

②いじめ、不登校、困難に直面する子どもへの支援

③子どもの権利侵害に関する相談・救済

④有害環境等からの保護

（１）妊娠から子育てにかかる切れ目のない支援

①妊娠、出産、子育てトータル支援の実施

②子育て支援サービスの充実

③子育てに関する相談体制の充実

（２）生活に困難を抱える子育て家庭への支援
①生活困窮家庭への支援

②ひとり親家庭への支援

（３）子どもの発達・成長に応じた支援
①発達に課題や障害がある子どもへの支援

②特別な支援を要する子どもへの教育の充実

（１）幼児期から学童期の教育・保育施設の整備
①教育・保育施設の整備と運営事業者の支援

②学童クラブの整備

（２）質の高い教育・保育サービスの提供
①就学前の教育・保育の質の向上

②多様な教育・保育サービスの充実

（１）すべての若者のすこやかな育成支援
①若者の活動・社会参画の機会の充実

②若者の居場所の充実

（２）若者の課題解決に向けた支援
①若者に関する相談支援体制の整備

②困難さや生きづらさに直面する若者に対する支援

（１）地域における子育て支援活動の推進
①子育て関連団体への支援

②地域における子育て支援ネットワークの強化

（２）子育て世帯が住み続けたくなる環境の整備
①子育てしやすいまちづくり

②子どもの安心・安全の確保

未
来
あ
る
子
ど
も
の
育
ち
を
地
域
全
体
で
支
え
、
子
ど
も
の
権
利
を
保
障
す
る
ま
ち

Ⅰ　子どもの権利を保障し、子どもの
すこやかな成長を支援する

（４）子どもの権利侵害の防止、相談・救済

Ⅱ　子どもが安心して育つための家
庭への支援を推進する

Ⅲ　子どもと子育て家庭を支える教
育・保育環境を整備する

Ⅳ　あらゆる若者の社会参画を支援
する

Ⅴ　子ども・若者の成長を地域全体で
支える環境づくりを推進する
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子どもの権利を保障し、子どものすこやかな成長を支援する

○ 「子どもの権利」については、国際連合が採択し日本も批准した「児童の権利に関する

条約」において、全ての子どもが幸せに生きることができるよう、「命を守られ成長で

きること」「子どもにとって最もよいこと」「意見を表明し参加できること」「差別のない

こと」という４つの一般原則が掲げられました。さらに、平成２８年の児童福祉法改正に

おいて、「子どもの権利」が位置付けられ、国民、保護者、国・地方公共団体が、それぞれ

「子どもの権利」を支援していくことが明確化されました。

○ しかしながら、現在、都内においては、児童虐待に関する相談及び対応件数は増加を

続けており、中野区においても同様の傾向が見られるなど、子どもの権利が脅かされ

る深刻な状況が続いています。さらに、経済的な貧困や経験の貧困、学校や家庭での

孤立、意見を表明する機会の不足など、子どもを取り巻く様々な課題が発生していま

す。

○ こうしたことを踏まえ、区は、区に関わる全ての人が子どもの権利を尊重する理念を

持ち、それぞれの生活や活動に生かすことにより、子どもの権利を保障し、もって子ど

もにやさしいまちづくりを推進するため、令和４年３月に「中野区子どもの権利に関す

る条例」（以下、「条例」といいます。）を制定しました。

○ 条例に基づき、子どもの育ちを地域全体で支え、子どもにやさしいまちづくりを

推進するためには、子どもの権利について理解を深め、広げる取組や、児童虐待を

はじめ子どもの権利侵害を防止するための取組、権利侵害からの救済の取組など、

子どもの権利の保障に向けた取組を進めていく必要があります。

目標

Ⅰ



61

方向性

現状と課題

成果指標と目標値

取組の方向性

○ 令和４年３月に条例が制定され、周知広報を進めてきましたが、条例の認知度につい

ては、いまだ高いものとはいえないのが現状です。

○ 条例及び条例に基づく仕組みが活用され、区において子どもの権利保障の取組を推

進するためには、子どもも大人も、条例について知り、子どもの権利について理解を

深める必要があります。

○ 条例においても、区は、区民や団体に対し、子どもの権利についての理解を深めるこ

とができるよう、その考え方を広めていくことが役割として定められています。

○ 子どもを含めた区民一人ひとりが条例の趣旨について理解を深めることができるよ

う、子どもの年齢や立場に応じた効果的な広報や、様々な機会や媒体を利用した普及

啓発に取り組みます。

○ 家庭や学校、地域などのあらゆる場面において子どもの権利が保障されるよう、子

どもや子どもに関わる大人に向けた子どもの権利に関する学習機会の充実に取り組

みます。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値

①「中野区子どもの権利に関する条例」の認知度（「知って

いる」、「聞いたことがある」子どもと大人の割合）

【出典】中野区区民意識・実態調査、中野区子どもと子育

て家庭の実態調査

子ども：－

大人：29.3％

（令和４年度）

子ども：４０.0％

大人：４０.0％

ベンチ

マーク

「川崎市子どもの権利に関する条例」の認知度

（「知っている」、「聞いたことがある」子どもと大

人の割合）

【出典】第７回川崎市子どもの権利に関する実

態・意識調査（川崎市）

子ども：５２.５％

大人：３３.２％

（令和３年度）

－

②「中野区子どもの権利に関する条例」の理解度（「知って

いる」子どもと大人の割合）

【出典】中野区区民意識・実態調査、中野区子どもと子育

て家庭の実態調査

子ども：－

大人：4.1％

（令和４年度）

子ども：３０.0％

大人：１５.0％

③「学校は、自他の生命を大切にする心を育てている」と

考える保護者の割合

【出典】学校教育に関する保護者アンケート

小学校：７４.７％

中学校：７４.３％

（令和３年度）

小学校：８０.0％

中学校：８０.0％

（１）子どもの権利に関する理解促進
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主な取組①

事業名 事業内容

条例の普及啓発

子ども用、大人用のリーフレットや、子どもに分かりやすい動画、ポスタ

ー、チラシの作成など、様々な媒体や手法を用いて子どもや子どもに関わ

る大人への広報・啓発を行います。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

子どもの権利に関する啓

発事業の数
－

１５事業

（５年間延べ）
子ども・教育政策課

事業名 事業内容

「子どもの権利の日」事業

条例第８条で定める「中野区子ども権利の日（１１月２０日）」を中心とした

期間に、区民参加のもと子どもの権利に関する広報・啓発事業を実施しま

す。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

「子どもの権利の日」事業

の参加団体
－

７団体

（５年間延べ）
子ども・教育政策課

事業名 事業内容 担当課

児童虐待防止月間に合わ

せた普及啓発

児童虐待防止月間（１１月）に合わせて集中的に子

どもの権利に関する広報・啓発を行い、子どもの

権利について考える機運の醸成を図ります。

子ども・教育政策課

国・都等と連携した普及啓

発

国や都、他の区市町村等と連携し、子どもの権利

に関する理解と関心を深めるためのイベントや啓

発事業を実施します。

子ども・教育政策課

子どもに分かりやすいリーフレットや動画を作成するなど、子どもの成長・発達段階や

立場に応じた効果的な広報・啓発を進めます。

子どもの権利の普及啓発
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事業名 事業内容 担当課

子ども相談室の普及啓発

子どもにとって親しみやすい相談窓口となるよ

う、相談室に愛称を付けたり、マスコット・キャラク

ターとともに周知を行うなど、普及啓発を進めま

す。

子ども・教育政策課

「子どもの権利」に関わる

図書の充実

読書を通じて子どもの権利を学ぶ機会として、子

どもの権利に関わるブックリストの作成や、図書

館と連携した企画展示等を行います。

子ども・教育政策課

「子どもの権利」に関わる

学校での取組

子どもの権利について、児童・生徒が知る機会を

設けるとともに、自分の意見や考え、思いを表明

する取組を充実します。

指導室
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主な取組②

事業名 事業内容

「子どもの権利」に関する

研修・講座

区の職員や学校の教職員、施設職員等の子どもに関わる専門職、子ども

支援・子育て支援団体等に関わる大人に対して、子どもの権利に関する研

修や講座を実施します。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

研修・講座の実施回数 －
３０回

（５年間延べ）
子ども・教育政策課

研修・講座の参加人数 －
１,０００人

（５年間延べ）
子ども・教育政策課

事業名 事業内容 担当課

「子どもの権利」に関する

学習機会の充実

子どもの居場所等において、子ども向けの出前授

業や学習プログラムを実施します。
子ども・教育政策課

「子どもの権利」に関わる

学校での取組（再掲）

子どもの権利について、児童・生徒が知る機会を

設けるとともに、自分の意見や考え、思いを表明

する取組を充実します。

指導室

人権教育、道徳教育

教育活動全体を通して生命を尊重し、心身ともに

健康に生活する態度を育むために、人権教育・道

徳教育の充実を図ります。

指導室

「子どもの権利」に関わる

図書の充実（再掲）

読書を通じて子どもの権利を学ぶ機会として、子

どもの権利に関わるブックリストの作成や、図書

館と連携した企画展示等を行います。

子ども・教育政策課

「子どもの権利」に関する

保護者向け講座の実施

妊娠・出産・子育て期の様々な機会を捉え、保育

施設や学校等と連携を図りながら、子どもの権利

に関する保護者向けの講座を実施します。

子ども・教育政策課

子どもの権利に関する研修・講座や出前授業を実施するなど、子どもの権利に関する

学びの支援を行い、理解促進を図ります。

子どもの権利に関する学習機会の充実
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方向性

現状と課題

成果指標と目標値

取組の方向性

○ 子どもの意見表明は、家庭や学校、地域、区政など、日常のあらゆる場面で保障され

なければなりません。

○ しかしながら、区において、子どもが意見を表明する機会は十分とは言えず、また、

ヒアリング調査においても、「意見を言っても変わらない」という思いを抱えている子

どももおり、子どもの意見表明が実質的に保障されているとは言えない現状がありま

す。

○ また、子どもは、まちづくりのパートナーであることから、子どもに関する取組への

参加の機会を確保し、子どもの意見を施策の推進や施設の運営に反映していくことは

必要不可欠です。

○ 全ての子どもが様々な方法で多様な意見を表明し、積極的に参加できるよう、その

仕組みづくりを行います。

○ 子どもが区政やまちづくりについて考え、意見を表明し、主体的に参加するための機

会を確保します。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値

①「自分のことが好きだ」と思う子どもの割合

【出典】中野区子どもと子育て家庭の実態調査

小学生：６９.９％

中学生：６０.７％

（令和元年度）

小学生：８０.0％

中学生：７０.0％

ベンチ

マーク

「自分のことが好きだ」と思う児童・生徒の割合

（小学５年生、中学２年生）

【出典】東京都子供の生活実態調査（東京都）

小学５年生：６７.８％

中学２年生：５９.８％

（平成２８年度）

－

②親と「よく話す」、「時々話す」子どもの割合

【出典】中野区子どもと子育て家庭の実態調査

小学生：８０.５％

中学生：７６.５％

（令和元年度）

小学生：８５.0％

中学生：９０.0％

③「意見が言えている」と思う子どもの割合

【出典】中野区子どもと子育て家庭の実態調査
－

小学生：７５.0％

中学生：７０.0％

ベンチ

マーク

家庭で親が子どもの意見を「聞いている」と回

答した子どもの割合

【出典】計画策定のためのアンケート調査（豊島

区）

小学生：７４.２％

中高生：７０.３％

（平成３０年度）

－

（２）子どもの意見の表明･参加の促進
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主な取組①

事業名 事業内容

区政運営における子ども

の参加の推進

区政運営において、対面、アンケート、オンラインなど幅広い方法を活用し

て子どもの意見を聴取します。聴取にあたり、子どもの意見聴取の機会の

設定の仕方や聴取の方法などをまとめた子ども参加に関する実践的な手

引きを作成します。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

区の計画や方針の策定、

施設整備等の過程におけ

る子どもの意見聴取の実

施回数

－
３０回

（５年間延べ）

子ども・教育政策課

各課

事業名 事業内容 担当課

子どもと子育て家庭の実

態調査

子育て家庭の保護者及び子どもに対してアンケ

ート調査を行い、子育て家庭の生活実態を把握・

分析します。

子ども・教育政策課

子どもの生活実態調査

東京都立大学が実施する区内の高校２年生年齢

の子どもと保護者を対象とした調査に協力し、そ

の生活実態を把握するとともに、必要な支援を検

討します。

子ども・教育政策課

児童・生徒への選挙啓発

区立小・中学校へのリーフレットの配布や学校で

の模擬選挙の実施などにより、児童・生徒に対し

て選挙に関する理解促進を図り、主権者教育を推

進します。

選挙管理委員会事務局

子ども向けの情報発信

子どもに関する情報について、子ども向けの掲示

物を作成したり、区のホームページで分かりやす

く発信したりするなど、区政運営において子ども

向けの情報提供・情報発信を行い、子ども参加を

促進します。

子ども・教育政策課

子どもが意見表明しやすい環境を整え、日常的に意見を表明したり、主体的に参加す

るための仕組みづくりを行います。

子どもの意見表明・参加の仕組みづくり



67

主な取組②

事業名 事業内容

ハイティーン会議（子ども

会議）の開催

若者の自主的・自発的な活動や地域参加など、具体的な取組につなげ、若

者ならではの視点を区政や地域に生かすことを目的に、中高生年代を対

象にハイティーン会議を実施します。また、条例第１４条に基づく「子ども

会議」として、子どもに関する区の計画等について、区がハイティーン会議

に参加する子どもに意見を求めます。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

ハイティーン会議の参加者

数
－

1５０人

（５年間延べ）

育成活動推進課

子ども・教育政策課

ハイティーン会議における

チャレンジ件数
－

５０件

（５年間延べ）

育成活動推進課

子ども・教育政策課

区が子ども会議に意見を

求めた件数
－

２０件

（５年間延べ）

子ども・教育政策課

育成活動推進課

事業名 事業内容 担当課

「子どもの権利」に関わる

学校での取組（再掲）

子どもの権利について、児童・生徒が知る機会を

設けるとともに、自分の意見や考え、思いを表明

する取組を充実します。

指導室

中高生年代向け施設の整

備

若者の活動・交流の拠点として、中高生年代向け

施設を整備します。整備にあたっては、中高生年

代の意見を聴きながら進めます。

育成活動推進課

社会的養護のもとでの子

どもの権利擁護の推進

第三者の関与等により一時保護、里親委託、施設

措置等のもとにある子どもの声（意見・意向等）を

聴取し、処遇等に関し子どもの声を尊重する仕組

みを作ります。

児童福祉課

子ども・教育政策課

区民と区長のタウンミー

ティング

区政への区民参加を目的として、区民から区長が

幅広く意見を伺い、対話する場として実施しま

す。小・中学校において、児童・生徒を対象とした

対話による意見交換も行います。

広聴・広報課

施設運営における子ども

の参加の推進

子どもが日常的に利用する児童館、キッズ・プラ

ザ、学童クラブなどの子ども施設において、運営

に関して子どもが様々な方法で意見を出せる機

会を作ります。

育成活動推進課

子ども・教育政策課

子どもが区政やまちづくりに対して意見表明・参加するための機会を確保するととも

に、子どもの意見を施策の推進や施設の運営に反映させるよう取り組みます。

子どもの意見表明・参加の機会の確保
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方向性

現状と課題

成果指標と目標値

取組の方向性

○ 子どものすこやかな成長にとって、休んだり、遊んだり、一人でまたは集まって活動

したり、多様な考え方や文化・芸術に触れることができるような居場所の存在は非常

に重要です。

○ 区には、様々な子どもの居場所がありますが、子どもの発達や成長段階に応じてそ

れぞれのニーズは異なり、また、居場所があっても、利用しない子どももいます。

○ 「全ての子どもに居場所があるかどうか」という視点から、子どもがほっとできる居

場所や、学びや遊び、体験ができる環境の整備を進めていく必要があります。

○ 子どもの豊かな成長や自立性、社会性を育んでいくために、子どもが安心して過ご

せる居場所づくりを進めます。

○ 子どもが自分の可能性を信じて挑戦し、未来を切り開く力を習得できるよう、子ども

の特性に合わせた学びの機会や場所を充実します。

○ 子どもが屋内外で遊んだり、自然と触れ合ったり、文化・芸術に親しんだりする機会

や場所を充実します。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値

①「ほっとできる居場所がない」と思う子どもの割合

【出典】中野区子どもと子育て家庭の実態調査

小学生：１.４％

中学生：３.１％

（令和元年度）

小学生：０％

中学生：０％

ベンチ

マーク

「ほっとできる居場所がない」と思う子ども（小

学５年生、中学２年生）の割合

【出典】東京都子供の生活実態調査（東京都）

小学５年生：２.７％

中学２年生：４.０％

（平成２８年度）

－

②保護者から見た遊び・憩いの総合的な満足度

【出典】中野区子どもと子育て家庭の実態調査

１６.８％

（令和元年度）
３２.0％

③授業が「よくわからない」と感じる子どもの割合

【出典】中野区子どもと子育て家庭の実態調査

小学生：１０.３％

中学生：１９.４％

（令和元年度）

小学生：5.0％

中学生：15.0％

ベンチ

マーク

授業が「よくわからない」と感じる子ども（小学

５年生、中学２年生）の割合

【出典】東京都子供の生活実態調査（東京都）

小学５年生：13.0％

中学２年生：２４.３％

（平成２８年度）

－

④授業が「よくわからない」と感じる困窮層の子どもの

割合

【出典】中野区子どもと子育て家庭の実態調査

小学生：２０.６％

中学生：５４.６％

（令和元年度）

小学生：１０.0％

中学生：４５.0％

ベンチ

マーク

授業が「よくわからない」と感じる困窮層の子ど

も（小学５年生、中学２年生）の割合

【出典】東京都子供の生活実態調査（東京都）

小学５年生：２８.７％

中学２年生：51.5％

（平成２８年度）

－

（３）子どもの居場所づくり、学び･遊び･体験の支援
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主な取組①

事業名 事業内容

児童館の運営
乳幼児から１８歳までの子どもの居場所や交流等の機会を提供します。ま

た、地域の見守りや子育て関連団体のネットワーク支援を行います。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

児童館１館あたりの

年間利用者数（延べ）

19,438人

（令和３年度）
２４,０００人 育成活動推進課

事業名 事業内容

キッズ・プラザ整備・運営
小学校の施設を活用して居場所・遊び場を展開します。小学校の校舎改築

等に併せて整備を進めます。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

キッズ・プラザの年間利用

者数（延べ）

２７７,６１２人

（令和３年度）
４０８,０００人 育成活動推進課

「キッズ・プラザは楽しい

遊びや行事がある」と思う

児童の割合

【出典】利用者アンケート

８５.９％

（令和４年度）
９０.０％ 育成活動推進課

事業名 事業内容 担当課

中高生年代向け施設の整

備（再掲）

若者の活動・交流の拠点として、中高生年代向け

施設を整備します。整備にあたっては、中高生年

代の意見を聴きながら進めます。

育成活動推進課

学童クラブ整備・運営

保護者の就労等により、放課後、適切な保護を受

けられない児童を対象に、遊びや生活の場を提供

します。

育成活動推進課

放課後等の子どもの居場所や、魅力ある公園の整備を進めるなど、子どもの成長段階

やニーズに応じて安心・安全に過ごせる居場所づくりに取り組みます。

安心して過ごせる居場所づくり
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事業名 事業内容 担当課

子育てひろば整備・運営
乳幼児親子同士の交流を進め、子育てについて

の相談や情報提供を行います。
育成活動推進課

ふらっとサンデー

（乳幼児親子日曜開放事

業）

一部の児童館において、乳幼児親子を対象として

児童館の一部を開放し、親子の遊びや保護者同

士の交流の場を提供します。

育成活動推進課

放課後子ども教室推進事

業

地域の様々な大人が参画し、学校施設や公共施

設を活用して、放課後や休日に子どもたちの安

全・安心な活動の拠点や居場所を提供します。

育成活動推進課

放課後の子どもの安全な

居場所の確保

キッズ・プラザ未整備の小学校において、放課後

の子どもの安全な居場所を確保するため、小学校

の敷地内に児童が利用できる暫定的な居場所・遊

び場の確保を検討します。

育成活動推進課

施設運営における子ども

の参加の推進（再掲）

子どもが日常的に利用する児童館、キッズ・プラ

ザ、学童クラブなどの子ども施設において、運営

に関して子どもが様々な方法で意見を出せる機

会を作ります。

育成活動推進課

子ども・教育政策課

子ども食堂への支援

子ども食堂を運営する団体に対し、その運営に係

る経費を助成します。また、区民等からの寄付物

品の提供や運営に係る相談など、地域における子

ども食堂の運営を総合的に支援します。

子育て支援課

学習支援団体への支援

子どもの学びを支援するために地域で活動する

団体のニーズを把握し、広報などを含め、必要な

支援を行います。

子育て支援課

プレーパーク活動支援事

業

地域団体等が、各地区の特色・資源等を生かした

地域に根ざしたプレーパーク活動を安全かつ安定

的に実施できるよう、活動を担う人材の養成への

支援及び普及啓発のための取組を行います。

育成活動推進課

遊び場開放事業

小学校の校庭について、平日は当該校児童を対

象に、学校休業日は当該校児童及び中学生以下

の地域の方を対象に、年間を通して遊び場として

開放します。

学校教育課

学校開放事業

区立小中学校の校庭や体育館を、区民がスポーツ

活動で利用できるよう開放することで、子どもた

ちが安心してスポーツできる場所を確保します。

スポーツ振興課

公園再整備

時代やニーズの変化に対応し、あらゆる世代のだ

れもが利用しやすい魅力的な公園を整備します。

整備にあたっては、子どもの意見を取り入れた幼

児用トイレや幼児用遊具の検討を行います。

公園課
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事業名 事業内容 担当課

常設プレーパーク設置に

向けた検討

子どもの好奇心を大切にし、自由にやりたいこと

ができる遊び場を充実するため、常設プレーパー

クの設置について検討します。

育成活動推進課

子ども・教育政策課

企画課

地域施設の有効活用

区民活動センター等を子育て支援団体などの地

域団体が有効活用できるよう、予約方法の見直し

や集会室の空き状況の可視化などにより、利便性

の向上を図ります。

地域活動推進課
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主な取組②

事業名 事業内容

学習支援事業

生活困窮世帯の小学６年生から中学３年生を対象に学習支援を行いま

す。小学生は学習の方法を身につけ、学習習慣の定着を図るとともに、中

学生は受験対策も含めた学習指導により、高校への進学を目指します。

なお、対象については、小学４年生まで段階的に拡充していきます。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

学習習慣の定着や学力の

向上等の効果を感じた参

加者の割合

小学生：６４.３％

中学生：８３.８％

（令和３年度）

小学生：７０.０％

中学生：８9.０％
子育て支援課

事業名 事業内容 担当課

学習スペースの提供

子どもの自主的・自発的な学習を支援するため、

区有施設において、子ども専用の学習スペースや

子どもが利用できる多様な勉強場所を提供しま

す。

子育て支援課

学習支援団体への支援

（再掲）

子どもの学びを支援するために地域で活動する

団体のニーズを把握し、広報などを含め、必要な

支援を行います。

子育て支援課

子どもの読書環境の充実

区立図書館、学校図書館の充実を図るとともに、

相互に連携し、子どもの読書活動の推進を行いま

す。

子ども・教育政策課

指導室

補充学習教室

任期付短時間勤務教員等を各小・中学校に配置

し、放課後や夏期休業中に学習教室を実施し、一

人ひとりの個性に応じたきめ細やかな教育を推

進します。

指導室

学童クラブ ICT環境整備
子どもの学習環境を充実するため、学童クラブ室

にインターネット環境を整備します。
育成活動推進課

学習支援の実施や学習スペースの提供など、子どもの学びを支援する取組を充実しま

す。

学習機会の充実
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事業名 事業内容 担当課

ICT教育の推進
区立小・中学校におけるＩＣＴ環境を整備し、ＩＣＴ

を活用した学習を推進します。

指導室

学校教育課

教育支援室運営

学校や保護者と連携しながら長期欠席の児童・

生徒に対して学習指導や教育相談等を行いま

す。また、外国人児童・生徒等に対して学習指

導や編入前支援等を行い、日本の学校に安心し

て通えるよう支援を行います。

指導室
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主な取組③

事業名 事業内容

プレーパーク活動支援事

業（再掲）

地域団体等が、各地区の特色・資源等を生かした地域に根ざしたプレーパ

ーク活動を安全かつ安定的に実施できるよう、活動を担う人材の養成へ

の支援及び普及啓発のための取組を行います。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

プレーパーク活動団体数
５団体

（令和４年度）
８団体 育成活動推進課

事業名 事業内容 担当課

ブックスタート事業

区内在住の赤ちゃんを対象に、絵本２冊が入った

ブックスタート・パックをプレゼントし、絵本を開く

新しい「体験」を赤ちゃんに提供します。

子ども・教育政策課

区の体験型事業への優先

枠の設定

区が主催する事業を中心に生活が困難な状態に

ある子どもや子育て家庭の優先参加枠を設けま

す。

子育て支援課

各課

小・中学生文化芸術振興

事業

文化と芸術の力を生かし、次世代育成を強化する

ため、小・中学生に向けた文化事業の提供や音

楽・美術教室の提供などを実施します。

区民文化国際課

学校教育課

政策助成

体験活動を行う地域団体への支援として、政策目

的の実現に貢献する、区民団体が主催の中野区

民を対象とした公益活動に係る経費について、助

成を行います。

育成活動推進課

常設プレーパーク設置に

向けた検討（再掲）

子どもの好奇心を大切にし、自由にやりたいこと

ができる遊び場を充実するため、常設プレーパー

クの設置について検討します。

育成活動推進課

子ども・教育政策課

企画課

児童館の運営（再掲）

乳幼児から１８歳までの子どもの居場所や交流等

の機会を提供します。また、地域の見守りや子育

て関連団体のネットワーク支援を行います。

育成活動推進課

子どもが自由に外遊びをしたり、文化・芸術に親しんだりするなど、多様な活動や体験

ができる機会や場所を提供します。

遊び・体験の機会の充実
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事業名 事業内容 担当課

中高生年代向け施設の整

備（再掲）

若者の活動・交流の拠点として、中高生年代向け

施設を整備します。整備にあたっては、中高生年

代の意見を聴きながら進めます。

育成活動推進課

放課後子ども教室推進事

業（再掲）

地域の様々な大人が参画し、学校施設や公共施

設を活用して、放課後や休日に子どもたちの安

全・安心な活動の拠点や居場所を提供します。

育成活動推進課

遊び場開放事業（再掲）

小学校の校庭について、平日は当該校児童を対

象に、学校休業日は当該校児童及び中学生以下

の地域の方を対象に、年間を通して遊び場として

開放します。

学校教育課

学校開放事業（再掲）

区立小中学校の校庭や体育館を、区民がスポーツ

活動で利用できるよう開放することで、子どもた

ちが安心してスポーツできる場所を確保します。

スポーツ振興課

海での体験事業

区立小学校４年生から６年生の希望者を対象に、

海という日常生活から離れた集団生活の中で、豊

かな人間性や社会性、健康、体力などの「生きる

力」を育むことを目的として実施します。

学校教育課

地域スポーツクラブ事業

スポーツ・コミュニティプラザにおいて、区民によ

って主体的に運営される地域スポーツクラブが、

子どもも対象としたスポーツ教室やイベント事業

を実施します。

スポーツ振興課



76

方向性

現状と課題

成果指標と目標値

取組の方向性

○ 児童虐待やいじめ、不登校などにより、子どもの権利が侵害されることがあってはな

りません。しかし、そうした権利侵害時に、相談できる人が身近にいない子どもがいま

す。

○ また、外国にルーツを持つ子どもや性的指向や性自認について悩んでいる子ども、

周囲の人たちの理解の不足など、子どもが抱える課題や悩みは多様化・複雑化してい

ます。

○ 子どもの権利が侵害されたり、その恐れがある場合や、子どもが困難に直面した場

合に、これを適切に解決する相談・救済の仕組みは必要不可欠です。

○ 子どもの権利侵害の防止や、子どもや保護者が安心して相談・救済を求めることがで

きる体制の整備を進めていく必要があります。

○ 児童虐待やいじめの未然防止に向けた取組を進めるとともに、子どもの権利侵害が

発生した場合に迅速かつ適切な対応を行い、権利侵害からの救済を図ります。

○ 子どもに寄り添い、子どもや子どもに関わる大人が安心して相談・救済を求めること

ができる体制や環境の整備を進めます。

○ ＳＮＳやインターネットからの有害情報等、子どもを取り巻く有害環境から子どもを守

る取組を行います。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値

①子どもの権利が守られていると思う区民の割合

【出典】中野区区民意識・実態調査

26.4％

（令和４年度）
３５.0％

②「がんばれば、むくわれる」と思う子どもの割合

【出典】中野区子どもと子育て家庭の実態調査

小学生：８３.０％

中学生：７７.０％

（令和元年度）

小学生：９３.0％

中学生：８７.0％

ベンチ

マーク

「がんばれば、むくわれる」と思う子ども（小

学５年生・中学２年生）の割合

【出典】東京都子供の生活実態調査（東京都）

小学５年生：８３.７％

中学２年生：７９.０％

（平成２８年度）

－

（４）子どもの権利侵害の防止、相談・救済
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主な取組①

事業名 事業内容

児童相談所の運営

家庭環境、児童虐待、非行、里親、児童養護施設等に関する相談等に対応

します。家族が主体的に子どもの安全を守る仕組みを作ることを、あらゆ

る人と手を携えて支えます。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

虐待を理由とする一時保

護の再保護件数
ー ０件 児童福祉課

事業名 事業内容 担当課

児童虐待防止の普及啓発

家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐

待問題に対する深い関心と理解を得ることがで

きるよう、児童虐待防止のための広報・啓発活動

など様々な取組を行います。

子ども・若者相談課

「子どもの権利」に関する

保護者向け講座の実施

（再掲）

妊娠・出産・子育て期の様々な機会を捉え、保育

施設や学校等と連携を図りながら、子どもの権利

に関する保護者向けの講座を実施します。

子ども・教育政策課

子ども配食事業

経済的な理由や保護者の疾病など、子どもの養

育に支援が必要な家庭に対して食事を配達する

とともに、配達時に家庭の状況を把握し、児童虐

待の未然防止を図ります。

子ども・若者相談課

子どもショートステイ

保護者の入院や出張などにより、一時的に子ども

の養育が困難な場合、区が委託した施設または区

が認定した協力家庭の居宅で宿泊を伴って子ど

もを預かります。さらに、要支援ショートステイ事

業やショートステイ協力家庭事業の充実を図りま

す。

子ども・若者相談課

要保護児童対策地域協議

会

要保護児童等への適切な保護や支援を行うため、

関係機関が必要な情報を共有し、支援計画に関す

る協議や進行管理などを行います。

子ども・若者相談課

養育支援訪問事業

養育支援が必要と判断された世帯を保健師等が

訪問して子どもの養育に関する指導・助言を行う

とともに、養育支援ヘルパーを派遣して、養育環

境の維持・改善を図ります。

すこやか福祉センター

子ども・若者相談課

養育を支えるサービスや、児童相談所等の相談対応により、虐待の未然防止、早期対

応を進めます。

虐待の未然防止、養育支援体制の整備
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事業名 事業内容 担当課

児童養護施設等の誘致に

向けた検討

家庭での養育が困難な児童が養育される環境を

整えるため、家庭的で適切な養育ができる機能を

持つ施設等の確保に向けた検討を行います。

児童福祉課

子ども・若者相談課

里親支援、普及啓発

里親への研修事業や訪問支援、里子アフターケア

等の支援を行うとともに、効率的な広報活動を進

めることなどにより、里親の新規開拓と制度の理

解・協力の促進を図ります。

児童福祉課

未就園児に対する支援の

検討

幼稚園や保育施設等に通っていない未就園児の

実態把握と支援の検討を行います。

子ども・教育政策課

児童福祉課

すこやか福祉センター

子ども・若者相談課
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主な取組②

事業名 事業内容

いじめ防止等対策事業

中野区いじめ防止対策推進条例に基づき、区や学校のいじめ防止基本方

針を定め、教職員と保護者や地域が連携し、いじめの未然防止・早期発

見・早期対応に取り組みます。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

いじめの解決率

小学校：９８.0%

中学校：１００%

（令和３年度）

小学校：１００%

中学校：１００%

指導室

子ども・教育政策課

事業名 事業内容

不登校支援事業

不登校の未然防止から初期対応、事後の自立支援を行い、スクールカウン

セラーや関係機関と連携しながら不登校児童・生徒への支援に取り組みま

す。また、教育支援室の運営など、不登校児童・生徒が安心して過ごすこと

ができる居場所支援に取り組みます。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

不登校の児童・生徒のうち

関係機関につながってい

ない子どもの割合

１２.８％

（令和３年度）
０％

指導室

子ども・教育政策課

事業名 事業内容 担当課

教育相談

教育上の悩みや問題を解消するために、児童・生

徒や保護者との面接・電話相談、遊戯治療、各種

の心理的な諸検査、他機関への紹介を行います。

指導室

スクールカウンセラーの配

置

学校内の教育相談体制の充実を図るため、区立

学校に週１日、都のスクールカウンセラーを配置し

ます。また、中学校区に週１日、区のスクールカウ

ンセラーを配置します。

指導室

心の教室相談員の配置

早期にいじめ・不登校・問題行動等に対応するた

め、学校に居場所や話し相手、または相談相手を

見いだせずにいる児童・生徒に対し、気軽に立ち

寄れる場所と話のできる環境を整備します。

指導室

いじめや不登校、困難に直面した子どもに対して、それぞれの子どもの状況に合わせ

た迅速かつ適切な支援や問題解決に取り組みます。

いじめ、不登校、困難に直面する子どもへの支援
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事業名 事業内容 担当課

スクールソーシャルワーカ

ーの配置

不登校や生活指導上の課題に対応するため、社

会福祉等の専門的な知識や技術を持った人材を

配置し、関係機関と連携して問題解決へ向けた環

境づくりを行います。

指導室

教育支援室運営（再掲）

学校や保護者と連携しながら長期欠席の児童・

生徒に対して学習指導や教育相談等を行いま

す。また、外国人児童・生徒等に対して学習指導

や編入前支援等を行い、日本の学校に安心して

通えるよう支援を行います。

指導室

スクールロイヤーの配置

学校で発生する様々な問題に対し、子どもの最善

の利益を考慮しながら学校へ法律的な支援を行

います。

指導室

不登校児童等の中学校卒

業後の支援

中学校で不登校等の課題があり支援されていた

生徒について、中学校と連携して情報を共有し、

卒業後も必要な相談支援が途切れることのない

ように継続的な支援を行います。

すこやか福祉センター

外国籍の子どもの編入支

援事業

区立学校に編入する外国人児童・生徒等に対し、

教育支援室が外国語版入学のしおりの説明を行

い、学校との事前打ち合わせ日と編入学初日に児

童・生徒に同行し、支援を行います。

指導室

外国人学校保護者補助事

業

外国人学校に在籍する児童・生徒の保護者の負担

軽減を図るため授業料の一部を補助します。※所

得制限あり

学校教育課

日本語適応事業

日本語指導が必要な幼児・児童・生徒に対して、区

立学校・幼稚園に日本語指導員を派遣し、家庭と

学校との連絡補助や日本語言語指導により、学校

生活や社会生活への円滑な適応を図ります。

指導室

ＳＮＳ相談窓口「ＳＴＡＮＤＢ

Ｙ」

中学生を対象に区独自のＳＮＳ相談窓口を設置

し、友人関係や学業・進路、家族や自分自身の心

身に関わることなど、様々な悩みや不安について

生徒一人ひとりに応じた支援を行います。

指導室

ヤングケアラー支援

発見が困難で問題が顕在化しにくい特性を持つ

ヤングケアラーを早期に発見し、適切な支援につ

なぐため、相談支援体制を強化します。

地域包括ケア推進課

指導室

子ども・若者相談課

児童福祉課

子ども・教育政策課

子ども食堂への支援（再

掲）

子ども食堂を運営する団体に対し、その運営に係

る経費を助成します。また、区民等からの寄付物

品の提供や運営に係る相談など、地域における子

ども食堂の運営を総合的に支援します。

子育て支援課

学習支援事業（再掲）

生活困窮世帯の小学６年生から中学３年生を対

象に学習支援を行います。小学生は学習の方法

を身につけ、学習習慣の定着を図るとともに、中

学生は受験対策も含めた学習指導により、高校へ

の進学を目指します。なお、対象については、小

学４年生まで段階的に拡充していきます。

子育て支援課
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主な取組③

事業名 事業内容

子どもの権利救済機関（子

ども相談室）の運営

子どもの権利侵害に関する相談に対して助言・支援を行うとともに、必要

に応じて、権利侵害の状況の調査や関係機関への調整等を行い、子ども

の権利の侵害からの速やかな救済及び子どもの権利の保障を図ります。

運営にあたっては、相談しやすい環境や雰囲気づくりを行うとともに、

SNSを活用した相談や、切手不要のはがき・手紙による相談など子ども

が相談しやすい相談手法を検討します。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

子どもの権利侵害に関わ

る相談件数
－ １００件 子ども・教育政策課

事業名 事業内容 担当課

子ども相談室の普及啓発

（再掲）

子どもにとって親しみやすい相談窓口となるよ

う、相談室に愛称を付けたり、マスコット・キャラク

ターとともに周知を行うなど、普及啓発を進めま

す。

子ども・教育政策課

児童相談所の運営（再掲）

家庭環境、児童虐待、非行、里親、児童養護施設

等に関する相談等に対応します。家族が主体的に

子どもの安全を守る仕組みを作ることを、あらゆ

る人と手を携えて支えます。

児童福祉課

子ども・若者支援センター

若者相談事業

義務教育終了後から３９歳までの若者で、就学や

就労などに課題を抱えている方やその家族に対

して、他人や社会との関係が再構築できるよう助

言・支援を行います。

子ども・若者相談課

人権擁護相談

いじめやことばによる暴力、差別、いやがらせ等

人権侵害に関することについて、法務省から委嘱

された中野地区の人権擁護委員による専門相談

を実施します。

企画課

ＳＮＳ相談窓口「ＳＴＡＮＤＢ

Ｙ」（再掲）

中学生を対象に区独自のＳＮＳ相談窓口を設置

し、友人関係や学業・進路、家族や自分自身の心

身に関わることなど、様々な悩みや不安について

生徒一人ひとりに応じた支援を行います。

指導室

教育相談（再掲）

教育上の悩みや問題を解消するために、児童・生

徒や保護者との面接・電話相談、遊戯治療、各種

の心理的な諸検査、他機関への紹介を行います。

指導室

子どもの権利救済機関の運営など、子どもや子どもに関わる大人が安心して相談・救

済を求めることができる体制や環境整備を行います。

子どもの権利侵害に関する相談・救済
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事業名 事業内容 担当課

スクールカウンセラーの配

置（再掲）

学校内の教育相談体制の充実を図るため、区立

学校に週１日、都のスクールカウンセラーを配置し

ます。また、中学校区に週１日、区のスクールカウ

ンセラーを配置します。

指導室

心の教室相談員の配置

（再掲）

早期にいじめ・不登校・問題行動等に対応するた

め、学校に居場所や話し相手、または相談相手を

見いだせずにいる児童・生徒に対し、気軽に立ち

寄れる場所と話のできる環境を整備します。

指導室

スクールソーシャルワーカ

ーの配置（再掲）

不登校や生活指導上の課題に対応するため、社

会福祉等の専門的な知識や技術を持った人材を

配置し、関係機関と連携して問題解決へ向けた環

境づくりを行います。

指導室

自殺対策事業

「中野区自殺対策計画」に基づき、自殺予防のた

めの普及啓発事業や人材育成事業、インターネッ

ト上の自殺関連用語検索に連動した広告を活用

した自殺対策メール相談事業を実施します。

保健予防課

性的マイノリティ対面相談

性的指向や性自認に関する悩み等について、当事

者だけでなく、家族なども含めた、性的マイノリテ

ィ当事者による専門相談を実施します。

企画課
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主な取組④

事業名 事業内容

情報モラル教育
自他の権利や情報社会における行動に関する教育や犯罪被害を含む危機

を回避し、情報を安全に利用できるようにするための教育を推進します。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

SNS 学校ルールを「守って

いる」、「だいたい守ってい

る」と答える子どもの割合

【出典】児童・生徒のスマート

フォン等の所持状況及びイ

ンターネットの利用に関す

る調査

小学校：９５.0%

中学校：８５.0%

（令和３年度）

小学校：１００%

中学校：１００%
指導室

事業名 事業内容 担当課

薬物乱用防止

東京都薬物乱用防止推進中野地区協議会と連携

し、イベント等での啓発活動や、中学生からポスタ

ー・標語を募集し、優秀作の表彰を行います。

生活衛生課

ＤＶ、デートＤＶ防止

児童・生徒向けに、いじめや心のあり方、人間関係

等について考え、自他を尊重する意識を学ぶ講座

を実施し、交際相手からの暴力（デートＤＶ）根絶

の契機とします。

企画課

消費生活相談

消費生活トラブルを抱える若者が、適切に助言や

あっせんを受けることができる環境を整えるた

め、消費生活相談窓口等の周知を図ります。

区民文化国際課

１８歳成人の普及啓発（消

費者トラブル）

学校等と連携を図りながら、消費者被害防止を目

的とした出前講座を実施します。
区民文化国際課

セーフティ教室

児童・生徒の健全育成の充実を図るため、保護者

や地域と連携して、非行防止や犯罪被害防止教育

の推進を図ります。

指導室

ＳＮＳや違法薬物等による犯罪被害防止に向けた啓発など、子どもを取り巻く有害環

境対策を進めます。

有害環境等からの保護
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子どもが安心して育つための家庭への支援を推進する

○ 少子高齢化の進行、情報通信技術の発展、共働き世帯の増加や核家族化など、社会環

境の変化やライフスタイルの多様化に伴い、子どもと子育て家庭を取り巻く環境は大

きく変化しています。このような子育て環境の変化は、保護者の子育てに対する不安

感、孤立感に影響を与えます。

○ 国は、子育てに困難を抱える世帯が顕在化している現状を踏まえ、児童福祉に関する

機能を有する「子ども家庭総合支援拠点」と母子保健に関する機能を有する「子育て世

代包括支援センター」の見直しを行い、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に

相談支援を行う機能を有する機関（こども家庭センター）の設置に努めることを区市町

村の努力義務とする児童福祉法の改正を令和4年6月に行いました。

○ 区においては、子ども家庭総合支援拠点である子ども・若者支援センターと、子育て

世代包括支援センターであるとともに子ども家庭総合支援拠点の一部の機能を有する

すこやか福祉センターが相互に連携することで、切れ目のない相談・支援を実施してき

たところですが、児童福祉法改正の趣旨を踏まえ、子育て世帯への包括的な支援を強

化していく必要があります。

○ 区が令和元年度に実施した「中野区子どもと子育て家庭の実態調査」では、生活困難

層の割合が１割を超えており、経済的な困難が子育て家庭の日常生活に影響を与えて

いることが想定されます。子どもの現在及び将来が生まれ育った環境によって左右さ

れることなく、全ての子どもが夢や希望を持って成長できる環境を整える必要があり

ます。

○ 近年、中野区における児童扶養手当の受給者数は減少傾向にありますが、全部受給

者の割合は上昇傾向にあり、さらに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や物価高騰

などの社会・経済状況の変化の影響を受けて、困難な状況に置かれたひとり親家庭は

増加傾向にあると考えられます。子育てと生計の担い手という二重の役割をひとりで

担っているひとり親家庭への支援を積極的に進めていくことが必要です。

○ 障害児通所支援事業の延べ利用人数や特別支援教室利用児童数など、特別な配慮が

必要な子どもの数は増加傾向にあります。また、令和3年6月に「医療的ケア児及び

その家族に対する支援に関する法律」が成立し、地方公共団体の責務が明記されたこ

とから、医療的ケア児及びその家族に対する支援の実施、保育施設や学校等での受入

の促進などが求められています。特別な配慮を必要とする子どもとその家庭が適切な

支援を受けられるよう、取組をより一層進める必要があります。

目標

Ⅱ
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方向性

現状と課題

成果指標と目標値

取組の方向性

○ 子育て家庭のライフスタイルの多様化、地域コミュニティの希薄化などの要因によ

り、子育てに不安を感じている保護者もおり、家庭の状況に応じた支援が必要です。

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の長期化の影響により、子育て仲間を作る機

会や場が減少していることなどから、妊産婦が孤立し、育児への不安の増幅や、心身の

不調につながることが懸念されます。

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による生活の劇的な変化が、子どもや子育て

家庭に様々な影響をもたらし、継続して強いストレスとなっていることから、健康的な

生活を営むための支援が必要です。

○ 安心して妊娠・出産・育児をすることができるよう、妊娠から子育てにかかる切れ目

ない一貫した支援体制の充実を図ります。

○ 子育て家庭が必要なサービスを利用できるよう、子育てサービスの充実及び様々な

方法による情報提供を行うとともに、課題を抱える家庭を把握し、必要な支援につな

げるための取組を進めます。

○ 子どもに係る医療費について、０歳から１５歳の子どもに加え、１５歳から１８歳の高

校生年代の医療費を助成し、子育てにかかる費用の軽減を図るとともに、子どもの健

康確保のための取組を進めます。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値

①子育てサービスを必要に応じて利用できた割合

【出典】子育て支援に関するアンケート

９６.７％

（令和３年度）
100％

②3か月児健診での産後うつアンケートにおけるハイリス

ク者の割合

【出典】３か月児健康診査受診者アンケート

9.4％

(令和 3年度)
減少

③大きな戸惑いを感じることなく、子育てをしている保護

者の割合

【出典】子育て支援に関するアンケート

９０.７％

（令和 3年度）
１００％

（１）妊娠から子育てにかかる切れ目のない支援
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主な取組①

事業名 事業内容

妊産期相談支援事業

中野区に妊娠届を提出した全ての妊婦及び支援を必要とする産婦を対象

に、保健師等が面接を行い、個別の支援プランを作成し、産前・産後のサ

ービス提供につなげるとともに、面接後、地区担当保健師によるフォロー

を行います。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

妊産期相談支援事業実施

の割合

９６.1％

（令和３年度）
９８.0％ すこやか福祉センター

事業名 事業内容

産後ケア事業

産後において心身の不調や育児不安のほか、支援が必要となった場合

に、産婦及び乳児に対して、心身ケアや育児支援、その他必要な支援を専

門職が行います。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

産後ケア事業利用人数
１,２２０人

（令和３年度）
１,４００人 すこやか福祉センター

事業名 事業内容 担当課

妊婦健康診査
全妊婦を対象に１４回分の妊婦健康診査受診票を

交付し、一定金額を上限として助成します。

子育て支援課

すこやか福祉センター

両親学級（こんにちは赤ち

ゃん学級）

初妊婦とその家族を対象に、妊娠中の健康管理、

出産、育児等の講座や沐浴等の実習を行うととも

に、妊婦とその家族同士の仲間づくりを促しま

す。

すこやか福祉センター

安心して妊娠・出産・子育てに臨むことができる環境を整えるため、妊婦健康診査費用

や医療費などの助成、育児不安解消に向けた取組や様々な機会における子育て支援情

報の提供など、妊娠から子育てにかかる切れ目のない支援を実施します。

妊娠、出産、子育てトータル支援の実施
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事業名 事業内容 担当課

産前・産後サポート事業

出産に向けての情報提供、妊婦同士の交流の場

の設定、出産や育児の不安及び孤立感の解消の

ための講座を実施します。また、産後の親同士の

情報交換や交流機会を設けることで、育児不安の

解消を図るとともに仲間づくりを促します。

すこやか福祉センター

父親の育児参画
父親向けの栄養講習会や、児童館での地域育児

相談会を実施します。
すこやか福祉センター

産前家事支援事業

妊娠中において家族等の援助が受けられないた

め支援を必要とする方に対し、妊婦の健康の回復

及び負担の軽減を目的として、家事支援者を派遣

して支援を行います。

すこやか福祉センター

産後家事・育児支援事業

１歳未満の子どもを育てる家庭の負担軽減、孤立

化や産後うつの未然防止を目的として、「家事育

児サポーター」（産後ドゥーラ、ベビーシッター、家

事支援ヘルパー等）を派遣して支援を行います。

すこやか福祉センター

乳児家庭全戸訪問事業（こ

んにちは赤ちゃん訪問）

区内に住所・居所を有する生後４か月に達するま

での乳児のいる家庭を、すこやか福祉センター職

員または訪問指導員等が訪問し、乳児と産婦の健

康状態把握や産婦に対する育児指導・支援を行い

ます。

すこやか福祉センター

多胎児家庭支援事業

同時に２人以上の妊娠・出産・育児をすることに

伴う身体的・精神的負担や、外出の不自由等の困

難に対しての支援として、移動経費補助、家事育

児の支援、多胎妊産婦の交流事業を行います。

すこやか福祉センター

予防接種

感染症から子どもを守るとともに、社会全体に感

染症がまん延することを防ぐため、接種年齢に合

わせた予診票の個別送付を行い、各種予防接種

を実施します。

保健予防課

乳幼児健診

月齢や年齢に応じた健康診査、歯科健診を実施

し、発育・発達のチェックを行うとともに、疾病や

障害の早期発見・早期治療につなげます。また、

結果に応じて、保健・栄養指導を実施するほか、

医療機関での治療等を勧奨します。

すこやか福祉センター

子育て支援課

子育て専門相談

発育や発達、育児の不安、離乳食や食事等の栄養

相談、歯と口の健康づくりなど子育てに関し、心

理職・栄養士・歯科衛生士などによる個別相談を

実施します。

すこやか福祉センター

子育てに関する講座

乳幼児を育てる保護者向けに、子どもの発達・発

育をはじめ、子育てに関する様々な講座を実施し

ます。

すこやか福祉センター

地域育児相談会

すこやか福祉センターや児童館において、子育て

に関する情報提供や、子どもの健康等に関する講

座や相談会を実施します。

すこやか福祉センター
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事業名 事業内容 担当課

母子手帳の発行

妊娠の届出をした方に対して、母子健康手帳及び

母と子の保健バッグ（妊婦健康診査受診票等を含

む）を交付するとともに、アンケート及び面接を行

い、その後の相談支援につなげます。

すこやか福祉センター

子育て支援課

子ども医療費助成

（乳幼児・義務教育就学

児）

１５歳到達後の最初の３月３１日までの子どもの

医療費の自己負担分（食事療養標準負担額を除

く）を助成します。

子育て支援課

子ども医療費助成

（高校生等）

令和５年４月より、１５歳から１８歳到達後の最初

の３月３１日までの子どもの医療費の自己負担分

（食事療養標準負担額を除く）を助成します。

子育て支援課

児童手当

１５歳到達後の最初の３月３１日までの子どもを養

育している方に手当を支給します。※所得制限あ

り

子育て支援課

食育推進事業

ライフステージに合わせて、栄養バランスのとれ

た食事の大切さや健康的な食習慣等の普及啓発

を進めます。

保健企画課

運動習慣の定着・体力向

上に向けた教育

子どもに運動や運動遊びの楽しさを十分に味わ

わせることのできる指導の工夫や食育・健康教育

の取組について、各学校の体力向上プログラムに

位置付け、実践します。

指導室

妊娠相談支援

妊娠を望む方や不妊に悩む方に対し、不妊検査や

不妊治療にかかった医療費の一部を助成すると

ともに、専門的な相談及び情報交換の機会を提

供します。

子育て支援課

入院助産

妊産婦が保健上必要であるにもかかわらず経済

的理由により入院して分娩することができない場

合に、指定の助産施設（病院、助産院）での出産に

必要な費用を援助します。

子ども・若者相談課
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主な取組②

事業名 事業内容

子育て支援サービスの利

用促進

子育て家庭が必要なときに子育て支援サービスを利用することができる

よう、育児情報や区の子育て支援情報をＬＩＮＥにより配信します。また、窓

口における手続き時など、様々な機会を捉えて情報提供を行います。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

なかの子育て応援メール

登録者数

１,６０５件
（令和４年３月３１日）

３,４００件 子育て支援課

事業名 事業内容 担当課

利用者支援事業【特定型】

保育所の入園相談等の各種手続きに合わせて子

育て支援に係る情報提供を行うなど、子育て家庭

のニーズに合わせたサービスにつなげます。

子育て支援課

利用者支援事業【基本型・

母子保健型】

子どもや保護者にとって身近な場所において、地

域の子育て支援事業等の情報提供を行うととも

に、必要に応じて相談や助言を行います。

すこやか福祉センター

病児・病後児保育

子どもが病気の回復期または回復期に至らない

状態のため集団保育が困難な期間、専用保育室

のある施設において一時的に預かることにより、

子育てと就労等の両立を支援します。

子育て支援課

ファミリー・サポート事業

子育ての援助を受けたい方と、子育ての援助をし

たい方が会員になり、地域の中で助け合いながら

子育てをする会員制の支えあい活動を実施しま

す。

子育て支援課

一時預かり

乳幼児を家庭で養育している保護者が日中一時

的に保育できないとき、保育施設において保護者

に代わって保育します。

子育て支援課

ベビーシッター利用支援

（一時預かり）

日常生活上の突発的な事情等により、一時的に保

育が必要となった保護者がベビーシッターを利用

した場合の利用料の一部を助成します。

子育て支援課

子育て家庭が、必要とするサービスを必要なときに利用することができるよう、子ど

もの預かりや乳幼児親子の居場所など、子育てに関するサービスを充実するとともに、

その利用につながるよう、様々な方法により情報を提供します。

子育て支援サービスの充実
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事業名 事業内容 担当課

児童館における一時預か

り

保護者の仕事やリフレッシュ、通院などの一時的

な用事や急用の場合に、一部の児童館において

時間単位で子どもを預かります。

育成活動推進課

子どもショートステイ

（再掲）

保護者の入院や出張などにより、一時的に子ども

の養育が困難な場合、区が委託した施設または区

が認定した協力家庭の居宅で宿泊を伴って子ど

もを預かります。さらに、要支援ショートステイ事

業やショートステイ協力家庭事業の充実を図りま

す。

子ども・若者相談課

トワイライトステイ

保護者が仕事、病気等の理由により夜間の時間

帯において、一時的に子どもの保育をすることが

困難となり、かつ同居の親族の中に保育する方が

いない場合に、区が委託した施設で子どもを保育

します。

子ども・若者相談課

子育て家庭ホームヘルプ

サービス

小学生以下の子どもを養育している親族その他

の援助が得られないひとり親家庭、または小学生

以下の子どもの疾病等により家事援助などが必

要な子育て家庭に対し、利用要件に応じてホーム

ヘルパーを派遣します。

子育て支援課

子育てひろば整備・運営

（再掲）

乳幼児親子同士の交流を進め、子育てについて

の相談や情報提供を行います。
育成活動推進課

子育て情報提供サービス

子育て世帯向けのサービスや問合せ先などを掲

載したパンフレット（おひるね）を発行します。ま

た、区ホームページ内の子育てに関する支援やイ

ベントなどを掲載した子育て家庭向けサイトで情

報を発信します。

子ども・教育政策課

広聴・広報課

子育て家庭と区長のタウ

ンミーティング（子育てカ

フェ）

区の子育て環境で不満に感じていることや、取り

組んでほしい施策について、区長が児童館等を訪

問し、子どもの保護者等と意見交換を行います。

広聴・広報課

子ども・教育政策課

子ども・子育てに関する講

演会

子ども・子育てに関する話題・課題等についての

普及啓発、理解促進を図るため、子育て世代の関

心が高い事項に関する講演会を開催します。

子ども・教育政策課
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主な取組③

事業名 事業内容

支援検討会議

養育や発達に課題を抱えるなど、支援の必要性を検討すべき家庭につい

て、今後の支援方針や具体的な支援の内容等を決定するための会議を開

催し、継続的な支援につなげます。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

支援検討会議の対象者数

(延べ)

３,３０７人

（令和３年度）
上昇 すこやか福祉センター

事業名 事業内容 担当課

すこやか福祉センターの

運営

子どもや妊産婦等が安心して住み慣れた地域で

暮らし続けられるよう、子育て、保健・福祉の地域

拠点として、相談・支援のほか、各種事業やサービ

スの提供を行います。

すこやか福祉センター

子ども・若者支援センター

の運営

子ども・若者及びその家庭からのあらゆる相談を

受け付け、助言や支援を行うほか、子ども・若者

及びその家庭の支援を行う関係機関と連携し、必

要な支援につなげます。

子ども・若者相談課

児童相談所の運営（再掲）

家庭環境、児童虐待、非行、里親、児童養護施設

等に関する相談等に対応します。家族が主体的に

子どもの安全を守る仕組みを作ることを、あらゆ

る人と手を携えて支えます。

児童福祉課

児童館の運営（再掲）

乳幼児から１８歳までの子どもの居場所や交流等

の機会を提供します。また、地域の見守りや子育

て関連団体のネットワーク支援を行います。

育成活動推進課

要保護児童対策地域協議

会（再掲）

要保護児童等への適切な保護や支援を行うため、

関係機関が必要な情報を共有し、支援計画に関す

る協議や進行管理などを行います。

子ども・若者相談課

子育てに関する相談体制の充実

様々な機会を捉え、SOSを発信できない世帯や複合的な課題を抱える世帯等を必要

な支援や地域資源につなげるため、発見、相談、継続的な支援を多機関が連携しながら

包括的に提供（重層的支援体制）し、生活課題の解決に向けて取り組みます。
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事業名 事業内容 担当課

教育相談（再掲）

教育上の悩みや問題を解消するために、児童・生

徒や保護者との面接・電話相談、遊戯治療、各種

の心理的な諸検査、他機関への紹介を行います。

指導室

スクールソーシャルワーカ

ーの配置（再掲）

不登校や生活指導上の課題に対応するため、社

会福祉等の専門的な知識や技術を持った人材を

配置し、関係機関と連携して問題解決へ向けた環

境づくりを行います。

指導室

困難を抱える子どもと子

育て家庭を支援につなぐ

ための取組

子どもソーシャルワーカーを配置し、地域の関係

機関及び団体等との連携体制を構築するなど、

生活に困難を抱える子ども及び子育て家庭を必

要な支援につなげる取組を推進します。

子育て支援課
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方向性

現状と課題

成果指標と目標値

取組の方向性

○ 困窮層と周辺層を合わせた生活困難層の割合は、全ての年齢層において１割を超え

ています。また、困窮層のうち約７割が、過去１年の間に経済的な理由による食料の困

窮を経験しています。

○ 困窮層のうち、電気・ガス・水道といった公共料金の滞納経験がある割合は、１割を超

えており、特に小学校高学年では、約３割となっています。また、家計が赤字である割

合は困窮層で約５割となっており、困難家庭ほど日常生活に影響が生じています。

○ ひとり親家庭は、保護者が子育てと生計の担い手という二重の役割をひとりで担う

必要があることから、日常生活や就労など、様々な面で困難に直面しやすい状況にあ

ります。また、離婚成立前から実質的なひとり親としての生活が始まっている場合も多

くあることから、早期かつ総合的な支援が求められています。

○ 子どもと子育て家庭の安定した生活を実現するため、食のセーフティネットの充実と

ともに、就業や住宅など、日常生活に関する支援を総合的に実施します。

○ 暮らし、仕事や子育てなど、ひとり親家庭が地域の中で安定的な生活を送ることがで

きるよう、個々の家庭が抱える課題に寄り添いながら、総合的かつ継続的な支援を実

施します。

〇 支援を必要とするひとり親家庭が早期に安定的な生活を送ることができるよう、離

婚成立前の実質的なひとり親家庭への支援を充実します。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値

①生活困難層の割合

【出典】中野区子どもと子育て家庭の実態調査

未就学児：10.7%

小学校低学年：11.1%

小学校高学年：11.2%

中学生：14.9%

（令和元年度）

未就学児：9.7%

小学校低学年：10.1%

小学校高学年：10.2%

中学生：13.9%

②ひとり親家庭の生活困難層の割合

【出典】中野区子どもと子育て家庭の実態調査

33.9%

（令和元年度）
31.9%

③公的機関に相談したかったが、何らかの理由（抵

抗感・時間や場所、窓口や方法の不便さ及び不明）

で相談できなかった生活困難層の割合

【出典】中野区子どもと子育て家庭の実態調査

19.1%

（令和元年度）
14.1%

（２）生活に困難を抱える子育て家庭への支援
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主な取組①

事業名 事業内容

子ども食堂への支援（再

掲）

子ども食堂を運営する団体に対し、その運営に係る経費を助成します。ま

た、区民等からの寄付物品の提供や運営に係る相談など、地域における子

ども食堂の運営を総合的に支援します。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

区内の子ども食堂の数
２７か所

（令和４年４月）
40か所 子育て支援課

子ども食堂がない小学校

区数

７校区

（令和４年４月）
０校区 子育て支援課

事業名 事業内容 担当課

就学援助

経済的理由によって義務教育を受けることが困

難と認められる児童・生徒の保護者に対して、給

食費・学用品費など学校教育に必要な経費の援

助を行います。

学校教育課

生活困窮者自立支援事業

就職や住まい、家計管理、子どもの学習など、日

常生活や経済的な困りごと、不安について、関係

機関と連携しながら課題の解決に向けた支援を

行います。

生活援護課

子育て支援課

行政サービスの利用料減

免・減額

所得やひとり親家庭など、条件により一部事業

（病児・病後児保育、子どもショートステイ等）で利

用料減免・減額を実施します。

各課

子ども配食事業（再掲）

経済的な理由や保護者の疾病など、子どもの養

育に支援が必要な家庭に対して食事を配達する

とともに、配達時に家庭の状況を把握し、児童虐

待の未然防止を図ります。

子ども・若者相談課

居住支援体制の推進

住宅部門と福祉部門とが連携しながら、子育て世

帯等の住宅確保要配慮者の住まいに関するきめ

細かいサポート体制を整えるとともに、居住支援

協議会において住まいの相談体制を推進します。

住宅課

地域の子ども食堂への支援や住宅の確保に関する支援など、生活に困窮する家庭の

日常生活を支えるための取組を進めます。

生活困窮家庭への支援
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事業名 事業内容 担当課

母子生活支援施設

生活・就労・教育・住宅等、解決困難な問題を抱え

る18歳未満の子どもを養育している母子世帯が

入所できる施設を運営し、養育支援、家庭運営支

援や就労支援等、自立に向けた支援を行います。

子育て支援課

子どもの生活実態調査

（再掲）

東京都立大学が実施する区内の高校２年生年齢

の子どもと保護者を対象とした調査に協力し、そ

の生活実態を把握するとともに、必要な支援を検

討します。

子ども・教育政策課

困難を抱える子どもと子

育て家庭を支援につなぐ

ための取組（再掲）

子どもソーシャルワーカーを配置し、地域の関係

機関及び団体等との連携体制を構築するなど、

生活に困難を抱える子ども及び子育て家庭を必

要な支援につなげる取組を推進します。

子育て支援課
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主な取組②

事業名 事業内容

ひとり親家庭総合支援事

業

ひとり親家庭相談員の配置による伴走型の相談体制の整備やひとり親家

庭の自立に向けたプランの作成など、ひとり親家庭を総合的に支援する

とともに、関係機関と連携した支援の強化やひとり親家庭のしおり等を活

用した効果的な情報発信を行います。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

ひとり親家庭等相談件数

（延べ）

３４０件

（令和３年度）
５００件 子育て支援課

事業名 事業内容 担当課

自立支援教育訓練給付

金、高等職業訓練促進給

付金

就業に結びつきやすい指定講座の受講や資格取

得のため、養成機関で修業する場合、所定の給付

金を支給し、経済的な負担の軽減と経済的自立を

促進します。

子育て支援課

子育て家庭ホームヘルプ

サービス（再掲）

小学生以下の子どもを養育している親族その他

の援助が得られないひとり親家庭、または小学生

以下の子どもの疾病等により家事援助などが必

要な子育て家庭に対し、利用要件に応じてホーム

ヘルパーを派遣します。

子育て支援課

実質的なひとり親家庭へ

の支援

離婚調停中で離婚成立前から実質ひとり親家庭

となった、１８歳到達後の最初の３月３１日までの

子どもを養育している世帯に対し、金銭給付を行

います。

子育て支援課

養育費確保支援事業

養育費や面会交流に関する普及啓発を行うとと

もに、養育費の取り決めに関する公正証書等の作

成やＡＤＲ（裁判外紛争解決手続き）に係る費用を

助成します。

子育て支援課

児童扶養手当

１８歳到達後の最初の３月31日までの子ども（障

害の状態にある場合は２０歳未満）を養育してい

るひとり親等の方で、所得限度額未満の方に手当

を支給します。

子育て支援課

児童育成手当

１８歳到達後の最初の３月31日までの子ども（障

害の状態にある場合は２０歳未満）を養育してい

るひとり親等の方で、所得限度額未満の方に手当

を支給します。

子育て支援課

ひとり親家庭への支援

ひとり親家庭が抱える複合的な課題の解消に向け、仕事や暮らし、子育てに関する支

援を総合的に提供するなど、ひとり親家庭が安定的な生活を早期かつ継続的に実現す

るための取組を進めます。
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事業名 事業内容 担当課

ひとり親家庭等医療費助

成

ひとり親家庭等の医療費の自己負担分（高齢者の

医療の確保に関する法律に準じた一部負担金及

び食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額

を除く）を助成します。

子育て支援課

母子生活支援施設（再掲）

生活・就労・教育・住宅等、解決困難な問題を抱え

る１８歳未満の子どもを養育している母子世帯が

入所できる施設を運営し、養育支援、家庭運営支

援や就労支援等、自立に向けた支援を行います。

子育て支援課

学習支援事業（再掲）

生活困窮世帯の小学６年生から中学３年生を対

象に学習支援を行います。小学生は学習の方法

を身につけ、学習習慣の定着を図るとともに、中

学生は受験対策も含めた学習指導により、高校へ

の進学を目指します。なお、対象については、小

学４年生まで段階的に拡充していきます。

子育て支援課

居住支援体制の推進（再

掲）

住宅部門と福祉部門とが連携しながら、子育て世

帯等の住宅確保要配慮者の住まいに関するきめ

細かいサポート体制を整えるとともに、居住支援

協議会において住まいの相談体制を推進します。

住宅課

女性相談

婦人相談員（女性相談員）を配置し、女性の様々

な問題や悩みの相談を受け、その解決のための助

言・指導を行います。

生活援護課

困難を抱える子どもと子

育て家庭を支援につなぐ

ための取組（再掲）

子どもソーシャルワーカーを配置し、地域の関係

機関及び団体等との連携体制を構築するなど、

生活に困難を抱える子ども及び子育て家庭を必

要な支援につなげる取組を推進します。

子育て支援課
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方向性

現状と課題

成果指標と目標値

取組の方向性

○ 療育相談や区内の障害児通所支援事業の延利用人数は増加傾向にあることから、各

家庭の状況や子どもの特性を踏まえた相談支援体制を充実する必要があります。ま

た、発達に課題や障害のある子どもを育てる保護者が周囲から十分な理解を得られな

い状況もあることから、発達の課題や障害に対する理解促進が重要です。

○ 医療的ケアが日常的に必要な子ども（医療的ケア児）の数は増加しており、また、必要

な支援が多様化していることから、その実態を把握するとともに支援体制の充実を図

る必要があります。

○ 特別支援学級在籍児童・生徒や通常の学級で特別支援教室を利用する児童・生徒の

数及び就学相談の件数は増加傾向にあることから、子どもの状況に合わせた適切な教

育環境を保護者が選択できるための支援を行う必要があります。

○ 特別な配慮を必要とする子どもとその家庭の状況を踏まえた適切な相談支援体制の

整備と、子どもとその保護者の地域での孤立を防ぐため、地域における理解の促進を

図ります。

○ 地域における医療的ケア児への支援を強化するため、関連機関との連携強化を図る

とともに、区立・私立保育園等における受入態勢の推進を図ります。

○ 子どもの特性や課題に応じた支援や指導を行うために、学校生活支援シートのさら

なる活用を図り、関係機関の連携による切れ目のない一貫した支援を行います。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値

①「日頃から子どもの状況を伝え合い、子どもの発達の

状況や課題について共通理解ができている」と考える

保護者の割合

【出典】障害児通所支援施設保護者アンケート

93.4％

（令和３年度）
９６.0％

②発達に支援を必要とする児童が、適切な相談・支援が

受けられたと考える保護者の割合

【出典】子育て支援に関するアンケート

５８.3％

（令和３年度）
９０.0％

③「学校生活支援シート（個別の教育支援計画）の作成

にあたり、学校と話し合うことができた」と思う保護者

の割合

【出典】学校教育に関する保護者アンケート

小学校：89.4％

中学校：86.9％

（令和３年度）

小学校：95.0％

中学校：95.0％

（３）子どもの発達・成長に応じた支援
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主な取組①

事業名 事業内容

療育施設運営

発達に課題や障害のある子どもとその家族が、持っている力を十分に発

揮し、地域の中でともに生活できるよう支援を行うため、療育センターア

ポロ園、療育センターゆめなりあ、子ども発達センターたんぽぽ、放課後デ

イサービスセンターみずいろの管理運営を行います。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

「通所を楽しみにしてい

る」と考える子どもの割合
【出典】区立障害児通所支援

施設保護者アンケート調査

９０.３％

（令和３年度）
１００％ 障害福祉課

「施設の療育や保護者支援

に満足している」と考える

保護者の割合

【出典】区立障害児通所支援

施設保護者アンケート調査

９４.０％

（令和３年度）
100％ 障害福祉課

事業名 事業内容 担当課

子ども発達支援事業

発達に課題のある子ども及びその保護者に対し、

ライフステージに合わせ、継続した相談支援を実

施するとともに、必要に応じて療育センター等の

関係機関調整を行います。また、子どもの発達等

に不安を抱える保護者を対象とした支援プログ

ラムやグループ活動を実施し、必要な支援につな

げます。

障害福祉課

すこやか福祉センター

ペアレントメンター養成事

業

子どもの発達に不安や戸惑いのある保護者が、

専門家とは違った立場で他の保護者を支援でき

るよう、ペアレントメンターを養成し、グループ相

談等のペアレントメンター活動支援を行います。

障害福祉課

子ども発達支援普及啓発

発達障害等に関する理解を促進するため、講演会

やシンポジウムの実施等区民向けに普及啓発を

行います。

障害福祉課

保育ソーシャルワーク事業

保育所における発達相談・養育相談に対して専門

的な見地から助言を行うことにより、保育所の運

営を支援します。

保育園・幼稚園課

発達に課題や障害のある子どもとその家族が、地域で孤立することのないよう、関係

機関と連携した切れ目のない支援体制を構築するとともに、区立療育センター、障害児

通所支援事業所や保育所等における専門的な支援の充実を図ります。また、地域社会へ

の参加や包容の推進のため、普及啓発事業等を行います。

発達に課題や障害がある子どもへの支援
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事業名 事業内容 担当課

区立療育センターにおけ

る保育所等訪問支援

保育園、幼稚園等に区立療育センターの職員が訪

問し、発達に課題や障害のある子どもの集団生活

の支援等を行います。

障害福祉課

医療的ケア児支援事業

こんにちは赤ちゃん訪問や医療機関からの情報

提供を通じて、医療的ケア児についての状況把

握、必要な支援や関係機関との連携の調整を行

います。また、区立・私立保育園、区立学校等での

医療的ケア児の受け入れを進めます。

障害福祉課

保育園・幼稚園課

学校教育課

育成活動推進課

すこやか福祉センター

医療的ケア児等の協議の

場の設置

医療的ケア児等への支援に係る区内の多様な地

域課題の解決を目的として、関係機関等による協

議の場を設置し、区内の実態把握や関係機関の

連携支援体制の検討等を行います。

障害福祉課

医療的ケア児コーディネー

ターの連携の場の確保

医療的ケア児コーディネーターの連携の場を確保

し、医療的ケア児等への相談援助技術の向上のた

め、区内の相談支援の事例や社会資源に関する

情報の共有を図ります。

障害福祉課

民間障害児支援事業所運

営支援

医療的ケアの必要な子どもが地域で療育が受け

られるよう、区内の民間障害児通所支援事業所へ

の運営費補助を行います。

障害福祉課

児童育成手当（再掲）

１８歳到達後の最初の３月３１日までの子ども（障

害の状態にある場合は２０歳未満）を養育してい

るひとり親等の方で、所得限度額未満の方に手当

を支給します。

子育て支援課

特別児童扶養手当

精神または身体に中程度以上の障害を有する

２０歳未満の子どもを扶養している方等で、所得

限度額未満の方に手当を支給します。

子育て支援課
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主な取組②

事業名 事業内容

学校生活支援シートの活

用

学校が児童・生徒一人ひとりのニーズを把握し、保護者の意向を伺いなが

ら「学校生活支援シート」を作成します。また、啓発資料の見直しを行い、シ

ートの理解・周知を図るとともに、教育・保健・医療・福祉等関係機関が切

れ目なく一貫した支援が継続できるよう連携を進めます。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

特別支援学級在籍児童・生

徒のうち、学校生活支援シ

ートを作成している児童・

生徒の割合

小学校：58.3％

中学校：62.7％

（令和３年度）

小学校：１００%

中学校：１００%

学校教育課

指導室

すこやか福祉センター

事業名 事業内容 担当課

就学相談

子どもの特性や状況から、学校生活を送る上で必

要な支援や一人ひとりに応じた適切な学習環境

について、就学相談専門員が保護者と一緒に考え

ます。

学校教育課

特別支援学級運営

特別支援学級在籍児童・生徒の教育課題の解決・

達成を図るため、学級運営・事業実施の支援を行

います。

学校教育課

特別支援教室における巡

回指導

発達障害のある児童・生徒の在籍校において、巡

回指導教員による特別な指導を、全小・中学校に

設置している特別支援教室で行います。

学校教育課

授業のユニバーサルデザ

イン化

全ての子どもたちが、分かりやすい、学びやすい

と感じられるように配慮された授業のユニバーサ

ルデザイン化を推進します。

指導室

区立小・中学校のバリアフ

リー化

「中野区立小中学校施設整備計画（改定版）」で改

築年次が示されていない学校について、バリアフ

リー化に向けた改修を進めます。

子ども教育施設課

個々の特性や課題に応じた指導の実施や学習環境の充実に向けた取組を進め、特別

な支援を必要とする子どもの教育的なニーズに対応するとともに、インクルーシブ教育

の一層の推進を図ります。

特別な支援を要する子どもへの教育の充実
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子どもと子育て家庭を支える教育・保育環境を整備する

○ 女性の就業率の上昇などによる共働き世帯の増加に伴い、保育施設の利用者は年々

増え続け、各自治体において待機児童問題の解消が急務となりました。

○ 幼児期の教育・保育の量の拡充や質の向上を図るため、国は、平成２７年４月に「子ど

も・子育て支援新制度」をスタートしました。また、平成２９年６月には「子育て安心プラ

ン」、令和２年１２月には「新子育て安心プラン」を公表し、令和６年度末までに女性の就

業率８２％に対応するための保育の受け皿を整備することとしています。

○ 区では、認可保育所の誘致や区立保育園の民営化など、計画的に保育施設の整備を

進め、保育定員の拡大を図ってきました。その結果、待機児童数は徐々に減少し、令和

４年４月には待機児童ゼロを達成しました。ところが、待機児童問題が解消する一方

で、保育施設の定員に空きが発生するなど、新たな課題も生じてきています。

○ 区の学童クラブに関しては、依然として待機児童が発生しています。国は平成２６年

７月に「放課後子ども総合プラン」を策定し、平成３１年度末までに約３０万人分の学童

クラブを整備することとしました。その後も共働き世帯は増加しており、「小一の壁」・

「待機児童」の問題を解消するとともに、全ての児童が放課後を安全・安心に過ごせる

ようにするため、平成３０年９月に「新・放課後子ども総合プラン」を策定し、令和５年度

末までにさらに約３０万人分の学童クラブを整備することとしています。

○ 区においても民間学童クラブの誘致などにより定員の増加を図ってきましたが、引

き続き待機児童解消に向けた対応が求められています。

目標

Ⅲ
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方向性

現状と課題

成果指標と目標値

取組の方向性

○ 保育施設については、増加する保育需要に対応するため、計画的な施設整備を行っ

てきたことにより、令和４年４月に待機児童ゼロを達成しました。今後、中野駅周辺の

再開発に伴う住戸数の増加も見込まれることから、引き続き保護者のニーズを適切に

把握し、需要に応じた定員数を確保していく必要があります。一方で、施設や地域によ

り定員に空きが生じており、施設の運営等に悪影響を及ぼすことが懸念されます。

○ 認証保育所の認可化のほか、保護者の多様なニーズに対応するため、保育園、幼稚園

の認定こども園化を検討する必要があります。

○ 学童クラブの待機児童対策については、民間学童クラブの誘致などを行ってきまし

たが、いまだ解消には至っていません。今後も共働き世帯の増加が見込まれることか

ら、待機児童対策に向けた検討が必要です。

○ 保育施設については、今後も地域によっては保育需要の増加が見込まれる可能性も

あることから、地域ごとの需要を的確に把握し、適切な定員の確保を図っていきます。

同時に、定員に空きが生じている保育施設等への支援についても検討を行います。

○ 保護者のニーズを踏まえながら、認証保育所の認可化や保育園、幼稚園の認定こど

も園化など、事業者に対する支援を行います。

○ 学童クラブについても、今後の需要を適切に把握しながら、待機児童数が多く見込ま

れる地域への民間学童クラブの誘致を検討するなど、子どもたちが放課後を安全・安

心に過ごせるための取組を進めます。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値

①保育所等利用待機児童数

【出典】中野区資料

０人

（令和４年４月）
０人

ベンチ

マーク

２３区平均 保育所等利用待機児童数

【出典】東京都資料

１．３９人

（令和４年４月）
ー

②学童クラブ待機児童数

【出典】中野区資料

７０人

（令和４年４月）
５６人

ベンチ

マーク

２３区平均 学童クラブ利用待機児童数

【出典】東京都資料

９９人

（令和４年４月）
ー

（１）幼児期から学童期の教育・保育施設の整備
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主な取組①

事業名 事業内容

教育・保育施設確保
地域の保育ニーズに合わせ、認可保育所の誘致や認可保育所等の定員を

柔軟に変更することで、待機児童ゼロを維持します。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

希望した施設に子どもを

通わせることができてい

る保護者の割合

【出典】保護者満足度調査

９１.３％

（令和３年度）
９７.０％ 保育園・幼稚園課

事業名 事業内容 担当課

区立教育・保育施設の建

替

区立保育園・幼稚園が担うべき役割を踏まえ、教

育・保育需要の推移、民間施設の定員充足状況、

施設の耐用年数等を勘案した、区立施設の適正

配置と建替計画を策定します。

保育園・幼稚園課

私立保育園・私立幼稚園

の認定こども園化の支援

多様化する教育・保育のニーズに応えるため、希

望する保育園、幼稚園の認定こども園化を支援し

ます。

保育園・幼稚園課

認可外保育施設の認可化

支援

認可保育所等への移行を希望する認可外保育施

設に対し、認可化移行に必要な改修費等の支援、

保育内容や施設運営等についての助言・指導を行

います。

保育園・幼稚園課

保育園等の指導検査の充

実

特定教育・保育施設等に対し、関係法令を遵守し、

適正な運営をしているかなどについて、指導検査

を行います。

保育園・幼稚園課

保育の質の維持・向上

小規模保育事業所及び認証保育所に定員未充足

による減収に対する加算を行い、施設経営の安定

と保育定数の維持を図り、保育定員を確保しま

す。

保育園・幼稚園課

保育所等の空き定員対策

少子化の進行や保育需要の地域偏在等に伴って

生じる保育所等の空き定員の有効活用と、空き定

員が生じないための柔軟な定員管理について検

討します。

保育園・幼稚園課

就学前人口と教育・保育需要の将来推計に基づき、適切な施設配置を行うとともに、

質の高い教育・保育が円滑に提供されるよう運営事業者の支援を行います。

教育・保育施設の整備と運営事業者の支援
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事業名 事業内容 担当課

保育ソーシャルワーク事

業（再掲）

保育所における発達相談・養育相談に対して専

門的な見地から助言を行うことにより、保育所

の運営を支援します。

保育園・幼稚園課

園庭のない保育園への支

援

園庭のない保育園が児童館や児童館隣接遊園

を利用できるようにしているほか、保育園の希

望に応じて、小学校校庭を利用するための手続

きを仲介し、スムーズな利用につなげていきま

す。

保育園・幼稚園課

育成活動推進課

区立保育園のＩＣＴ化推進
保育園業務支援システムを導入し、欠席連絡の

電子化等、保護者の利便性の向上を図ります。
保育園・幼稚園課

教育・保育業務システム

の標準化

全国自治体間の標準化システムを構築すること

で、帳票の統一化やオンライン申請拡充等の区

民の利便性の向上を図ります。

保育園・幼稚園課

私立幼稚園等の支援
幼児教育の充実を図るため、私立幼稚園等への

補助を実施します。
保育園・幼稚園課
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主な取組②

事業名 事業内容 担当課

学童クラブ整備・運営(再

掲)

保護者の就労等により、放課後、適切な保護を受

けられない児童を対象に、遊びや生活の場を提供

します。

育成活動推進課

学童クラブ待機児童対策

待機児童が生じている区域に民間学童クラブを

誘致します。また、キッズ・プラザや児童館等、多

様な放課後の過ごし方を紹介するパンフレットを

発行して保護者の理解を進め、待機児童の減少を

図ります。

育成活動推進課

学童クラブ ICT環境整備

（再掲）

子どもの学習環境を充実するため、学童クラブ室

にインターネット環境を整備します。
育成活動推進課

学童クラブ、キッズ・プラ

ザ入退室管理システム

児童の安全確保のため、システムにより利用児童

の入退室を把握します。
育成活動推進課

保護者の就労等により、放課後に適切な保護を受けられない児童を対象に、安全・安

心な放課後の居場所を提供します。また、学童クラブに加えてキッズ・プラザや児童館

等、多様な放課後の過ごし方について保護者の理解を進めます。

学童クラブの整備
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方向性

現状と課題

成果指標と目標値

取組の方向性

○ 区は、令和２年３月に「中野区保育の質ガイドライン」を策定し、当ガイドラインに基づ

き、保育従事者が自身の業務をチェックしているほか、各施設において人材育成研修

等の資料として活用することで、保育の質の向上を図ってきました。今後、さらに職員

の研修教材としての活用や保護者への普及啓発を推進していく必要があります。

○ また、引き続き、就学前教育を充実するとともに、保育園、幼稚園と小学校の連携を

推進し、義務教育への円滑な接続に取り組んでいく必要があります。

○ 女性の就業率の上昇に伴い、子育て家庭のニーズも多様化しています。保護者が必

要なときに安心して子どもを預けられるようにするため、様々なサービスの充実が求

められています。

○ 「中野区保育の質ガイドライン」の改定により、さらに内容を充実し、区内の全ての

教育・保育施設において、子どもたちの育成・発達に配慮しつつ、子どもの権利の視点

に立った教育・保育を確実に提供します。

○ 子どもの発達と学びの連続性を踏まえた教育の連携を推進するための「中野区就学

前教育プログラム」の活用を進めるとともに、園児と児童の交流等を通じて双方向か

ら連携を強化します。

○ 保護者のニーズに応じて、保育園の延長保育や休日保育、幼稚園での預かり保育な

どを実施します。また、保護者の就労等により、放課後に適切な保護を受けられない児

童に対し、学童クラブにおいて適切な遊びや安全・安心な生活の場を提供します。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値

①「保育の質ガイドライン」を知っている保護者のうち、

ガイドラインが教育・保育に役立てられていると感じる

保護者の割合

【出典】保護者満足度調査

80.9％

（令和３年度）
84.7％

②保育サービスの内容に満足している保護者の割合

【出典】保護者満足度調査

94.0％

（令和３年度）
96.5％

③学童クラブの満足度

【出典】保護者アンケート

９７.５％

（令和３年度）
９８.０％

（２）質の高い教育・保育サービスの提供
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主な取組①

事業名 事業内容

保育の質ガイドラインの運

用推進

就学前教育・保育施設において、子どもを中心とした教育・保育を計画的

かつ確実に提供するため、令和元年度に策定しました。令和４年度の改訂

では保育実践を掲載し、より活用しやすいものにしていきます。また、ガイ

ドライン研修を実施し、保育の質の維持・向上を図ります。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

保育の質ガイドラインを活

用している保育施設職員

の割合

【出典】保育の質ガイドライ

ン職員アンケート

86.2％

（令和３年度）
90.0％ 保育園・幼稚園課

事業名 事業内容 担当課

保育園の巡回支援と研修

の充実

保育園・幼稚園課の職員による園訪問で保育施設

の現状に応じ必要な助言指導を行います。また、

保育施設職員を対象とするガイドライン研修を実

施します。

保育園・幼稚園課

保育園等の指導検査の充

実（再掲）

特定教育・保育施設等に対し、関係法令を遵守し、

適正な運営をしているかなどについて、指導検査

を行います。

保育園・幼稚園課

保幼小中連携教育

就学前教育・保育施設、小・中学校の教員が互い

の教育・保育のよさを理解し、幼児期から中学校

までの１５年間の学びの連続性を踏まえた教育の

充実を図ります。

指導室

保育園・幼稚園課

就学前教育推進
就学前教育プログラムを活用し、就学前教育・保

育施設と小学校との教育連携を推進します。
指導室

入園・在園関係手続きの

簡素化

保育所入園申込み及び在園関係手続きについ

て、電子申請で可能となる項目を増やす等、保護

者の負担軽減を図ります。

保育園・幼稚園課

保護者向け保育関連情報

の発信

保護者へ紙面で提供している保育所の施設案内、

保育サービス、入園手続き等の各種情報をより分

かりやすく親しみやすい内容となるよう改善しま

す。

保育園・幼稚園課

生涯にわたる人格形成にとって重要な乳幼児期に、子どもが心身ともに健康で自分ら

しく育っていくための質の高い教育・保育を提供します。

また、保護者の就労等により、放課後に適切な保護を受けられない児童に対し、安全・

安心な居場所を提供し、健全な育成を図ります。

就学前の教育・保育の質の向上



109

事業名 事業内容 担当課

学童クラブ整備・運営(再

掲)

保護者の就労等により、放課後、適切な保護を受

けられない児童を対象に、遊びや生活の場を提供

します。

育成活動推進課

学童クラブ、キッズ・プラ

ザ入退室管理システム（再

掲）

児童の安全確保のため、システムにより利用児童

の入退室を把握します。
育成活動推進課

施設運営における子ども

の参加の推進（再掲）

子どもが日常的に利用する児童館、キッズ・プラ

ザ、学童クラブなどの子ども施設において、運営

に関して子どもが様々な方法で意見を出せる機

会を作ります。

育成活動推進課

子ども・教育政策課
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主な取組②

事業名 事業内容

医療的ケア児保育の拡充

令和２年度より区立沼袋保育園、白鷺保育園、令和３年度より区立本町保

育園で医療的ケア児（喀痰吸引・経管栄養・定時導尿）の受け入れを開始し

ました。今後は受け入れの拡充についての検討を進めていきます。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

医療的ケア児受け入れ人

数の拡充

区立保育園にて３名受

け入れの体制整備

（令和４年度）

区立・私立保育園にて

６名受け入れの体制整

備

保育園・幼稚園課

事業名 事業内容 担当課

幼稚園における一時預か

り

幼稚園等に在園する園児を対象に、教育時間の

前後や長期休業期間に一時預かりを実施します。
保育園・幼稚園課

延長保育

通常の利用時間以外に、保育認定を受けた子ど

もを対象に、保育施設において保育を実施しま

す。

保育園・幼稚園課

休日保育

休日に保護者全員が就労等の事由により家庭保

育ができないときに、認可保育所で一時的に保育

を実施します。

保育園・幼稚園課

病児・病後児保育（再掲）

子どもが病気の回復期または回復期に至らない

状態のため集団保育が困難な期間、専用保育室

のある施設において一時的に預かることにより、

子育てと就労等の両立を支援します。

子育て支援課

ファミリー・サポート事業

（再掲）

子育ての援助を受けたい方と、子育ての援助をし

たい方が会員になり、地域の中で助け合いながら

子育てをする会員制の支えあい活動を実施しま

す。

子育て支援課

一時預かり（再掲）

乳幼児を家庭で養育している保護者が日中一時

的に保育できないとき、保育施設において保護者

に代わって保育します。

子育て支援課

保護者の状況に応じ、必要なときに安心して子どもを預けられるようにするため、利

用できるサービスの充実を図ります。

多様な教育・保育サービスの充実
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事業名 事業内容 担当課

ベビーシッター利用支援

（一時預かり）（再掲）

日常生活上の突発的な事情等により、一時的に保

育が必要となった保護者がベビーシッターを利用

した場合の利用料の一部を助成します。

子育て支援課

児童館における一時預か

り（再掲）

保護者の仕事やリフレッシュ、通院などの一時的

な用事や急用の場合に、一部の児童館において

時間単位で子どもを預かります。

育成活動推進課

子どもショートステイ（再

掲）

保護者の入院や出張などにより、一時的に子ども

の養育が困難な場合、区が委託した施設または区

が認定した協力家庭の居宅で宿泊を伴って子ど

もを預かります。さらに、要支援ショートステイ事

業やショートステイ協力家庭事業の充実を図りま

す。

子ども・若者相談課

トワイライトステイ（再掲）

保護者が仕事、病気等の理由により夜間の時間

帯において、一時的に子どもの保育をすることが

困難となり、かつ同居の親族の中に保育する方が

いない場合に、区が委託した施設で子どもを保育

します。

子ども・若者相談課

障害児の標準時間保育の

推進

障害児保育の充実を図るため、障害児を標準保

育時間（１１時間保育）として受け入れた認可保育

所に対する支援について検討します。

保育園・幼稚園課

認可外保育施設保護者の

支援

認証保育所等の利用者負担軽減のため、子育て

のための施設等利用給付に加えて、認証保育所

及び認可外保育施設（待機児童の保護者に限る）

を利用する保護者に対して補助を実施します。

保育園・幼稚園課

私立幼稚園保護者の支援

私立幼稚園等を利用する保護者に対して、子育て

のための施設等利用給付に加えて、入園料と保育

料を補助します。また、新制度へ移行した私立幼

稚園等を利用する保護者に対しては、各園が幼児

教育の質の向上のために保護者に求める特定負

担額について、一定の基準で補助を実施します。

保育園・幼稚園課
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あらゆる若者の社会参画を支援する

○ 近年、ニートやひきこもりなどの若者の自立をめぐる問題の深刻化や、有害情報の氾濫

など、子ども・若者をめぐる環境が悪化しています。国は、従来の個別分野における縦割

り的な対応では限界があるとして、教育、福祉、雇用等の関連分野における子ども・若者

育成支援施策の総合的推進と、困難を抱える若者を支援するための地域ネットワークづ

くりの推進を主な目的として、平成２２年４月に「子ども・若者育成支援推進法」を施行し

ました。また、同年７月には同法に基づき「子ども・若者ビジョン」を策定しました。

○ 平成２８年２月には「子ども・若者ビジョン」の見直しにより「子供・若者育成支援推進大

綱」が策定されましたが、その後も子ども・若者を取り巻く状況は大きく変化し、孤独・孤

立の問題が深刻化したことなどから、令和３年４月に、第３次となる大綱が策定されまし

た。改定後の大綱では、「全ての子供・若者の健やかな育成」「困難を有する子供・若者や

その家族の支援」「創造的な未来を切り拓く子供・若者の応援」「子ども・若者の成長のた

めの社会環境の整備」「子供・若者の成長を支える担い手の養成・支援」について重点的

に取り組むことが基本方針として掲げられています。

○ 区では、令和３年１１月に「中野区子ども・若者支援センター」を開設し、子育てや若者の

あらゆる困りごとに関する相談の受付を開始しました。若者相談事業では、義務教育終

了後から３９歳までの若者とその家族に関する相談を受け付けているほか、若者が安心

してゆっくりと過ごせる居場所としてフリースペースを設置しています。フリースペース

では、若者が様々な経験をすることにより社会参画へつながるよう各種プログラムの

提供を行います。

○ また、大学生や社会人がチャレンジできる環境を提供することを目的として、令和４年

度より若者会議の開催や若者によるハイティーン会議の運営支援等の事業を開始した

ほか、Twitterのアカウントを開設し、若者に関連する様々な情報を発信しています。

目標

Ⅳ
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方向性

現状と課題

成果指標と目標値

取組の方向性

○ これまでも中高生を対象として、ワークショップ形式で知見を深め発表する「ハイティ

ーン会議」などを行ってきましたが、知見を深めることに留まっていることや、自主的・

自発的な活動、地域参加につながらないといった課題があります。中高生年代が自由

に意見を表明し、発信できる取組をさらに進め、主体的に活動し、交流できる機会や健

全な居場所を確保していく必要があります。

○ 区全体の人口のうち、若者の占める割合は、約４割となっています。令和４年度の「中

野区区民意識・実態調査」においては、就労以外の社会や地域との関わりについて、関

わっていない・関わるつもりはないと答えた人が３割を超えているのが現状です。若

者の地域での幅広い交流や活動の機会を作るとともに、若者の視点を区政や地域の課

題解決に生かしていく必要があります。

○ 若者を対象としたワークショップ等を開催し、自己表現や興味・関心に応じた体験の

機会を充実するとともに、若者ならではの視点を区政や地域に生かし、若者と地域と

のつながりを構築していきます。

○ 若者の活動・交流や相談・支援の拠点となる場の提供を行うとともに、若者の活動や

交流の機会を充実するため、中高生年代向けの施設の整備等に向けた検討を行いま

す。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値

①「若者がチャレンジできる環境が整っている」と思う区

民の割合

【出典】中野区区民意識・実態調査

２3.1％

（令和４年度）
５０.0％

②地域活動やNPOなどの活動に参加した２０代以下、

３０代の割合

【出典】中野区区民意識・実態調査

１１.５％

（令和４年度）
４５.0％

ベンチ

マーク

２０代若者の地域の人との関わりに強いつなが

りを感じている者の割合

【出典】子供・若者の意識に関する調査（内閣府）

２０.0％

（令和元年度）
－

③地域社会などでボランティア活動に参加したことがあ

る中学生の割合

【出典】中野区資料

５４.0％

（令和４年度）
７３.0％

ベンチ

マーク

１３歳～１４歳のボランティアなどに参画して直

接社会を良くしていきたいと思う者の割合

【出典】子供・若者の意識に関する調査（内閣府）

１１.0％

（令和元年度）
－

（１）すべての若者のすこやかな育成支援
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主な取組①

事業名 事業内容

若者情報発信事業

（Twitter）

若者施策の認知度を高め、事業参加者や関与する区民等の増加を目的と

して、若者向けTwitter アカウントを開設し、若者支援関連事業の周知や

若者が行う活動等の情報発信を行います。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

フォロワー数 ー ２,０００人
育成活動推進課

子ども・若者相談課

事業名 事業内容 担当課

ハイティーン会議・若者会

議

若者の自主的・自発的な活動や地域参加など、具

体的な取組につなげ、若者ならではの視点を区政

や地域に生かすことを目的に、中高生年代対象の

ハイティーン会議や大学生・社会人対象の若者会

議を開催します。

育成活動推進課

大学連携事業

地域との繋がり形成や地域で活躍する若者の育

成を目的に、大学への教育・研究活動の実践の場

の確保・提供を行うとともに、地域と大学をつな

げる仕組みを作り、連携を図ります。

育成活動推進課

企画課

中高生年代向け施設の整

備（再掲）

若者の活動・交流の拠点として、中高生年代向け

施設を整備します。整備にあたっては、中高生年

代の意見を聴きながら進めます。

育成活動推進課

中高生交流事業
児童館において、中高生年代の活動を支援し、地

域での交流を進めます。
育成活動推進課

若者フリースペースの運

営

子ども・若者支援センターに若者が安心してゆっ

くりと過ごせる居場所を提供するとともに、若者

が様々な経験をすることにより社会参加へつな

がるよう、各種プログラムを実施します。

子ども・若者相談課

若者を対象としたワークショップ等を開催し、自己表現や興味・関心に応じた体験の機

会を充実します。また、若者の視点を区政や地域に生かすことにより、若者の社会参画を

促します。

若者の活動・社会参画の機会の充実
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事業名 事業内容 担当課

二十歳（はたち）のつどい

対象年齢者（２０歳）のうち、有志による実行委員

会形式により企画・運営した式典を、成人の日の

趣旨に基づき、大人になったことを自覚し、促す

ことを目的として実施します。

育成活動推進課

１８歳成人の普及啓発（消

費者トラブル）（再掲）

学校等と連携を図りながら、消費者被害防止を目

的とした出前講座を実施します。
区民文化国際課
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主な取組②

事業名 事業内容

若者フリースペースの運営

（再掲）

子ども・若者支援センターに若者が安心してゆっくりと過ごせる居場所を

提供するとともに、若者が様々な経験をすることにより社会参加へつなが

るよう、各種プログラムを実施します。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

若者フリースペース利用者

数（延べ）

２９人

（令和３年度※）
※令和３年１１月２９日から

１,４４０人 子ども・若者相談課

事業名 事業内容 担当課

児童館の運営（再掲）

乳幼児から１８歳までの子どもの居場所や交流等

の機会を提供します。また、地域の見守りや子育

て関連団体のネットワーク支援を行います。

育成活動推進課

中高生年代向け施設の整

備（再掲）

若者の活動・交流の拠点として、中高生年代向け

施設を整備します。整備にあたっては、中高生年

代の意見を聴きながら進めます。

育成活動推進課

区有施設の中高生年代の

利用検討

既存の区有施設における、中高生年代の利用に

向けた機能や利用方法の検討を行います。
育成活動推進課

子ども食堂への支援（再

掲）

子ども食堂を運営する団体に対し、その運営に係

る経費を助成します。また、区民等からの寄付物

品の提供や運営に係る相談など、地域における子

ども食堂の運営を総合的に支援します。

子育て支援課

若者の活動・交流や相談・支援の拠点となる施設を運営するとともに、中高生年代向

け施設を充実するための検討を行います。

若者の居場所の充実
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方向性

現状と課題

成果指標と目標値

取組の方向性

○ 全国的な課題として、趣味や近所での買い物等を除き、ほとんど自宅・自室から外出

しないひきこもり状態の若者がおり、その期間も長期化するなど、家族を含めて社会

から孤立し、孤独を深めていることが指摘されています。また、若年無業者も増加傾向

にあるなど、若者の自立に関する問題が深刻化しています。

○ 内閣府が令和元年度に実施した「子供・若者の意識に関する調査」から、居場所の数

や相談できる人のいる場の数、困ったときに助けてくれる人がいる場の数などが、自

己肯定感や自己有用感と概ね相関関係があることが分かっています。

○ 困難や生きづらさを抱えている若者が、気軽に相談できる場や人とのつながりを持

てる場を提供するとともに、全ての若者が社会参画できるような取組を進めていく必

要があります。

○ 子ども・若者支援センターにおける若者相談事業を充実するとともに、子ども・若者

支援地域協議会を設置するなど、若者の相談支援体制の構築を図ります。

○ 令和４年４月に中野区社会福祉協議会への委託により開設した「ひきこもり相談窓

口」などにより、ひきこもり状態の若者への相談や支援を実施します。

○ 近年増加している区立小・中学校の不登校児童・生徒への対応や、その児童・生徒の

中学校卒業後の支援等についても取組を進めます。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値

①「自分は価値のある人間だ」と思う中学生の割合

【出典】中野区子どもと子育て家庭の実態調査

６３.６％

（令和元年度）
６８.0％

②子ども・若者支援センター及びすこやか福祉センタ

ーにおける若者相談対応件数（実人員）

【出典】中野区資料

１５５人

（令和３年度※）
※子ども・若者支援センター

は、令和３年１１月２９日から

２７５人

ベンチ

マーク

若者総合支援センター「若ナビα」年間相

談対応件数（実人数）

【出典】東京都資料

７,１６４人

（令和３年度）
－

（２）若者の課題解決に向けた支援
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主な取組①

事業名 事業内容

子ども・若者支援センター

若者相談事業（再掲）

義務教育終了後から３９歳までの若者で、就学や就労などに課題を抱えて

いる方やその家族に対して、他人や社会との関係が再構築できるよう助

言・支援を行います。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

若者相談対応により課題

の解決に至った件数（実人

員）

５８人

（令和３年度※）
※令和３年１１月２９日から

１３７人 子ども・若者相談課

事業名 事業内容 担当課

ひきこもり支援事業

ひきこもり状態にある本人やその家族等に対し、

相談窓口や居場所の設置、家族会の運営支援や

アウトリーチ等による伴走支援を行います。また

ひきこもりサポーター養成講座等による支援人材

の育成を行います。

地域包括ケア推進課

若者フリースペースの運

営（再掲）

子ども・若者支援センターに若者が安心してゆっ

くりと過ごせる居場所を提供するとともに、若者

が様々な経験をすることにより社会参加へつな

がるよう、各種プログラムを実施します。

子ども・若者相談課

子ども・若者支援地域協

議会の設置

関係機関等が行う支援を適切に組み合わせるこ

とによりその効果的かつ円滑な実施を図るため、

子ども・若者支援地域協議会を設置します。

子ども・若者相談課

若者情報発信事業

（Twitter）（再掲）

若者施策の認知度を高め、事業参加者や関与す

る区民等の増加を目的として、若者向けTwitter

アカウントを開設し、若者支援関連事業の周知や

若者が行う活動等の情報発信を行います。

育成活動推進課

子ども・若者相談課

子どもの権利救済機関

（子ども相談室）の運営

（再掲）

子どもの権利侵害に関する相談に対して助言・支

援を行うとともに、必要に応じて、権利侵害の状

況の調査や関係機関への調整等を行い、子ども

の権利の侵害からの速やかな救済及び子どもの

権利の保障を図ります。運営にあたっては、相談

しやすい環境や雰囲気づくりを行うとともに、

SNSを活用した相談や、切手不要のはがき・手紙

による相談など子どもが相談しやすい相談手法

を検討します。

子ども・教育政策課

社会との関わりに課題を抱える若者とその家族の状況を総合的に把握し、段階的に自

立につながるよう、関係機関・地域との連携などにより、社会参加や就労に向けた継続

的な相談体制を整備します。

若者に関する相談支援体制の整備
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事業名 事業内容 担当課

児童相談所の運営(再掲）

家庭環境、児童虐待、非行、里親、児童養護施設

等に関する相談等に対応します。家族が主体的に

子どもの安全を守る仕組みを作ることを、あらゆ

る人と手を携えて支えます。

児童福祉課

教育相談（再掲）

教育上の悩みや問題を解消するために、児童・生

徒や保護者との面接・電話相談、遊戯治療、各種

の心理的な諸検査、他機関への紹介を行います。

指導室

スクールカウンセラーの配

置（再掲）

学校内の教育相談体制の充実を図るため、区立

学校に週１日、都のスクールカウンセラーを配置し

ます。また、中学校区に週１日、区のスクールカウ

ンセラーを配置します。

指導室

心の教室相談員の配置

（再掲）

早期にいじめ・不登校・問題行動等に対応するた

め、学校に居場所や話し相手、または相談相手を

見いだせずにいる児童・生徒に対し、気軽に立ち

寄れる場所と話のできる環境を整備します。

指導室

スクールソーシャルワーカ

ーの配置（再掲）

不登校や生活指導上の課題に対応するため、社

会福祉等の専門的な知識や技術を持った人材を

配置し、関係機関と連携して問題解決へ向けた環

境づくりを行います。

指導室

ＳＮＳ相談窓口「ＳＴＡＮＤＢ

Ｙ」（再掲）

中学生を対象に区独自のＳＮＳ相談窓口を設置

し、友人関係や学業・進路、家族や自分自身の心

身に関わることなど、様々な悩みや不安について

生徒一人ひとりに応じた支援を行います。

指導室

消費生活相談（再掲）

消費生活トラブルを抱える若者が、適切に助言や

あっせんを受けることができる環境を整えるた

め、消費生活相談窓口等の周知を図ります。

区民文化国際課

人権擁護相談（再掲）

いじめやことばによる暴力、差別、いやがらせ等

人権侵害に関することについて、法務省から委嘱

された中野地区の人権擁護委員による専門相談

を実施します。

企画課

自殺対策事業（再掲）

「中野区自殺対策計画」に基づき、自殺予防のた

めの普及啓発事業や人材育成事業、インターネッ

ト上の自殺関連用語検索に連動した広告を活用

した自殺対策メール相談事業を実施します。

保健予防課

性的マイノリティ対面相談

（再掲）

性的指向や性自認に関する悩み等について、当事

者だけでなく、家族なども含めた、性的マイノリテ

ィ当事者による専門相談を実施します。

企画課

就労支援プログラム事業

（中野就労セミナー・中野

就職サポート）

長期間働いていない、ひきこもり気味で就職した

ことがない等の理由により、すぐに仕事に就くこ

とに不安のある方のため、関係機関と連携しなが

ら就労に向けた支援を行います。

生活援護課
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主な取組②

事業名 事業内容

ひきこもり支援事業（再

掲）

ひきこもり状態にある本人やその家族等に対し、相談窓口や居場所の設

置、家族会の運営支援やアウトリーチ等による伴走支援を行います。また

ひきこもりサポーター養成講座等による支援人材の育成を行います。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

ひきこもりサポーター養成

講座受講後のサポーター

登録者数

－ ３０人 地域包括ケア推進課

事業名 事業内容 担当課

子ども・若者支援センター

若者相談事業（再掲）

義務教育終了後から３９歳までの若者で、就学や

就労などに課題を抱えている方やその家族に対

して、他人や社会との関係が再構築できるよう助

言・支援を行います。

子ども・若者相談課

若者の対応に悩む家族へ

の支援

課題を抱える若者の対応に悩んでいる家族向け

の講演会の実施や、家族同士が交流できる場の

提供などにより、家族の孤立を防ぐとともに、継

続的な支援を行います。

子ども・若者相談課

不登校児童等の中学校卒

業後の支援（再掲）

中学校で不登校等の課題があり支援されていた

生徒について、中学校と連携して情報を共有し、

卒業後も必要な相談支援が途切れることのない

ように継続的な支援を行います。

すこやか福祉センター

子どもの権利救済機関

（子ども相談室）の運営

（再掲）

子どもの権利侵害に関する相談に対して助言・支

援を行うとともに、必要に応じて、権利侵害の状

況の調査や関係機関への調整等を行い、子ども

の権利の侵害からの速やかな救済及び子どもの

権利の保障を図ります。運営にあたっては、相談

しやすい環境や雰囲気づくりを行うとともに、

SNSを活用した相談や、切手不要のはがき・手紙

による相談など子どもが相談しやすい相談手法

を検討します。

子ども・教育政策課

子ども相談室の普及啓発

（再掲）

子どもにとって親しみやすい相談窓口となるよ

う、相談室に愛称を付けたり、マスコット・キャラク

ターとともに周知を行うなど、普及啓発を進めま

す。

子ども・教育政策課

若者が抱える課題に応じて、各相談窓口が専門性を生かした支援を行います。また、

若者の対応に悩む家族が孤立しないよう、継続的な支援を行います。

困難さや生きづらさに直面する若者に対する支援
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事業名 事業内容 担当課

児童相談所の運営(再掲）

家庭環境、児童虐待、非行、里親、児童養護施設

等に関する相談等に対応します。家族が主体的に

子どもの安全を守る仕組みを作ることを、あらゆ

る人と手を携えて支えます。

児童福祉課

教育相談（再掲）

教育上の悩みや問題を解消するために、児童・生

徒や保護者との面接・電話相談、遊戯治療、各種

の心理的な諸検査、他機関への紹介を行います。

指導室

スクールカウンセラーの配

置（再掲）

学校内の教育相談体制の充実を図るため、区立

学校に週１日、都のスクールカウンセラーを配置し

ます。また、中学校区に週１日、区のスクールカウ

ンセラーを配置します。

指導室

心の教室相談員の配置

（再掲）

早期にいじめ・不登校・問題行動等に対応するた

め、学校に居場所や話し相手、または相談相手を

見いだせずにいる児童・生徒に対し、気軽に立ち

寄れる場所と話のできる環境を整備します。

指導室

スクールソーシャルワーカ

ーの配置（再掲）

不登校や生活指導上の課題に対応するため、社

会福祉等の専門的な知識や技術を持った人材を

配置し、関係機関と連携して問題解決へ向けた環

境づくりを行います。

指導室

ＳＮＳ相談窓口「ＳＴＡＮＤＢ

Ｙ」（再掲）

中学生を対象に区独自のＳＮＳ相談窓口を設置

し、友人関係や学業・進路、家族や自分自身の心

身に関わることなど、様々な悩みや不安について

生徒一人ひとりに応じた支援を行います。

指導室

人権擁護相談（再掲）

いじめやことばによる暴力、差別、いやがらせ等

人権侵害に関することについて、法務省から委嘱

された中野地区の人権擁護委員による専門相談

を実施します。

企画課

自殺対策事業（再掲）

「中野区自殺対策計画」に基づき、自殺予防のた

めの普及啓発事業や人材育成事業、インターネッ

ト上の自殺関連用語検索に連動した広告を活用

した自殺対策メール相談事業を実施します。

保健予防課

性的マイノリティ対面相談

（再掲）

性的指向や性自認に関する悩み等について、当事

者だけでなく、家族なども含めた、性的マイノリテ

ィ当事者による専門相談を実施します。

企画課

就労支援プログラム事業

（中野就労セミナー・中野

就職サポート）（再掲）

長期間働いていない、ひきこもり気味で就職した

ことがない等の理由により、すぐに仕事に就くこ

とに不安のある方のため、関係機関と連携しなが

ら就労に向けた支援を行います。

生活援護課

子ども食堂への支援（再

掲）

子ども食堂を運営する団体に対し、その運営に係

る経費を助成します。また、区民等からの寄付物

品の提供や運営に係る相談など、地域における子

ども食堂の運営を総合的に支援します。

子育て支援課

子どもの生活実態調査

（再掲）

東京都立大学が実施する区内の高校２年生年齢

の子どもと保護者を対象とした調査に協力し、そ

の生活実態を把握するとともに、必要な支援を検

討します。

子ども・教育政策課
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子ども・若者の成長を地域全体で支える環境づくりを推進する

○ 核家族化の進展、共働き世帯の増加などにより、子どもと子育て家庭を取り巻く環境

は大きく変化しています。自分の生まれ育った地域以外で子育てをしている家庭も多

く、不安や悩みを誰にも相談できずに孤立して子育てをしている保護者も少なくあり

ません。また、子どもは、保護者だけでなく、地域の大人たちに見守られながら様々な

体験をすることで、心豊かに成長することができます。このようなことから、子どもの

育ちや子育て家庭を地域全体で見守り、支える環境を整えることが必要です。

○ 区では、青少年育成地区委員会、町会・自治会、商店街などの活動が活発に行われ、

民生・児童委員が子どもや子育てに関する困りごとなどに応じているほか、次世代育

成委員が各地域の子育て活動の支援や連携の推進を図っています。中野区社会福祉協

議会では、関係機関との協力により支援が必要な家庭の早期発見へつなげています。

○ また、児童・生徒が安心・安全に学校生活を送り、健全に成長できるよう、地域や学校

と連携したPTA活動が行われています。

○ 今後より一層、地域の人々がこのような活動を通じてお互いのつながりを深め、地

域への愛着を育むことで新たな活動の担い手を育成し、地域全体で子どもの育ちを見

守る環境を整えていく必要があります。

○ 一方で、子どもと子育て家庭が住み続けたいと思えるまちにするため、公園や施設

等を充実するとともに、子育て関連店舗の普及促進などに取り組み、ハード・ソフト両

面から魅力的な環境を整備していくことが求められています。

○ さらに、今後も共働き世帯が増加していくと考えられることから、働きながら子育て

しやすい環境を整備するため、区内の企業や事業者に対する啓発などの取組も進めて

いくことが重要です。

目標

Ⅴ
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方向性

現状と課題

成果指標と目標値

取組の方向性

○ 令和４年度の「中野区区民意識・実態調査」によると、最近１年間で子育て支援活動に

参加した区民の割合は３．１％で、依然として低い傾向にあります。地域の子育て関連

団体においては人材の確保が課題となっており、子育て支援を担う人材の育成や団体

と担い手のマッチングなどを促進する必要があります。

○ また、多様化する子どもと子育て家庭のニーズに、より対応できる活動を生み出して

いくためにも、子育て関連活動への支援を充実していく必要があります。

○ 区民相互の助け合いによる子育て支援活動であるファミリー・サポート事業において

は、支援する側の人材不足が課題となっており、地域における子育て支援を担う人材

の育成が求められています。

○ 児童館を中心に、子育てを支援する仲間づくりを推進する取組や活動の場の充実を

図ることなどにより、子育て関連団体や子育て支援活動を行う区民等の活動の拠点と

しての機能を強化します。

○ 地域における子育て支援活動を活性化するため、子育て関連団体への支援を強化す

るとともに、団体同士のネットワークの構築を図ります。

○ ファミリー・サポート事業については、広報内容や広報先を工夫し、協力会員となって

参加しやすい環境づくりを目指します。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値

①地域における子育て支援活動に参加した区民の割合

【出典】中野区区民意識・実態調査

３.１％

（令和４年度）
３.６％

②ファミリー・サポート・センター事業における利用マッ

チング率

【出典】中野区資料

８８.７％

（令和３年度）
９０.0％

③「子育て活動が活発であるとともに、子育てしやすい

体制が整っている」と思う区民の割合

【出典】中野区区民意識・実態調査

３１.３％

（令和４年度）
向上

（１）地域における子育て支援活動の推進
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主な取組①

事業名 事業内容

政策助成（子どもと子育て

家庭の支援及び若者のチ

ャレンジを支援するための

活動）

区の政策目的の実現に貢献する、区民団体が主催の中野区民を対象とし

た公益活動（子どもと子育て家庭の支援及び若者のチャレンジを支援する

ための活動）に係る経費について、助成を行います。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

助成事業数
２７事業

（令和３年度）
６０事業 育成活動推進課

事業名 事業内容 担当課

プレーパーク活動支援事

業（再掲）

地域団体等が、各地区の特色・資源等を生かした

地域に根ざしたプレーパーク活動を安全かつ安定

的に実施できるよう、活動を担う人材の養成への

支援及び普及啓発のための取組を行います。

育成活動推進課

児童館における子育て活

動支援の機能強化

子育て支援活動を行う地域団体や個人の活動を

支援し、交流や相互理解を進めて、地域における

連携の強化を図ります。

育成活動推進課

子育て支援地域づくり啓

発助成金事業

青少年育成地区委員会による、地域での子育て

支援活動、健全育成事業等の情報を発信すること

を目的とした広報紙等の発行に係る事業に対し

て、助成します。

育成活動推進課

地域施設の有効活用(再

掲)

区民活動センター等を子育て支援団体などの地

域団体が有効活用できるよう、予約方法の見直し

や集会室の空き状況の可視化などにより、利便性

の向上を図ります。

地域活動推進課

子ども食堂への支援（再

掲）

子ども食堂を運営する団体に対し、その運営に係

る経費を助成します。また、区民等からの寄付物

品の提供や運営に係る相談など、地域における子

ども食堂の運営を総合的に支援します。

子育て支援課

学習支援団体への支援

（再掲）

子どもたちの学びを支援するために地域で活動

する団体のニーズを把握し、広報などを含め、必

要な支援を行います。

子育て支援課

子どもと子育て家庭等を支援する取組に対する各種助成制度の用意や研修会等の実

施により、子育て支援活動を行う団体を支援します。

子育て関連団体への支援
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主な取組②

事業名 事業内容

児童館における子育て活

動支援の機能強化（再掲）

子育て支援活動を行う地域団体や個人の活動を支援し、交流や相互理解

を進めて、地域における連携の強化を図ります。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

地域と連携して行った事

業の件数（１児童館あたり）

３９件

（令和３年度）
４６件 育成活動推進課

事業名 事業内容 担当課

地区懇談会の充実

中学校区ごとに、子どもと家庭に関わる地域の課

題と課題解決に向けた取組や地域の連携につい

て協議します。

育成活動推進課

地域の団体と児童館との

共催事業

地域状況に応じて育成団体と児童館が共催で事

業を実施し、交流や連携を進めます。
育成活動推進課

次世代育成委員の活動支

援

定期的な全体会実施による情報共有の機会の提

供や研修会実施による活動支援を行います。
育成活動推進課

青少年育成地区委員会の

活動支援

代表者会や研修会・部門会の実施や政策助成、子

育て支援地域づくり啓発助成金事業により、活動

を支援します。

育成活動推進課

地域施設の有効活用(再

掲)

区民活動センター等を子育て支援団体などの地

域団体が有効活用できるよう、予約方法の見直し

や集会室の空き状況の可視化などにより、利便性

の向上を図ります。

地域活動推進課

ファミリー・サポート事業

（再掲）

子育ての援助を受けたい方と、子育ての援助をし

たい方が会員になり、地域の中で助け合いながら

子育てをする会員制の支えあい活動を実施しま

す。

子育て支援課

困難を抱える子どもと子

育て家庭を支援につなぐ

ための取組（再掲）

子どもソーシャルワーカーを配置し、地域の関係

機関及び団体等との連携体制を構築するなど、

生活に困難を抱える子ども及び子育て家庭を必

要な支援につなげる取組を推進します。

子育て支援課

様々な地域事業の取組を通じて地域における連携を進め、子どもと子育て家庭に関

わる見守りネットワークを強化します。

地域における子育て支援ネットワークの強化
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方向性

現状と課題

成果指標と目標値

取組の方向性

○ 令和元年度に実施した「中野区子どもと子育て家庭の実態調査」における遊び・憩い

の環境に不満を感じている保護者の割合は５９．６%、商業環境に不満を感じている保

護者の割合は４５．３%であり、区内の遊び・憩いの環境や商業環境の充実に向けて取

組を進める必要があります。

○ 区内における共働き世帯の割合は、未就学児の保護者及び就学児の保護者ともに７

割を超えており、今後も増加することが見込まれることから、共働き世帯が子育てしや

すい環境の整備が求められています。

○ 「中野区子どもと子育て家庭の実態調査」における安心・安全の環境に総合的に満足

している保護者の割合は26．5％である一方、全国的にも子どもが被害者となる事件

や事故が依然として発生していることから、犯罪や事故から子どもを守ることができ

る取組を進める必要があります。

○ 子育て家庭にとって魅力的な公園の整備や子育て家庭にやさしい店舗の充実等を図

り、子どもと子育て家庭が住み続けたくなる環境の整備を進めます。

○ 子育てと就労の両立に向け、子どもに関する施設の整備を進めるとともに、ワーク・

ライフ・バランスや女性の就労を支えるための取組を実施します。

○ 地域における見守り活動を充実するとともに、犯罪や事故に関する普及啓発を行い、

子どもが犯罪や事故に巻き込まれることなく、すこやかに成長できる環境を整備しま

す。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値

①定住意向（「中野区に住み続けたい」と思う保護者の

割合）

【出典】中野区子どもと子育て家庭の実態調査

61.2%

（令和元年度）
82.5％

②「子育て世帯が住み続けたくなるまちづくりが進んで

いる」と思う区民の割合

【出典】中野区区民意識・実態調査

３８.９％

（令和４年度）
向上

（２）子育て世帯が住み続けたくなる環境の整備
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主な取組①

事業名 事業内容

子育て関連店舗の登録促

進、情報発信

子どもや子育て家庭が利用しやすい店舗やサービスなどの充実を図るた

め、区内の店舗や施設等に対して「子育て応援とうきょうパスポート事業」

の活用を促すとともに、子育て家庭に向けた情報発信を行います。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

子育て応援東京パスポー

ト事業 協賛店等数

７９店舗
(令和４年４月１日)

１６５店舗 子ども・教育政策課

事業名 事業内容 担当課

子育て世帯に向けた住環

境に関する情報発信

区が実施する子育て支援の情報や子どもと子育

て家庭が利用できる施設など、区内の子育て環

境の魅力を区ホームページやＳＮＳ等により発信

します。

子ども・教育政策課

子育て支援住宅普及促進

子育て世帯に適した立地、居住面積や子育てに資

する施設・サービスを備えた住宅を誘導し、子育

てしやすい住まいの供給を促進します。

住宅課

居住支援体制の推進（再

掲）

住宅部門と福祉部門とが連携しながら、子育て世

帯等の住宅確保要配慮者の住まいに関するきめ

細かいサポート体制を整えるとともに、居住支援

協議会において住まいの相談体制を推進します。

住宅課

公園再整備（再掲）

時代やニーズの変化に対応し、あらゆる世代のだ

れもが利用しやすい魅力的な公園を整備します。

整備にあたっては、子どもの意見を取り入れた幼

児用トイレや幼児用遊具の検討を行います。

公園課

ユニバーサルデザイン推

進

中野区ユニバーサルデザイン推進条例、推進計画

に基づき、全ての人が、それぞれの意欲や能力に

応じて社会参加する「全員参加型社会」やまちの

魅力向上による地域の活性化を実現するため、ユ

ニバーサルデザインの普及啓発を実施します。

企画課

女性の活躍を促進し、ジェンダーギャップの解消を図るとともに、働きながら子育てし

やすいまちづくりを推進します。また、子育て家庭にやさしい店舗や子どもから大人まで

様々な人が楽しめる公園など、子育て家庭にとって魅力的な環境の整備を進めます。

子育てしやすいまちづくり
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事業名 事業内容 担当課

ジェンダーギャップの解消

ジェンダー平等や女性の社会参画推進のため、関

係機関と連携を図りながら普及啓発事業等を行

います。また、ジェンダーギャップ解消の一環とし

て、生理用品無料配布システムを区役所各階の女

性トイレに設置しています。

企画課

子育て支援課

子ども・教育政策課

ワーク・ライフ・バランスの

普及啓発

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた区民、事

業者向け事業を実施します。
企画課

女性の再就職支援
子育てや介護と両立して働き続けたい女性を支

援するため、再就職イベントを実施します。
産業振興課

教育・保育施設確保（再

掲）

地域の保育ニーズに合わせ、認可保育所の誘致や

認可保育所等の定員を柔軟に変更することで、待

機児童ゼロを維持します。

保育園・幼稚園課

学童クラブ整備・運営（再

掲）

保護者の就労等により、放課後、適切な保護を受

けられない児童を対象に、遊びや生活の場を提供

します。

育成活動推進課
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主な取組②

事業名 事業内容

犯罪防止・交通安全

青色灯防犯パトロールカーの運行、地域の防犯パトロール団体への支援

や中野区安全・安心（防犯）メールの配信を行います。また、子どもの

帰宅を促すための夕方の音楽放送、新入学児童に対する防犯ブザー等の

配付や小学校低学年を対象とした交通安全教室を実施します。

成果指標 現状値
令和９年度

目標値
担当課

子ども（中学生以下）の交

通事故件数

４４件

（令和３年度）
減少 防災危機管理課

事業名 事業内容 担当課

通学路の見守り

全区立小学校の通学路上の危険と思われる箇所

に通学路児童見守り交通安全指導員を配置し、登

校時及び下校時の児童を見守り、安全を確保しま

す。

学校教育課

情報モラル教育（再掲）

自他の権利や情報社会における行動に関する教

育や犯罪被害を含む危機を回避し、情報を安全に

利用できるようにするための教育を推進します。

指導室

薬物乱用防止（再掲）

東京都薬物乱用防止推進中野地区協議会と連携

し、イベント等での啓発活動や、中学生からポスタ

ー・標語を募集し、優秀作の表彰を行います。

生活衛生課

セーフティ教室（再掲）

児童・生徒の健全育成の充実を図るため、保護者

や地域と連携して、非行防止や犯罪被害防止教育

の推進を図ります。

指導室

受動喫煙防止
子どもの受動喫煙が健康に及ぼす悪影響につい

て普及啓発等を行います。
保健企画課

子どもを有害な環境から守るための普及啓発を行うとともに、犯罪や事故を防止する

ための取組を進め、子育て家庭が安心して子どもを育てられるまちづくりを推進しま

す。

子どもの安心・安全の確保
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事業名 事業内容 担当課

保育園等の在園児の安全

対策

散歩時の交通事故や不審者の施設侵入を防止す

るため、警察署等と連携して研修や訓練を行い、

職員の意識向上と対応力強化を図ります。

保育園・幼稚園課

学童クラブ、キッズ・プラ

ザ入退室管理システム（再

掲）

児童の安全確保のため、システムにより利用児童

の入退室を把握します。
育成活動推進課

避難所運営における子育

て世帯への配慮

災害時の避難所運営等において、乳幼児や妊産

婦を含む要配慮者への支援体制の整備を進めま

す。

防災危機管理課
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第４章 子ども・子育て支援事業計画（第２期）

中間の見直し【令和５年度～令和６年度】

１３１
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子ども・子育て支援事業計画は、幼児期の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業

について、現在の利用状況や今後の利用希望などを踏まえた「量の見込み」、「提供体制の

確保の内容」及び「実施時期」等を定める計画です。子ども・子育て支援法では、区市町

村に対し、５年を１期とした子ども・子育て支援事業計画を策定することを義務づけてい

ます。

中野区では、平成２５年１０月に実施した子ども・子育てアンケートの結果をもとに、

平成２７年３月に「中野区子ども・子育て支援事業計画」（計画期間：平成２７年度から

平成３１年度）を策定しました。その後、出生数の増加や共働き世帯の増加などにより、

保育需要が当初の想定よりも増えたことなどから、平成２９年８月に保育ニーズ調査を実

施し、平成３０年３月に中間の見直し（計画期間：平成３０年度から平成３１年度）を行

いました。

続いて、令和２年３月に、令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とした「中

野区子ども・子育て支援事業計画（第２期）」を策定し、計画に基づいて施設の整備やサ

ービスの提供を行ってきました。その後、出生数の減少、保育施設における待機児童の解

消のほか、新型コロナウイルス感染症の感染拡大など、子どもと子育て家庭を取り巻く状

況が大きく変化してきていることなどから、直近の実績値等を踏まえ令和５年度から令和

６年度の計画値の見直しを行うこととしました。

令和４年６月に成立した児童福祉法の改正（一部を除き令和６年４月施行）では、区市

町村が、地域子ども・子育て支援事業において、子育て家庭への訪問による生活の支援、

学校や家以外の子どもの居場所支援、親子関係の構築に向けた支援を実施することなどが

盛り込まれています。このようなことから、今後さらに子どもと子育て家庭への支援を充

実していく必要があります。

区は、全ての子どもと子育て家庭が、質の高い幼児期の教育・保育や地域子ども・子育

て支援事業のサービスが受けられるよう、需要に応じた提供体制を確保していきます。

１ 子ども・子育て支援事業計画について



133

◆区内の幼稚園の数・定員

（令和 4年 4月 1日現在）

◆区内の保育施設の数・定員

（令和 4年 4月 1日現在）

◆区内の認定こども園の数・定員

（令和 4年 4月 1日現在）

２ 教育・保育施設の現状と利用状況

施設区分 施設数（か所） 定員（人）

私立幼稚園 １８ ３，３４７

区立幼稚園 ２ １６０

合計 ２０ ３．５０７

施設区分 施設数（か所） 定員（人）

認可保育所 92 7,453

区立 10 ９７２

私立 82 6,481

地域型保育事業 ２３ ２４４

家庭的保育事業 8 ２７

小規模保育事業 14 ２１２

事業所内保育事業 ０ ０

居宅訪問型保育事業 １ ５

認証保育所 ７ ２０５

施設区分
施設数

（か所）

定員（人）

幼稚園的利用 保育園的利用

幼保連携型認定こども園 ２ ９９ １８５

幼稚園型認定こども園 １ １６５ ６６

合計 ３ ２６４ ２５１
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829

746
736

710

692
682

676 679 679

701
712

726

88.5

89.9
90.3

90.8

91.3
91.6

91.7 91.7 91.8
91.6 91.4

91.2

640人

670人

700人

730人

760人

790人

820人

850人

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

86％

87％

88％

89％

90％

91％

92％

93％

空き定員 入所率

※認可保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、認定こども園（保育所部

分）の定員及び利用者の合計から算出

保育施設における月別入所率の推移（令和３年度）
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３ 子ども・子育て支援新制度の概要

１ 教育・保育給付

〇施設型給付

施設型給付は、「認定こども園」「幼稚園」「認可保育所」が対象になり、以下の給付構成が

基本になります。

（１）満３歳以上の子どもに対する標準的な教育時間及び保護者の就労時間等に応じた保育

に対する給付

（２）満３歳未満の子どもの保護者の就労時間等に応じた保育に対応する給付

〇地域型保育給付

地域型保育給付は、区が認可を行う以下の地域型保育事業が対象となります。

・小規模保育事業…小規模な環境（定員６人以上１９人以下）で保育を実施する事業

・家庭的保育事業…家庭的な雰囲気のもと、小規模（定員５人以下）で保育を実施する事業

・居宅訪問型保育事業…病気や障害などの理由から、保育所等で集団保育が難しい場合に

保護者の自宅で１対１で保育を実施する事業

１ 子どものための教育・保育給付 ２ 地域子ども・子育て支援事業

〇利用者支援事業

〇地域子育て支援拠点事業

〇妊婦健康診査

〇乳児家庭全戸訪問事業

〇養育支援訪問事業及び子どもを守る地域

ネットワーク機能強化事業

〇子育て短期支援事業

〇一時預かり事業

〇子育て援助活動支援事業

〇延長保育事業

〇病児・病後児保育事業

〇放課後児童健全育成事業（学童クラブ）

〇多様な事業者の参入促進・能力活用事業

〇実費徴収に係る補足給付を行う事業

◆施設型給付

〇認定こども園

〇幼稚園

〇認可保育所

◆地域型保育給付

〇小規模保育事業

〇家庭的保育事業

〇居宅訪問型保育事業

〇事業所内保育事業

幼稚園<新制度未移行>、認可外保育施設、

預かり保育等の利用に係る支援

３ 子育てのための施設等利用給付

子ども・子育て支援新制度に基づく給付・事業
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・事業所内保育事業…事業所内の保育施設で、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保

育する事業

２ 地域子ども・子育て支援事業

区市町村が地域の実情に応じ、子ども・子育て支援事業計画に従って実施する事業です。全

部で１３事業あります。

３ 子育てのための施設等利用給付

令和元年１０月に開始した幼児教育・保育の無償化に伴い創設された給付制度です。幼稚

園（新制度未移行）、特別支援学校、預かり保育、認可外保育施設等（※）において、特定教育・

保育等を受けた場合に一定の利用料が給付されます。

給付を受けるためには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。

※認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート事業

【区域の設定】

子ども・子育て支援法に基づく国の基本指針により、区市町村は、量の見込みと確保方

策を設定する単位として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件及び教育・保

育施設の整備状況等を総合的に勘案して、地域の実情に応じて、提供区域を定めることと

されています。

中野区では区全域を１つの区域として、幼児期の教育・保育及び地域子ども・子育て支

援事業を提供します。
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４ 需要見込みと確保方策

① 保育の必要性の認定区分

計画期間における幼児期の教育・保育の需要見込みと確保方策は、保育の必要性の認定

区分ごとに定めます。

【保育の必要性の認定区分】

保育の必要性の認定区分は、子どもの保護者の申請を受けた区が客観的基準に基づき、

以下の３つの区分で認定します。

※ただし、３号認定は０歳と１～２歳に区分

区分 利用施設

1 号認定
3～5歳

幼稚園等での教育を希望 認定こども園、幼稚園

２号認定
保育の必要性があり、保育

所等での保育を希望

認定こども園、認可保育所

３号認定 0～2歳
認定こども園、認可保育所、

地域型保育事業

② 確保方策の考え方

幼児期の教育・保育の需要については、以下の考え方に基づき、必要な定員を確保していき

ます。

○待機児童数ゼロの維持

地域の需要に応じた私立認可保育所の誘致や認可保育所等の定員変更を柔軟に行うこ

とで、適正な定員を確保し待機児童数ゼロを維持します。

○認可保育所への転換に向けた支援

認可保育所へ転換する認可外保育施設について、必要な支援を行います。

○認定こども園への転換に向けた支援

認定こども園へ転換する教育・保育施設について、必要な支援を行います。

（１）幼児期の教育・保育
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③ 新規確保方策の実績（令和２年度から令和４年度）

各年度４月１日時点の施設数

年 度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

確保方策の内容 新規施設 施設合計 新規施設 施設合計 新規施設 施設合計

認定こども園 － 3施設 － 3施設 － 3施設

幼稚園 － 21施設 － 21施設 ▲1施設 20施設

認可保育所 13施設 82施設 4施設 86施設 6施設 92施設

地域型保育事業
事業所内

▲1事業
25事業

家庭的

▲1事業
24事業

小規模

▲1事業
23事業

認証保育所等
認証認可化、

保育室閉鎖

▲7施設
14施設

認証認可化、

保育室・認証

閉鎖

▲4施設

10施設
認証認可化、

認証閉鎖

▲3施設
7施設

④ 計画期間における新規確保方策（令和５年度から令和６年度）

各年度４月１日時点の施設数

年 度 令和５年度 令和６年度

確保方策の内容 新規施設 施設合計 新規施設 施設合計

認定こども園 － 3施設 3施設 6施設

幼稚園 － 20施設 － 20施設

認可保育所 3施設 95施設

認定こども

園化

▲3施設
92施設

地域型保育事業 － 23事業
小規模

▲2事業
21事業

認証保育所等 － 7施設 － 7施設
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⑤ 認定区分ごとの需要見込みと確保方策（各年度４月１日時点）

◆１号認定（満３歳以上で幼稚園及び認定こども園を利用）
（単位：人）

表中の（ ）内は、当初計画の数値

※幼稚園（新制度移行）…区立幼稚園２園、私立幼稚園１園

年 度
令和４年度

【実績】
令和５年度 令和６年度

需要見込み(a) ２,４７０
2,3８２

（3,095）

2,１１９

（3,112）

確
保
方
策

認定こども園、幼稚

園（新制度移行）

（※）

504
５０４

（５０４）

５４９

（５０４）

私立幼稚園（新制

度未移行）
3,267

3,３３２

（3,347）

3,332

（3,347）

合計(b) 3,771
3,８３６

（3,851）

3,881

（3,851）

過不足(b)-(a) 1,３0１ 1,４５４ 1,762

◆２号認定（満３歳以上で保育所及び認定こども園を利用）

（単位：人）

表中の（ ）内は、当初計画の数値

年 度
令和４年度

【実績】
令和５年度 令和６年度

需要見込み(a) 3,682
3,658

（3,232）

3,6８５

（3,250）

確
保
方
策

認定こども園、

認可保育所
4,51７

4,535

（4,632）

4,57６

（4,632）

認証保育所等（認

可外保育施設）
５１

５１

（９１）

５１

（９１）

合計(b) 4,568
4,5８６

（4,723）

4,62７

（4,723）

過不足(b)-(a) ８８６ ９２８ ９４２
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◆３号認定（満３歳未満で保育所、認定こども園及び地域型保育事業を利用）

【0歳児】
（単位：人）

表中の（ ）内は、当初計画の数値

年 度
令和４年度

【実績】
令和５年度 令和６年度

需要見込み(a) ５８０
６５１

（842）

６６１

（８４３）

確
保
方
策

認定こども園、

認可保育所
６５７

６５５

（６７２）

６５５

（６７２）

地域型保育事業 ５６
５５

（７０）

４９

（７０）

認証保育所等（認

可外保育施設）
４５

４５

（１０１）

４５

（１０１）

合計(b) ７５８
７５５

（843）

７４９

（８４３）

過不足(b)-(a) １７８ １０４ ８８

【1～2歳児】

（単位：人）

表中の（ ）内は、当初計画の数値

年 度
令和４年度

【実績】
令和５年度 令和６年度

需要見込み(a) ２，５９４
2,79１

（2,931）

2,９２４

（2,933）

確
保
方
策

認定こども園、

認可保育所
2,533

2,606

（2,543）

2,607

（2,543）

地域型保育事業 １８５
１８２

（２１０）

１６８

（210）

認証保育所等（認

可外保育施設）
１０９

１０９

（１８９）

１０９

（１８９）

合計(b) 2,827
2,８９７

（2,942）

2,884

（2,942）

過不足(b)-(a) ２３３ １０６ ▲４０
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① 利用者支援事業

【事業概要】

子ども及びその保護者の身近な場所で、幼稚園、保育施設や地域の子育て支援事業

等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等

を実施する事業です。

すこやか福祉センターでは、子育ての相談・助言を行うとともに、地域の子育て支援

事業等の情報提供を行うなど、子育て家庭が状況に応じて必要なサービスを利用でき

るよう支援を行っています。また、保健師や助産師などが妊娠期から子育て期にわた

るまでの母子保健や育児に関する相談を行い、支援を必要とする妊産婦を早期に把握

し、支援プランを作成して母子保健サービスなどにつなげています。

区役所の子育て支援に関する窓口では、保育所等の入園相談など各種手続きに合わ

せて子育て支援に係る情報提供を行うなど、子育て家庭のニーズに応じたサービスへ

つなげています。

【需要見込みと確保方策】

子育て家庭の身近な地域で実施するため、基本型、母子保健型として区の子育て支

援の拠点であるすこやか福祉センター４か所、特定型として区役所の子育て支援に関

する窓口で利用者支援事業を実施します。

（単位：か所）

表中の（ ）内は、当初計画の数値

年 度
令和4年度

【実績】
令和5年度 令和6年度

需要見込み 5
5

（5）

5

（5）

確保方策 5
5

（5）

5

（5）

基本型

母子保健型
4

4

（4）

4

（4）

特定型 1
1

（1）

1

（1）

（２）地域子ども・子育て支援事業
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② 地域子育て支援拠点事業（子育てひろば事業）

【事業概要】

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、

情報の提供、助言などの援助を行う事業です。

子育てひろばは、「中野区子育てひろば事業実施要綱」に基づき、地域団体や社会

福祉法人等への委託により開設しているほか、児童館等でも実施しています。

【需要見込みと確保方策】

将来人口推計や０歳～２歳児の在宅率を踏まえ、需要見込みを算出しています。

乳幼児親子が利用しやすい身近な場所に展開するため、すこやか福祉センターのほ

か、児童館や保育所との併設などにより実施していきます。

表中の（ ）内は、当初計画の数値

年 度
令和3年度

【実績】
令和5年度 令和6年度

需要見込み（人日） 145,856
２０４，３９３

（213,656）

１９８，５８４

（211,712）

確保方策（か所） 25
２７

（24）

２７

（24）
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③ 妊婦健康診査

【事業概要】

妊婦の健康保持・増進及び経済的負担を軽減する事業です。妊婦に必要な健康診査

を医療機関への委託により実施しており、妊娠届の提出の際に母子健康手帳ととも

に妊婦健康診査（１４回分）、妊婦超音波検査（１回分）、妊婦子宮頸がん検診（１

回分）の受診票を交付し、歯科健診（１回分）のご案内をしています。

妊婦健康診査については、里帰り出産など、都外や助産院等の受診票が使用できな

い医療機関等で受診した場合は、償還払いを実施しています。

【需要見込みと確保方策】

これまでの事業実績に基づき妊娠届出者数を算出しています。平均受診回数の実

績に今後予定される産婦健康診査 1回分を追加し、1人当たり平均１４．５回の需要

を見込み、委託医療機関等による健診を実施します。

表中の（ ）内は、当初計画の数値

年 度
令和3年度

【実績】
令和5年度 令和6年度

需
要
見
込
み

妊娠届出者数

（人）
2,812

2,812

（３，１６４）

2,812

（３，１９１）

健康診査等回数

（件）
37,982

３７,９６２

（41,132）

40,774

（41,483）

確保方策

妊婦健康診査等受診票による受診

受診後の償還払い（都外医療機関利用等）

妊婦健康診査 14回、超音波検査1回、子宮頸がん検診１回
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④ 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問）

【事業概要】

生後４か月までの乳児がいる全ての家庭を訪問し、養育環境等の把握や子育て支

援に関する情報提供を行う事業です。

区から委託を受けた訪問指導員やすこやか福祉センター職員が訪問し、家庭の状

況、様々な不安や悩み、健康状態等を把握するとともに、子育てに関する相談や情報

提供を行います。

また、訪問において継続的な支援の必要性が認められた場合は、すこやか福祉セン

ター等の専門職員が相談・支援を継続し、必要に応じて適切な子育て支援サービスに

つなげています。

【需要見込みと確保方策】

将来人口推計における０歳児の人口を需要見込みとしています。訪問指導員やす

こやか福祉センター職員による全戸訪問を実施します。

（単位：人）

表中の（ ）内は、当初計画の数値

年 度
令和3年度

【実績】
令和5年度 令和6年度

需要見込み 2,387
2,270

（２，５３０）

2,218

（２，５３２）

確保方策

①実施体制

訪問指導員（看護師、助産師、保健師）、すこやか福祉センター職員

②実施機関

各すこやか福祉センター
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⑤ 養育支援訪問事業及び子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業（その他要保

護児童等の支援に資する事業）

【事業概要】

（１）養育支援訪問事業

養育支援が特に必要な家庭を訪問し、保護者の育児、家事等の養育能力を向上さ

せるための支援を実施する事業です。乳児家庭全戸訪問事業等で特に養育支援の必

要が認められる家庭について、すこやか福祉センターの保健師による訪問やヘルパ

ー派遣を実施しています。

（２）子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

要保護児童等の適切な保護を図るために、関係機関が必要な情報を共有し、支援

の内容に関する協議や進行管理を行う事業です。虐待を受けている子どもをはじめ

とする要保護児童の早期発見や適切な保護のため、「中野区要保護児童対策地域協

議会」を設置し、関係機関との連携や情報共有を図るとともに、個別ケース検討会

議等を開催し、具体的な支援を検討・実施しています。

【需要見込みと確保方策】

（１）養育支援訪問事業

これまでの事業実績に基づき需要見込みを算出しています。適切な養育支援を実

施するため、関係機関との連携強化や支援内容の充実を図り、養育支援の必要な家庭

への訪問や養育支援ヘルパー派遣を実施します。

（単位：人日）

表中の（ ）内は、当初計画の数値

年 度
令和3年度

【実績】
令和5年度 令和6年度

需
要
見
込
み

訪問相談 259
260

（235）

260

（240）

養育支援

ヘルパー
89

293

（388）

293

（388）

合計 348
553

（623）

553

（628）

確保方策

①養育支援が必要な家庭の把握

乳児家庭全戸訪問事業、すこやか福祉センター等関係機関との連携

②訪問相談

保健師等の訪問による助言、経過観察

③ヘルパーによる支援

養育支援ヘルパーを派遣し、養育環境の改善に向けた支援を実施
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（２）子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

要保護児童サポート会議及び個別ケース検討会議等を開催し、きめ細かな要保護

児童対策を推進します。特に虐待ケースについての進行管理を行い、適切な支援につ

なげます。

要保護児童対策地域協議会の運営

年 度
令和3年度

【実績】
令和5年度 令和6年度

実施体制

代表者会議・・・原則年１回開催

要保護児童サポート会議・・・必要に応じて随時開催

個別ケース検討会議・・・必要に応じて随時開催

実務者研修の実施
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⑥ 子育て短期支援事業（子どもショートステイ）

【事業概要】

保護者が、入院や出張・親族の看護などにより一時的に子どもの養育ができない場

合に、児童福祉施設等において宿泊を伴う養育を行う事業です。

区が委託した乳児院（０歳以上３歳未満）と母子生活支援施設（３歳から中学校３

年生まで）の２施設で実施しています。また、区が認定したショートステイ協力家庭

の居宅（３歳から１８歳未満）において、宿泊を伴う養育を行う事業を実施していま

す。

【需要見込みと確保方策】

これまでの事業実績に基づき需要見込みを算出しています。確保方策は、２か所の

施設と協力家庭で４名、年間３６５日分を確保しています。

（単位：人日）

表中の（ ）内は、当初計画の数値

年 度
令和3年度

【実績】
令和5年度 令和6年度

需要見込み 434
495

（432）

580

（441）

確保方策 1,460
1,460

（1,460）

1,460

（1,460）
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⑦ 幼稚園における一時預かり事業

【事業概要】

通常の教育時間の前後や長期休業期間中において幼稚園の在園児を対象に一時的

に預かる事業です。

幼稚園型一時預かり事業を区内９園で実施しているほか、私立幼稚園１３園で預

かり保育を実施しています。また、私立幼稚園への補助を行い、預かり保育を推進し

ています。

【需要見込みと確保方策】

これまでの事業実績に基づき需要見込みを算出しています。一時預かり事業を希

望する全ての幼稚園家庭が利用できるよう、確保方策は需要見込み数としています。

（単位：人日）

表中の（ ）内は、当初計画の数値

年 度
令和3年度

【実績】
令和5年度 令和6年度

需要見込み 89,623
81,007

（117,979）

75,921

（118,018）

確保方策 89,623
81,007

（117,979）

75,921

（118,018）
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⑧ 一時預かり事業（一時保育、短期特例保育）、子育て短期支援事業（トワイライト

ステイ）、子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート事業）

【事業概要】

（１）一時保育、短期特例保育

小学校就学前までの乳幼児を養育している保護者が、仕事やリフレッシュ、通院

などの一時的な用事や急用などの場合に、保護者に代わって日中の保育を保育施設

等において行う事業です。

一時保育専用室がある保育施設等において実施しているほか、区立保育園では、

定員に空きがある場合にも一時保育を実施しています。

また、保護者が病気などの場合に利用できる短期特例型の一時保育があります。

（２）トワイライトステイ

保護者が仕事、病気などの理由により夜間の時間帯において、３歳から小学校６

年生までの子どもの養育が一時的に困難な場合に児童福祉施設で預かる事業です。

母子生活支援施設で実施しています。

（３）ファミリー・サポート事業

子育ての援助を受けたい方（利用会員）と子育ての援助をしたい方（協力会員）

が会員になり、仕事や急な用事等で、保育施設、幼稚園、学童クラブ等への送迎な

どの子どもの世話ができない時に、会員同士が助け合いながら子育てをする相互援

助活動に関する連絡・調整等を行う事業です。

区では、中野区社会福祉協議会に委託して実施しています。
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【需要見込みと確保方策】

第２期の計画策定のためのニーズ調査（平成３０年度実施）の利用意向率から需要

見込みを算出しています。

一時保育の確保方策は、保育施設等の一時保育の延べ定員数としています。トワイ

ライトステイの確保方策は、母子生活支援施設の延べ定員数、ファミリー・サポート

事業は援助会員数の実績をもとに算出しています。

（１）一時保育、ファミリー・サポート（未就学児）、トワイライトステイ

（単位：人日）

表中の（ ）内は、当初計画の数値

（２）ファミリー・サポート（就学児童）

（単位：人日）

表中の（ ）内は、当初計画の数値

年 度
令和3年度

【実績】
令和5年度 令和6年度

需要見込み 9,208
28,240

（28,240）

28,168

（28,168）

確保方策 28,０３１
30,９８４

（28,664）

3１,０８３

（28,763）

一時保育 17,１０７
1９,７２０

（17,400）

1９,７２０

（17,400）

ファミリー・サポート

事業（未就学児童）
10,631

10,971

（10,971）

11,070

（11,070）

トワイライトステイ 293
293

（293）

293

（293）

年 度
令和3年度

【実績】
令和5年度 令和6年度

需要見込み 769
1,296

（1,296）

1,178

（1,178）

確保方策 1,600
1,454

（1,４５４）

1,454

（1,454）
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⑨ 延長保育事業

【事業概要】

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用時間以外に保育施設で保育を実施

する事業です。

認可保育所全園で実施しているほか、認定こども園や小規模保育事業所等で実施

しています。認証保育所は全園で１３時間保育を実施しています。

また、保護者の急な残業等に対応した延長保育のスポット利用（1日単位）を実施

しています。

【需要見込みと確保方策】

将来人口推計やこれまでの事業実績に基づき需要見込みを算出しています。延長

保育を希望する家庭が全て受け入れられるよう、確保方策数を設定しています。

（単位：人）

表中の（ ）内は、当初計画の数値

年 度
令和3年度

【実績】
令和5年度 令和6年度

需要見込み 833
1,149

（2,467）

1,126

（2,475）

確保方策 2,779
2,862

（2,813）

2,862

（2,813）
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⑩ 病児・病後児保育事業

【事業概要】

病児（回復期に至っていない）、病後児（回復期にある）を一時的に預かることに

より、子育てと就労の両立を支援する事業です。

病児保育事業は病院１か所で実施しており、満１歳の子どもから利用できます。

病後児保育事業は保育施設及び乳児院の２か所で実施しており、生後６か月の子

どもから利用できます。

さらに、生後６か月から小学校６年生までの子どもについて、ファミリー・サポー

ト事業において病児対応（特別援助活動）を実施しています。

【需要見込みと確保方策】

これまでの事業実績に基づき需要見込みを算出しています。病児・病後児保育の確

保方策は実施施設の定員数から、ファミリー・サポート事業の確保方策はこれまでの

実績をもとに算出しています。

（単位：人日）

表中の（ ）内は、当初計画の数値

年 度
令和3年度

【実績】
令和5年度 令和6年度

需要見込み 263
６２７

（2,683）

６２７

（2,692）

確保方策 2,3７６
3,108

（3,108）

3,108

（3,108）

病児・病後児保育 1,952
2,684

（2,684）

2,684

（2,684）

ファミリー・サポート

事業（病児対応）
424

424

（424）

424

（424）
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⑪－１ 放課後児童健全育成事業（学童クラブ）

【事業概要】

保護者が就労等で放課後に適切な保護を受けられない児童が安全・安心に過ごせ

るよう見守り、遊びや活動などを通じてすこやかに成長できるよう援助する事業で

す。小学校４年生から６年生は特別な支援が必要な児童を受け入れていますが、キッ

ズ・プラザや放課後子ども教室推進事業において、全ての小学生を対象に受け入れて

います。

【需要見込みと確保方策】

これまでの事業実績に基づき需要見込みを算出しています。小学校区毎に開設し

ている区立学童クラブは、キッズ・プラザの整備に合わせて小学校内に配置し、民間

事業者に委託して一体型の運営を行います。利用希望が多い地域などに民設民営学

童クラブを誘致し、整備費や運営費を補助して定員を確保します。

特別な支援が必要な子ども以外の高学年の需要については、キッズ・プラザ、放課

後子ども教室において確保しています。

（単位：人）

表中の（ ）内は、当初計画の数値

※令和６年度は、鷺宮小・西中野小統合新校内に設置するキッズ・プラザ内に１か所開設す

る予定。

年 度
令和3年度

【実績】
令和5年度 令和6年度

需要見込み 2,078
２，１７２

（３，３７８）

２，１８０

（３，４１４）

低学年 2,065
２，１５８

（２，１８９）

２，１６６

（２，１８４）

高学年 13
1４

（１，１８９）

１４

（１，２３０）

※うち、障害等に

より特に保育の必

要性が高い児童

13
１４

（１１９）

１４

（１２３）

確保方策 2,247
２，３７５

（２，３１７）

２，３９５

（２，３６４）

学童クラブ新規開設数

（か所）
1

０

（▲2）

１

（０）
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⑪－２ キッズ・プラザ事業、放課後子ども教室推進事業

【事業概要】

全ての児童の放課後の居場所を確保するために、小学生がのびのびと学年を超え

て交流し、豊かな体験ができる「放課後の子どもたちの安全・安心な遊び場」として

小学校内でキッズ・プラザ事業を実施しています。

また、放課後や学校の休業日に小学校を活用した放課後子ども教室推進事業を区

民団体への委託により実施しています。

【需要見込みと確保方策】

これまでの事業実績に基づき需要見込みを算出しています。キッズ・プラザについ

ては、順次、小学校へ設置していきます。放課後子ども教室推進事業についても実施

箇所を増やすとともに、内容の充実を図っていきます。

キッズ・プラザ事業

表中の（ ）内は、当初計画の数値

放課後子ども教室推進事業

表中の（ ）内は、当初計画の数値

年 度
令和3年度

【実績】
令和5年度 令和6年度

需要見込み（人日） 277,612
312,000

（360,000）

336,000

（384,000）

確保方策（か所） 12
13

（15）

14

（16）

年 度
令和3年度

【実績】
令和5年度 令和6年度

需要見込み（人日） 12,175
12,798

（9,789）

13,509

（10,572）

確保方策（か所） 15
18

（23）

19

（25）
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⑫ 多様な事業者の参入促進・能力活用事業

⑬ 実費徴収に係る補足給付を行う事業

【事業概要】

新規参入事業者が事業を円滑に運営していくことができるよう、施設等への巡回

支援を行い、良質かつ適切な教育・保育等の提供体制の確保を図ります。

新規参入事業者に対する、事業実施に関する継続的な相談・助言等の支援や地域型

保育事業の連携施設の斡旋等を実施します。

年 度
令和3年度

【実績】
令和5年度 令和6年度

実施体制
①巡回支援（保育士、看護師、栄養士）

②会計処理に対する指導

【事業概要】

支給認定保護者の世帯所得の状況等を勘案して、幼稚園、保育施設に対して保護者

が支払うべき費用の一部を助成することにより、保護者の負担軽減を図る事業です。

【需要見込みと確保方策】

これまでの事業実績に基づき需要見込みを算出しています。新制度に移行してい

ない幼稚園に通う子どもの副食費（おかず、おやつ代など）について、保護者の世帯

所得の状況等により助成を行います。

（単位：人）

表中の（ ）内は、当初計画の数値

年 度
令和3年度

【実績】
令和5年度 令和6年度

需要見込み 243
250

（３７５）

250

（３７５）

確保方策

①助成対象

新制度に移行していない幼稚園に通う低所得世帯の子ども及び

第３子以降の子ども

②助成対象経費

副食費相当額
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第５章 計画の推進

１５７
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（１） 区の推進体制の整備

区は、本計画に基づき適切に事業を実施することで、子ども政策を総合的に推進し

ていきます。さらに、令和５年４月のこども家庭庁の設置を見据え、区の組織体制を強

化し、より一層組織横断的に取組を進めます。また、職員一人ひとりが子どもの権利

についての理解を深め、子どもの声を聴いて施策を進める意識を高めることができ

るよう、様々な職種や職層を対象とした子どもの権利に関する研修を実施するなど、

区全体で子どもの権利を基盤にした取組を推進します。

（２） 子ども・若者の区政参加の促進

計画の推進にあたって、区は「子ども会議」をはじめ、幅広く、多様な背景を持つ子

ども・若者から意見を聴き、その意見が施策に反映されるよう努めます。また、各事業

の実施にあたり、可能な限り子ども・若者が参加する機会を設け、区政運営への子ど

も・若者の参加促進を図ります。

（３） 地域や関係機関等との連携・協働

子どもの育ちを地域全体で支え、子どもの権利を保障するまちにしていくためには、

行政の力だけではなく、地域や関係機関等との連携・協働が不可欠です。地域の子育

て支援団体、NPO法人、企業などと協力し、またその活動を支援するとともに、連携

を深めるため、ネットワークを構築していきます。

また、区に関わる全ての人に対し、「中野区子どもの権利に関する条例」の理解促進

を図るとともに、計画の理念や考え方を地域全体で共有し、地域が一体となって子ど

もの権利保障の視点から計画を推進していきます。

１ 計画の推進体制
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（１） 計画の点検・評価

区は、毎年度、各事業の実施状況や成果指標の進捗状況等について、「中野区子ど

も・子育て会議」に意見を聴き、事業実績として取りまとめます。取りまとめた事業実

績を踏まえ、取組の推進や PDCAサイクルに基づき改善を図ります。また、事業実績

については区ホームページに掲載するなど、広く区民に公表します。

（２） 子どもの権利の視点に基づいた点検・評価

（１）での点検・評価に加え、各事業の取組内容について、「中野区子どもの権利委員

会」において子どもの権利の視点に基づいた検証を行います。検証にあたっては、成

果指標などの数値目標の達成状況だけではなく、子どもに関わる取組について、子ど

も自身がどのように感じているかヒアリング形式などの定性的な評価を行います。区

は、これらの結果を踏まえ、事業の推進や改善を図ります。

２ 計画の点検・評価の実施
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〈参考資料〉

○ 用語解説

１６１
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アルファベット

○DV

ドメスティック・バイオレンス。配偶者や恋人などによって振るわれる暴力のこと。殴

る・蹴るなどの身体的暴力のほか、無視する・怒鳴る・脅すなどの精神的暴力、交友関係

の監視・制限などの社会的暴力、生活費を渡さないなどの経済的暴力、性的行為を強要

する性的暴力などがある。

○SDGｓ

「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称。2015 年

9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載

された2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標。持続可能な世界を

実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残

さない」ことを誓っている。SDGs は発展途上国のみならず、先進国自身が取り組む普

遍的なものであり、日本も積極的に取り組んでいる。

あ行

○アウトリーチ

一人ひとりの区民や世帯が抱える様々な課題に包括的に対応するため、地域福祉、健

康づくり、医療、看護等の視点から、社会福祉協議会、地域包括支援センター等関係機関

や、地域における公益的な活動団体等と連携し、地域に出向くことで対象者を発見し、

必要な支援につなげること。

○医療的ケア児

たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な子どものこと。

か行

○外国にルーツを持つ子ども

国籍にかかわらず、保護者の両方またはどちらかが外国出身者である子どもや、海外

生まれ・海外育ちなどで日本語が第一言語ではない子どものこと。

○教育支援室

中野区立小・中学校に在籍する不登校児童・生徒のための学校に代わる居場所として

設置している区施設のこと。教科の学習・集団活動・行事や相談等を通して、学校への復

帰や社会的に自立するための支援を行っている（教育支援室での支援の他に、区の南

部・北部地域の他の区施設内での分室支援や家庭を訪問しての巡回支援もある）。また、

外国人児童・生徒等への編入支援や補充学習等も行っている。

用語解説
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○区立療育センター

障害や発達上の課題を持つ子どもが、家庭や地域の中でともに生活できるよう支援

を行う施設のこと。児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、保育所等訪問支援、

療育相談、一時保護事業（一時的に預かる事業）等を実施している。区では児童発達セン

ター機能として位置づけている。

○子育て世代包括支援センター

保健師等の専門職が妊娠・出産・育児に関する様々な相談に対応し、必要に応じて支

援プランの策定や関係機関との連絡調整を行うなど、妊娠から子育てにかかる切れ目

のない支援を提供する機関。

○子ども家庭総合支援拠点

全ての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、実情の把握、子ども等に関する相談

全般から通所・在宅支援を中心としたより専門的な相談対応や必要な調査、訪問等によ

る継続的なソーシャルワーク業務までを行う拠点。

○子どもの最善の利益

児童の権利に関する条約で定められている原則の一つ。子どもに関することが行わ

れるときは、その子どもにとっても最も良いことが第一に考慮されるべきである、とい

う考え方のこと。

さ行

○里親

保護者がいない児童、または保護者に監護させることが不適当であると認められる

児童を自分の家庭に迎え入れ、養育する人。

○児童養護施設

児童福祉法に定められた児童福祉施設の一つで、保護者がいない、虐待されている

など家庭における養育が困難で、保護を必要としている子どもを入所させて養育する

施設。

○社会的養育

保護者の元で暮らすことができない児童を、公的責任で保護し、社会が代わって養育

する仕組みのこと。

○重層的支援体制

地域共生社会の実現に向け、地域包括ケア体制の構築を進めるにあたり、複雑化・複

合化した区民の生活課題に対応するため、専門的な支援の質を高める一方、一つの専門

的領域のみでは対応しきれないケースを捉え、多様な関係者がそれぞれの視点を持ち

寄り、課題を解きほぐし、サービスと社会資源等を組み合わせながら、継続的かつ一体

的に支援を提供していく体制のこと。
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〇性自認

自分自身が認識している性別のこと。「こころ」の性。

〇性的志向

恋愛感情や情緒的・性的な関心がどの性別に向かっているかを示すもの。対象が異性

に向かう場合を異性愛、同性に向かう場合を同性愛、男女両方に向かう場合を両性愛と

いう。

た行

○デートDV

恋人同士など、婚姻前の親密な関係にある人への暴力のこと。

は行

○発達障害

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障

害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現する

もの。

○ひきこもり

様々な要因の結果として社会的参加（就学、就労、家庭外での交友など）を回避し、原

則的には６か月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態。

や行

○ヤングケアラー

家族にケアを要する人がいる場合に、本来大人が担うと想定されている家事や家族

の世話などを日常的に行っている子どものこと。

○ユニバーサルデザイン

年齢、性別、個人の属性や考え方、行動の特性等にかかわらず、全ての人が利用しや

すいようあらかじめ考慮して都市及び生活環境を設計すること。

○要保護児童

保護者のいない児童または保護者に監護させることが不適当であると認められる児

童のこと。

わ行

○ワーク・ライフ・バランス

老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動につ

いて、自ら希望するバランスで展開できる状態。



中野区子ども総合計画

令和５年度～令和９年度

令和５年（２０２３年）３月

編集・発行 中野区子ども教育部子ども・教育政策課

〒１６４－８５０１ 東京都中野区中野四丁目８番１号

電話 ０３－３３８９－１１１１（代表）

電子メール kodomo-tyosei@city.tokyo-nakano.lg.jp

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp


